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再生可能エネルギー推進事務

公共施設FS（フィジビリティスタディ）調査について
所管課：総務課防災生活係

令和4年度に策定した「江差町地域再エネ導入マスタ
ープラン」及び「江差町地球温暖化実行計画（事務事
業編）において、CO2排出量の多い公共施設を重点的に
対策を行い、CO2排出量を削減する計画となっている。

その対策として、公共施設への率先的な太陽光発電
の導入が掲げられ、CO2の削減と町民への地球温暖化対
策に対する理解醸成を目的として、公共施設への太陽
光発電の導入を検討するための調査を実施する。

調査の結果、PPA※1モデルやリース、国の助成制度等
の活用の検討も行いながら、初期投資の軽減、環境保
全に配慮し、地域のレジリエンス（災害時への対応）
の向上にも活用する。

１ 背景と目的

【CO2排出量が多い公共施設】
（※）⻩⾊塗りつぶし：削減⽬標の対象施設

※1 PPA（Power Purchase Agreement：電⼒販売契約）
企業・⾃治体が保有する施設の屋根や遊休地を事業

者が借り、無償で発電設備を設置し、発電した電気を
企業・⾃治体が施設で使うことで、電気料⾦とCO2排出
を削減することができる。

２ 調査内容

３ 調査期間

４ 対象施設

５ 予算額

①立地環境や施設の状態と構造、電力の使い方等の調査

②調査結果を元にした、最適な設備容量の算定と仮設計図（機器配置図、システム構成図）の作成
③電力需給試算を行い、設備導入効果（CO2削減量、再エネ自給率、電気代削減額）の検証
④設備導入までのスケジュールと、最適な事業スキームの検討

（オンサイトPPA、オフサイトPPA、マイクログリッドなど）

令和６年度

江差小学校、役場庁舎、江差北小学校・中学校、江差町文化会館、まるやま、江差中学校、
南が丘小学校、江差追分会館・山車会館、老人福祉センター、水堀プール
※エネルギー使用量（2019年度実績）が把握できた稼働率が高い公共施設のうち、CO2排出量が大きい施設を対象

予 算 額： ７，５０２千円
財源内訳：道補助金 ３，７００千円（新エネルギー設計支援事業費補助金）

その他特定財源 ３，８００千円（ふるさと応援基金）
一般財源： ２千円
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令和６年度 農業振興に関する主な施策一覧
＜産業振興課＞

○多⾯的機能⽀払交付⾦事業

⼟砂上げ基盤整備のイメージ

○豊かな産地づくり総合⽀援事業○農業競争⼒強化農地整備事業

⽴茎アスパラガス

（単位：千円）

事 業 名 予算額 内 容 等

農業経営支援策

農業経営基盤安定対策 1,600
町内に住所を有する者に対し、農業共済・収入保険（積立分を除く）掛金
の一部を助成（助成率1/5）

豊かな産地づくり総合支援事業 8,000

町内に住所を有する者に対し、ハウス新設・修繕、たい肥・培土・土壌改
良剤購入費用、アスパラ等高収益作物の種苗購入費用、施設園芸の灌
水費用、明暗渠の整備費用、土壌分析費用、生分解性マルチの購入費
用の一部を助成（助成率：地域振興作物2/3以内、その他1/2以内）

経営所得安定対策 300
経営所得安定対策用務で使用する公用車のリース料
（令和5年度水田活用の直接支払交付金：134,690千円を生産者へ交付
※国枠71,017千円、道枠8,572千円、地域枠55,101千円）

農業振興事務 1,055農業振興に係る会議に要する旅費、公用車需用費、負担金

農業次世代人材投資事業 2,700
新規就農者に対し、経営開始後5年間（1～3年目1,500千円／年、4～5年
目1,200千円／年）補助金を交付（全額国費）

生産基盤の整備

農業競争力強化農地整備事業
（水堀地区）

47,500

江差北部地域農業生産基盤整備の水堀地区（第１地区）用排水整備に係
る令和6年度事業費に対する地元負担金（事業費の12.5%）
※面整備に係る地元負担は農業者負担
面整備：A=17.7ha、排水用水路：L=250m、排水路：L=372m

水利施設等保全高度化事業
（泊地区）

9,310
排水路の改修に係る令和6年度事業費に対する地元負担金（事業費の
19%）
L=141ｍ

生産基盤の維持管理

多面的機能支払交付金事業 30,002
農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活
動に係る支援（国1/2、道1/4、町1/4）

水利施設管理強化事業 12,860
頭首工や幹線用排水路等の国営造成施設の多面的機能の発揮に対応し
た維持管理に係る支援（国1/2、道1/4、町1/4）

鶉ダム管理運営 4,506
厚沢部町と協定を締結している鶉ダムの維持管理に係る負担金（負担割
合：江差町32%、厚沢部町68％）

水堀排水機場維持管理 2,939大雨時の水堀地区湛水防除のための排水機場に係る維持管理

農業水路等長寿命化防災減災事業（新規） 21,267水堀排水機場の機能保全計画に基づく屋根外壁等補修

畜産振興 125元山牧野の維持管理、負担金

農道農地維持管理 1,208
農道維持補修に係る経費、大雨時の湛水排除に係る経費、水土里情報
システムに係る経費

スマート農業推進事業（新規） 2,000農業用ドローン本体や自動操舵システムの購入費を助成（助成率1/2）
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農業水路等長寿命化防災減災事業の概要
【事業費】 ２１，２６７千円

（国費：11,696千円、道費2,977千円、
町費6,594千円※起債6,500千円、一般財源94千円）

＜所管課：産業振興課＞

１ 事業の目的
水堀排水機場は平成１１年度から平成１４年度にかけて造成された施設で、大雨に

なると地盤が低い当該地域は隣接する鯎川が増水すると排水が困難となり、冠水被害
が多発していたものを、ポンプにより鯎川へ強制排水することで被害を防ぐ施設とし
て、毎年稼働をしており、地域の農業者ならびに地域住民の生活を守っている。

経年による老朽が進んでいることから、平成２９年度に機能診断及び機能保全計画
を策定。今後４０年間で一番コストが低廉となるシナリオを採用し、令和元年にはポ
ンプ設備、令和２年度には除塵機等の更新を農業水路等長寿命化防災減災事業を活用
してきた。

機能保全計画に掲げる対策として、令和６年度に建屋の屋根外壁等・町道横断函渠
の補修を掲げていることから、修繕を行い施設の長寿命化を図るもの。

施設全景 排水機場稼働状況

２ 事業内容
〇建屋の屋根外壁補修等 〇町道横断函渠補修

屋根の葺き替え、外壁塗装、 塗り替え等
クラックの補修等

＜第６次江差町総合計画関係部分抜粋＞

＜重点施策＞

＜ＳＤＧＳとの関連性
＞

施策名 主な事業

農地流動化対策の推進 農地の保全管理
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森林整備・木育推進・有害鳥獣対策に関する主な施策一覧
＜産業振興課＞

（単位：千円）

事 業 名 予算額 内 容 等

有害鳥獣対策

有害鳥獣駆除対策 （ヒグマ特別対策含む） 7,520

・実施隊員への報酬 820千円、捕獲に対する報奨金 520千円
（ヒグマ1頭 40,000円、エゾシカ1頭 10,000円）

・くくりわなの購入 20基
・実施隊員確保対策（狩猟免許取得・更新費用、猟銃所持許可取得・更新費用の
補助、猟銃等購入費の補助等） 1,678千円
・ヒグマ用大型箱わな購入 2基 565千円
・電気柵購入費補助金 500千円
・電気柵（家庭菜園貸出用）購入 1,015千円
・草刈りによる緩衝地帯の設置、誘因果樹の伐採 他

町有林管理

町有林保育事業 11,724

森林組合への委託事業
・保育間伐 15.00ha （田沢地区、泊地区、椴川地区）
・間伐 5.00ha （田沢地区）
・町有林附帯施設整備 （町民の森植樹箇所等 9.35ｈａ）

分収林造林事業 309
五厘沢地区における、森林整備センター（旧：森林開発公団）との分収契約により
平成3～7年度に植栽されたスギ・トドマツの造林地 24.69haの森林整備受託事業。
そのうち令和6年度は 1.44haのトドマツ林分の除伐を実施。

森林環境譲与税関連事業

森林経営管理制度取組推進事業 3,640

森林組合への委託事業
・地域林政アドバイザー業務委託 1,647千円
・森林所有者への意向調査 880千円
・路網環境整備 1,113千円

私有林整備推進事業 800
私有林の森林整備の推進
（公共補助への上乗せ補助を実施し、森林所有者の負担軽減を図る。）

木育推進事業 2,016
・森林環境教育（げんきの森活動等）の実施
・植樹・育樹事業の実施
・地場産材を活用した誕生祝品等の配付

森林環境譲与税基金積立 12,537・森林環境譲与税基金への積立金

その他

町民の森管理 6,004
・町民の森維持管理 3,560千円 （施設維持管理委託 他）
・町民の森施設補修 2,444千円 （鴨池、鏡池付近園路の木橋の補修）

東山２号林道維持補修 2,717
・横断排水、排水桝、側溝の清掃
・洗掘の補修 （洗掘 120ｍ、横断排水20箇所）

＜檜山の森づくり植樹祭inえさし＞ ＜中学生による枝打ち・間伐体験＞ ＜小学生によるヒバの植樹＞

＜ＳＤＧＳとの関連性＞
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有害鳥獣駆除対策の概要
＜所管課：産業振興課＞

■事業の趣旨
ヒグマが住宅地や付近の家庭菜園等に出没が増加している状況やエゾシカ個

体数の増加傾向を踏まえ、実施隊員の減少・高齢化に対処するため、有害鳥獣対
策に必要な人材を確保・育成するとともに、資材などを充実し、人的被害や農作物
被害の未然防止を図る。

■主な事業内容（ヒグマ特別対策含む）
・鳥獣被害対策実施隊員への報酬額の増
・鳥獣被害対策実施隊員への経費補助
・ヒグマ用大型箱わなの購入 2基
・エゾシカ用くくりわなの購入 20基
・電気柵購入費補助 (農業者等に対する農林業被害防止対策）
・電気柵（家庭菜園貸出用）購入 10基
・草刈りによる緩衝地帯の設置、誘因果樹の伐採 など

■事業費 ７，５２０千円

＜参考＞
過去５年間のヒグマの出没件数・捕獲頭数

【町費補助によるエゾシカ対策の電気柵設置の様子】 【昨年購入したヒグマ用箱わな】
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町民の森管理（施設補修）の概要
＜所管課：産業振興課＞

■町民の森施設補修
・事業概要
開設から２４年経過した施設であり、老朽化による施設の腐食が進んでいること

から、補修を要するもの。 今年度は、遊歩道に設置している木橋の補修を行い、
小中学生を対象とした「げんきの森活動」の森林観察会などに使用する。
・事業費

2,444千円 （財源：森林環境譲与税）

■東山２号林道維持補修
・事業概要
東山２号林道の横断排水や側溝の詰まりが原因で、林道の洗掘が進んでおり、

通行の支障となっていることから、洗掘箇所を補修するとともに、横断排水、排水
桝、側溝の清掃を実施する。

【洗掘 L=１２０m、 横断排水 20箇所】
・事業費

2,717千円 （財源：森林環境譲与税）

＜今年度補修する施設＞

東山２号林道維持補修の概要

【鴨池～冬の園間の木橋】 【鏡池上流の木橋】 【鏡池下流の木橋】

＜林道の洗掘状況など＞

【洗掘状況】 【横断排水の詰まり（一例）】

- 7 -

shuusuke.miyatsu
テキストボックス
資料7



前浜漁業の生産性の向上に関する主な施策一覧
＜産業振興課＞

＜注＞朱書き事業については、新規事業として予算計上

令和５年２月１８日、ニシン群来 ナマコ採卵作業

（単位：千円）

事　業　名 予算額 内　容　等

計 20,972

ナマコ栽培漁業推進事業

檜山ナマコ栽培漁業定着事業

ひやま漁業協同組合の正組合員及び構成団体等で町内に住所を
有する者に対し、漁船保険掛金の一部を助成（助成率3/10）

漁業経営基盤安定対策事業 4,050

生産基盤の安定

浅海未利用資源増殖（キタムラサキウニ移
植放流）試験事業

1,500

港内の岸壁やかもめ島周辺の浅場にいる小さい種苗（未利用資
源）を採捕し、放流区を設け放流することで、漁獲に繋がるまでの
成長度や密度管理に関する調査を実施するための経費に対する
補助（補助率1/2）

1,300

ウニ栽培漁業推進事業

江差ナマコ協議会が取り組む簡易種苗生産・放流事業に対する補
助（補助率1/2）

1,650

5,000
檜山管内水産振興対策協議会が取り組む稚ナマコ100万粒放流に
対する関係６町負担金（江差町166,700粒）

江差磯廻り団体が取り組むエゾバフンウニの種苗購入に対する補
助（補助率1/2）
300,000粒を５箇所（泊、大澗、愛宕、津花、五勝手地区）へ放流予
定

2,500
江差磯廻り団体が取り組むキタムラサキウニ移植に対する補助（補
助率1/2）

資源の増大

檜山管内水産振興対策協議会が取り組む稚魚100万尾放流に対
する関係６町負担金（江差町166,000尾）

ひやま地域ニシン復興対策事業 2,106

サケ種苗生産施設運営補助 1,200
サケ種苗生産施設（乙部町）の運営主体であるひやま漁業協同組
合に対し、関係５町で運営費を支援（定額補助）

サケ海中飼育推進事業 666
ひやま漁業協同組合が取り組むサケ稚魚海中飼育・放流事業に対
する補助（補助率1/3）

江差町産業担い手育成支援事業 1,000
新たに漁業に就業しようとする担い手に対し、江差町産業担い手育
成支援奨励金を交付する。令和６年度　予定者１名。

新規漁業就業者対策

資源の回復
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港湾に関する主な施策一覧
＜産業振興課＞

＜注＞朱書き事業については、新規事業として予算計上

【江差港シャトルバス
運行支援事業】

江差港湾センター（フェリー
ターミナル）～新北埠頭岸壁

予定：３か月

令和５年８月２６日、なべつる祭り出店
（みなとオアシス江差運営協議会）

令和５年９月２４日、江差町産業まつり出店
（奥尻町：チーム島おこし）

（単位：千円）

事　業　名 予算額 内　容　等

計 20,257

商港区

江差港北埠頭にある江差港湾センター（フェリーターミナル）から船
が接岸する新北埠頭岸壁までの間、利用客を乗せるシャトルバス
経費に対して、支援するもの。

江差港シャトルバス運行支援事業 2,000

江差町港湾審議会開催や港湾管理に関する会議参加旅費。
みなとの賑わいを通じて地域の振興や経済の活性化を図ること、対
岸の町である奥尻町との連携を視野に入れ、奥尻町との相互交流
（江差町として、８月奥尻町なべつる祭りへ参加、奥尻町が９月江差
町産業まつりへ参加）等を実施するための、みなとオアシス江差運
営協議会への補助。

港湾管理事務 390

特殊物資港区

港湾施設整備・維持管理（共通）

直轄港湾整備事業 12,000
南漁港区道路、商港区北岸壁-5ｍ（フェリー岸壁）整備を含む直轄
工事負担金

江差港港湾施設定期点検診断委託 5,867

平成25年度の港湾法改正により、５年に１度の点検が義務付けら
れ、平成28年度から点検を実施
町有港湾施設（全９施設）の点検を実施する委託料
※２サイクル目の最終年
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労働行政・商工業振興に関する主な施策一覧
＜令和６年第１回定例議会資料：産業振興課＞

▲檜山地域人材開発センター北面外壁（太枠内）
外壁全体に複数の亀裂が生じている状況

▲夜市（法華寺通商店街主催）の様子
商店街振興に関する各種事業に
対し、江差商工会を通じて支援

（単位：千円）

事　業　名 予算額 内　容　等

檜山地域人材開発センター設備改修 1,056
・檜山地域人材開発センター土木実習室シャッター改修工事
・檜山地域人材開発センター事務所内FF式石油暖房機器更新

檜山地域人材開発センター北面外壁
改修工事

18,249
・檜山地域人材開発センター北面外壁改修工事
 ※R４南面(正面)外壁施工済・R５西面外壁施工済

※朱書き事業については新規事業として予算計上

商工会活動・取組への支援

労働行政

檜山地域人材開発センター運営 5,068
・檜山地域人材開発センター及び宿泊棟の運営に係る負担金
・施設の維持修繕等

労働事務 62

・南檜山地域通年雇用促進支援協議会負担金ほか
　※北海道労働局から事業を受託し、季節労働者の通年雇用化に向けた
　　 各種事業を実施（技能講習、各種セミナー、職場体験、情報提供等）
  ※R５委託事業費7,698千円

商工会が行う経営改善普及事業等に要する経費（指導員や補助員等の人
件費等）の補助

計 40,667

地域産品の販路拡大等の取組

地域産品営業プロモーション推進 1,452

「地産地消・外商」をキーワードに地元で生産される農水産物や加工品等に
ついて、生産・流通・販売等の一体的つながりによる産業の振興を図る取組
・地域産品のインターネット販売等推進補助（ぷらっと江差）
・地域で生産・水揚げされた農水産物を販売するイベントなどの開催

公設市場運営の安定化に向けた取組

小売事業者特別負担金負担軽減対策 1,000
檜山卸売協同組合の経営の安定化と小売店舗の負担軽減を図るため、檜
山卸売協同組合が町内小売店舗から徴収する特別負担金分（売上３％）へ
の支援

商店街の活性化

持続可能な商店街づくり事業 3,094

商店街に地域住民が集い、活動するとともに、日常的に商店街を利用する
ことを促進し、「生活を支える街」としての商店街の賑わいの創出を支援
・スマイル商店街事業（商店街区域におけるコミュニティ活動支援）
・ウェルカム商店街事業（商店街における販売促進キャンペーンの支援、
　飲食店団体等のキャンペーン等の支援）
・チャレンジ商店街事業（商店街の活性化に取り組む中心的な役割を担う
　組織の育成支援等）

がんばる商店街等応援補助 2,000
商工会と商店街等が連携して実施するにぎわい創出のためのイベント事業、
商店街の集客やイメージアップに有用で、まちづくりに寄与する事業、販路
拡大事業などの支援

地域活性化支援事業補助（経営発達
支援計画推進事業補助）

1,210
商工会を中核として小規模事業者の事業の支援体制構築を図るため、江差
商工会・江差町が共同で申請し認定を受けた「第２期経営発達支援計画」
に基づく取組の推進を支援

江差商工会補助 7,476
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古くて新しいまち江差“観光振興（地域 DMO）”事業資料 

年度  令和６年度   

担当課係名  追分観光課観光係 事業年度  令和６年度 

事業名  古くて新しいまち江差“観光振興（地域 DMO）”事業 

予算区分 一般会計 予算科目  観光費 

 

◆事業の概要（施設の概要、計画など） 

 令和３年～令和５年の３か年日本財団の助成金を活用しながら整備、実施してきた「マリンピング」

事業について、今年度より日本財団の助成金がない中でのフル稼働による初めての事業展開となる。 

 町として「かもめ島周辺の賑わい創出」による観光客集客、体験型観光の推進、地域活性化に向け運

営費を支援する。 

 

【事業期間】 令和６年４月～令和７年３月 

【事 業 費】 １０，０００千円（Ｒ６総事業費：１５,９５７千円） 

【事業内容】 マリンピング運営（グランピング２棟・灯台マリンピング・手ぶらキャンプ・海洋体験） 

【参  考】  

①過去３か年の日本財団助成金 

   ・Ｒ３：２４,９７０千円 ・Ｒ４：１９,８８０千円・Ｒ５：２３,９８０千円 

  ②過去３か年の利用実績等 

   ・Ｒ３：１６９人／６２８千円 ・Ｒ４：３５９人／２，１４９千円 

・Ｒ５：５４８人／１，８７６千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆予算情報                                  （単位：千円） 

※備考欄には、実施設計、建設工事、改修工事等詳細を記入 

事
業
費 

年度 事業費 
財源内訳 

備考 
国庫 道 町債 その他 一般財源 

R6 10,000    10,000   

R7        

R8        

R9        

R10        

計 10,000    10,000   

 

新設マリンピングテント 新設灯台マリンピングテント 海洋体験（サップ体験） 
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日本遺産地域活性化事業資料 

年度  令和６年度   

担当課係名  追分観光課観光係 事業年度  令和６年度 

事業名  日本遺産地域活性化事業 

予算区分 一般会計 予算科目  観光費 

 

◆事業の概要（施設の概要、計画など） 

 平成２９年認定後、６年間の活動実績及び今後３年間の「地域活性化計画（令和５年度から令和７年

度）」を策定。 

 令和５年度日本遺産認定地域継続審査において再認定（条件付き）となり、今後も着実な事業を推進

し、シビックプライドをはじめ地域住民や国内外からの来訪者が日本遺産のストーリーに触れ、その魅

力を体験することにより、構成文化財の持続的な保存と活用を行い地域の活性化を図る。 

 

【事業期間】 令和６年４月～令和７年３月 

【事 業 費】 １，４００千円 

【事業内容】 ○江差町観光ガイダンス施設開設         １，０００千円 

        (２箇所：江差町会所、開陽丸青少年センター内) 

       ○民間企業及びスポーツ団体と連携したイベント    ２００千円 

       ○観光ガイド研修                  ２００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆予算情報                                 （単位：千円） 

※備考欄には、実施設計、建設工事、改修工事等詳細を記入 

事
業
費 

年度 事業費 
財源内訳 

備考 
国庫 道 町債 その他 一般財源 

R6 1,400    1,400   

R7        

R8        

R9        

R10        

計 1,400    1,400   

 

町会所展示スペース･模型イメージ 展示パネル(案) 
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旧町営レストラン屋根塗装改修工事資料 

年度  令和６年度   

担当課係名  追分観光課観光係 事業年度  令和６年度 

事業名  旧町営レストラン屋根塗装改修工事 

予算区分 一般会計 予算科目  観光費 

 

◆事業の概要（施設の概要、計画など） 

 旧江差町営レストラン（建設年度：昭和 57年度・築年数 39年）は、施設内外において現状維持の修

繕や改修工事により維持保全している状態にありますが、令和５年度から民間事業者へ貸付しており安

心安全に施設を活用していただくこと。また、今後も継続して有効利活用することができるよう本改修

工事を実施する。 

 なお、本改修工事を実施することで施設屋根耐用年数を約 10年引延し、施設の維持保全を図る。 
 

【工事期間】 令和６年４月～６月（３か月間） 

【事 業 費】 ２，１４４千円 

【工事内容】 ○屋根エポキシ樹脂錆止め塗装 498㎡ 

       ○高耐候型シリコン樹脂塗装  498㎡ 

       ○屋根平面コーキング      1式 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆予算情報                                 （単位：千円） 

※備考欄には、実施設計、建設工事、改修工事等詳細を記入 

事
業
費 

年度 事業費 
財源内訳 

備考 
国庫 道 町債 その他 一般財源 

R6 2,144     2,144  

R7        

R8        

R9        

R10        

計 2,144     2,144  
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追分会館屋根塗装改修工事資料 

年度 令和６年度   

担当課係名 追分観光課江差追分係 事業年度 令和６年度 

事業名 追分会館屋根塗装改修工事 

予算区分 一般会計 予算科目 商工費・商工費・追分会館管理費・工事請負費 

第６次総合計

画との関係 

第３編第２章分野別施策 （6）観光・江差追分 成果指標（影響値） 

・指標なし 基本方針 ②、③、④ 

具体的な施策 江差追分の普及、江差を磨く

◆事業の概要（施設の概要、計画など） 

【改修に至る経過及び概要】 

・屋根の複数個所に小穴があり雨漏りが発生している。この雨漏りにより、木製である天井や壁材が

腐食している。 

（ロビー、男子トイレなど雨漏り箇所はその時により変動あり）※天井裏をつたって変動。 

・屋根のジョイント部分は電食等による小穴が多数ある。 

 

【工事期間】 令和６年４月～６月（３カ月） 

【工事内容】 屋根全面を塗装及びジョイント部分等のコーキングを実施するもの。 

 

【現状】 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋根全体のジョイント部分の劣化状況         屋根の小穴（多数あり） 

 

◆予算情報                                 （単位：千円） 

 

事
業
費 

年度 事業費 
財源内訳 

備考 
国庫 道 町債 その他 一般財源 

R6 1,896  1,896  

R7    

R8    

R9    

R10    

計 1,896  1,896   

拡大写真 
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事業概要 

 

事 業 名：南が丘小学校電気室ドア改修工事 

予 算 額：１，７０３千円 

施工概要：南が丘小学校の電気室の屋外ドアの可動部が、腐食により開閉不能になったた

め交換。 
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事業概要 

 

事 業 名：南が丘小学校ブランコ改修工事 

予 算 額：５，５３１千円 

施工概要：２連ブランコの木製部分の腐食に伴う改修工事 

木製支柱の交換、木製安全柵の交換、ゴムチップの再舗装 

     ※座板は令和５年度に交換したため既存取付け品を再利用 
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事業概要 

 

事 業 名：江差小学校変圧器ＰＣＢ廃棄物等搬出及び廃棄処理 

予 算 額：６，０５６千円 

施工概要：江差小学校に保管されている変圧器とコンデンサーの廃棄処理。ただし一部に

ＰＣＢが含有している機器があるため、それらは専門の処理施設に搬入して廃

棄処理を行う。 

〇廃棄処理物品：変圧器７台（ＰＣＢ含有２台、ＰＣＢなし５台）、コンデンサ

ー１台（ＰＣＢ含有） 
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事業概要 

 

事 業 名：江差北小学校屋根・窓改修工事 

予 算 額：９，２２９千円 

施工概要：強風により図書室側の屋根板金の一部が破損し、破損した板金が直下の窓ガラ

スにも接触したため窓ガラス８枚も破損。破損箇所のほかにも老朽化している

屋根部分も併せて改修工事を実施。 
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「
江

差
１
号

枝
線

汚
水

管
渠

新
設

工
事

 （
陣

屋
地

区
）
」
及

び
「
町

道
陣

屋
椴

川
線

道
路

改
良

工
事

」

・
位

置
図

【
道
路
改
良
工
事
】

・
工

事
概

要
総

事
業

費
Ｃ
＝

４
６
，
２
０
０
千

円

令
和

６
年

度
町

道
陣

屋
椴

川
線

道
路

改
良
工

事

L=
1
5
0
ｍ

W
=8

.0
～

1
0
.0
ｍ

撤
去
工
・
排
水
工
・
路
盤
工
・舗

装
工

令
和

６
年

度
完

了
見

込

担
当
：
土
木
管
理
係

【
下
水
道
工
事
】

・
工

事
概

要
総

事
業

費
Ｃ
＝

３
６
，
０
０
０
千

円

令
和

６
年

度
江

差
１
号

枝
線

汚
水

管
渠

新
設

工
事

（
陣
屋
地
区
）

L=
2
5
0
ｍ

φ
1
5
0

管
渠
新
設
工

令
和

６
年

度
～

令
和

７
年

度
計

画
の
内

１
年
目

担
当
：
下
水
道
係

施
工

箇
所

令
和

６
年

度
施
工
区

間
令
和
７
年
度
施
工
区
間
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◎
位

置
図

普
通
河
川
豊
部
内
川
河
床
低
下
防
止
工
事

R
６
事
業
費

Ｃ
=
4
0
,7

0
0
千
円

2
ヵ
年
計
画
の
1
年
目

対
策

工
調

査
範

囲
L
=
5
0
0
m
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「
ダ
ム
系
高
区
配
水
管
老
朽
管
更
新
工
事
（
円
山
中
央
線
）
」

※
位

置
図

・
工
事
概
要

事
業
費

Ｃ
＝
７
，
４
８
０
千
円

令
和
５
年
度

ダ
ム
系
高
区
配
水
管
老
朽
管
更
新
工
事
（
円
山
中
央
線
）

・
配

水
管

布
設

工
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管

φ
5
0

L=
1
7
0
m

・
給
水

接
続
工

φ
2
0

2
戸

担
当
：
上
水
道
係

施
工
延
長

Ｌ
＝

1
7
0

旧
町
営
円
山
第

3
団
地

檜
山
振
興
局

町
道
円
山
中
央
線
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江
差
町
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
）
 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
）
 

第
３
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
給
与
」
と
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職

員
に
あ
っ
て
は
、
給
料
、
通
勤
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
を
い
い
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ

っ
て
は
、
報
酬
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
を
い
う
。
 

第
３
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
給
与
」
と
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職

員
に
あ
っ
て
は
、
給
料
、
通
勤
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
及

び
期
末
手
当
 
 
 
 
 
を
い
い
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ

っ
て
は
、
報
酬
及
び
期
末
手
当
 
 
 
 
 
を
い
う
。
 

（
期
末
手
当
）
 

第
９
条
 
給
与
条
例
第
１
５
条
の
規
定
は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
1
0
0
分
の
1
2
2
.

5
」
と
あ
る
の
は
、
「
1
0
0
分
の
6
8
.
7
5
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
任
期
が
６
月
に
満
た
な
い
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
１
会
計
年
度

内
に
お
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
任
期
の
合
計
が
６
月
以
上
に
至
っ

た
と
き
（
任
命
権
者
（
法
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
任
命
権
者
を
い
う
。
）

を
同
じ
く
す
る
場
合
に
限
る
。
次
項
並
び
に
第
１
７
条
第
２
項
及
び
第
３
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
当
該
会
計

年
度
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
と
み
な
す
。
 

３
 
６
月
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
会
計
年
度
の
末
日
ま
で

会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
、
同
日
の
翌
日
に
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
者
の
任
期
（
６
月
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

と
前
会
計
年
度
に
お
け
る
任
期
（
前
会
計
年
度
の
末
日
を
含
む
期
間
の
任
用
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
の
合
計
が
６
月
以
上
に
至
っ
た
と
き
は
、
第
１
項
に

規
定
す
る
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
み
な
す
。

（
勤
勉
手
当
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
９
条
 
給
与
条
例
第
１
５
条
の
規
定
は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
1
0
0
分
の
1
2
2
.

5
」
と
あ
る
の
は
、
「
1
0
0
分
の
6
8
.
7
5
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
任
期
が
６
月
に
満
た
な
い
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
１
会
計
年
度

内
に
お
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
任
期
の
合
計
が
６
月
以
上
に
至
っ

た
と
き
（
任
命
権
者
（
法
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
任
命
権
者
を
い
う
。
）

を
同
じ
く
す
る
場
合
に
限
る
。
次
項
並
び
に
第
１
７
条
第
２
項
及
び
第
３
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
当
該
会
計

年
度
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
と
み
な
す
。
 

３
 
６
月
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
会
計
年
度
の
末
日
ま
で

会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
、
同
日
の
翌
日
に
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
者
の
任
期
（
６
月
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

と
前
会
計
年
度
に
お
け
る
任
期
（
前
会
計
年
度
の
末
日
を
含
む
期
間
の
任
用
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
の
合
計
が
６
月
以
上
に
至
っ
た
と
き
は
、
第
１
項
に

規
定
す
る
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
み
な
す
。
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江
差
町
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
９
条
の
２
 
給
与
条
例
第
１
６
条
の
規
定
は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ

ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
1
0
0
分
の

1
0
2
.
5
」
と
あ
る
は
、
「
1
0
0
分
の
4
8
.
7
5
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
条
例

第
１
６
条
の
規
定
に
よ
る
勤
勉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

（
期
末
手
当
）
 

第
１
７
条
 
給
与
条
例
第
１
５
条
の
規
定
は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
パ
ー
ト
タ
イ

ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
１
週
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
著
し
く
短
い
者
と
し
て

規
則
で
定
め
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
給
与
条
例
第
１
５
条
第
４
項
中

「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、

退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
及
び

扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
（
退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
）
以
前

６
月
以
内
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
お
け

る
報
酬
（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
規
則
で
定

め
る
額
を
除
く
。
）
の
１
月
当
た
り
の
平
均
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
 
任
期
が
６
月
に
満
た
な
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
１
会
計
年

度
内
に
お
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
任
期
の
合
計
が
６
月
以
上
に
至

っ
た
と
き
は
、
当
該
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
当
該
会
計
年
度

に
お
い
て
、
前
項
の
任
期
が
６
月
以
上
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

と
み
な
す
。
 

３
 
６
月
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
会
計
年
度
の
末
日
ま
で

     

（
期
末
手
当
）
 

第
１
７
条
 
給
与
条
例
第
１
５
条
の
規
定
は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
パ
ー
ト
タ
イ

ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
１
週
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
著
し
く
短
い
者
と
し
て

規
則
で
定
め
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
 
 
 
 
 
 
）

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
給
与
条
例
第
１
５
条
第
４
項
中

「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、

退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
及
び

扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
（
退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
）
以
前

６
月
以
内
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
お
け

る
報
酬
（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
規
則
で
定

め
る
額
を
除
く
。
）
の
１
月
当
た
り
の
平
均
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２
 
任
期
が
６
月
に
満
た
な
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
１
会
計
年

度
内
に
お
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
任
期
の
合
計
が
６
月
以
上
に
至

っ
た
と
き
は
、
当
該
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
当
該
会
計
年
度

に
お
い
て
、
前
項
の
任
期
が
６
月
以
上
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

と
み
な
す
。
 

３
 
６
月
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
会
計
年
度
の
末
日
ま
で
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江
差
町
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
、
同
日
の
翌
日
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計

年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
者
の
任
期
（
６
月
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

と
前
会
計
年
度
に
お
け
る
任
期
（
前
会
計
年
度
の
末
日
を
含
む
期
間
の
任
用
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
の
合
計
が
６
月
以
上
に
至
っ
た
と
き
は
、
第
１
項
の

任
期
が
６
月
以
上
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
み
な
す
。
 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
１
７
条
の
２
 
給
与
条
例
第
１
６
条
の
規
定
は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
パ
ー
ト

タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
４
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
職
員
が
受
け
る
べ
き
給

料
の
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
（
退
職
し
、
又
は
死
亡

し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
）
以
前
６
月
以
内
の
パ

ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
お
け
る
報
酬
の
１
月

当
り
の
平
均
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
条
例

第
１
６
条
の
規
定
に
よ
る
勤
勉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
１
２
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
、
同
日
の
翌
日
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計

年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
者
の
任
期
（
６
月
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

と
前
会
計
年
度
に
お
け
る
任
期
（
前
会
計
年
度
の
末
日
を
含
む
期
間
の
任
用
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
の
合
計
が
６
月
以
上
に
至
っ
た
と
き
は
、
第
１
項
の

任
期
が
６
月
以
上
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
み
な
す
。
 

 
 

 

- 24 -



江
差
町
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
）
 

第
７
条
 
江

差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
２
６
年
江
差
町
条
例
第
１

号
）
第
１

５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て

い
る
職
員

の
う
ち
、
基
準
日
以
前
６
ヶ
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期

間
（
規
則

で
定
め
る
こ
れ
に
相
当
す
る
期
間
を
含
む
。
）
が
あ
る
職
員
に
は
、

当
該
基
準

日
に
係
る
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
 

２
 
江
差
町

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
１
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ

れ
の
基
準

日
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
う
ち
、
基
準
日

以
前
６
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に
は
、
当
該

基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。
 

 
（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
級
の
調
整
）
 

第
８
条
 
育
児
休
業
を
し
た
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
２
第
１
項
に
規

定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
を

除
く
。
）
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
育
児
休
業
の
期
間
を
1
0
0
分
の

1

0
0
以
下
の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
期
間
を
引
き
続
き
勤
務
し
た
も
の
と

み
な
し
て
、
そ
の
職
務
に
復
帰
し
た
日
及
び
そ
の
日
後
に
お
け
る
最
初
の
職
員

の
昇
給
を
行
う
日
と
し
て
規
則
で
定
め
る
日
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
に
、
昇

級
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

附
 
則
 

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
）
 

第
７
条
 
江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
２
６
年
江
差
町
条
例
第
１

号
）
第
１
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て

い
る
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
６
ヶ
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期

間
（
規
則
で
定
め
る
こ
れ
に
相
当
す
る
期
間
を
含
む
。
）
が
あ
る
職
員
に
は
、

当
該
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
 

２
 
江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
１
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ

れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２
５
年

法
律
第
２
６
１
号
）
第
２
２
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員

（
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
基
準
日

以
前
６
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に
は
、
当
該

基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。
 

（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
級
の
調
整
）
 

第
８
条
 
育
児
休
業
を
し
た
職
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を

除
く
。
）
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
育
児
休
業
の
期
間
を
1
0
0
分
の

1

0
0
以
下
の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
期
間
を
引
き
続
き
勤
務
し
た
も
の
と

み
な
し
て
、
そ
の
職
務
に
復
帰
し
た
日
及
び
そ
の
日
後
に
お
け
る
最
初
の
職
員

の
昇
給
を
行
う
日
と
し
て
規
則
で
定
め
る
日
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
に
、
昇

級
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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江
差
町
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
施
行
期
日
）
 

こ
の
規
則
は
、
令
和
６
年
１
２
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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江
差
町
看
護
職
員
養
成
修
学
資
金
貸
付
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
貸

付
金
額

等
）

 
（
貸
付
金
額
等
）
 

第
３

条
 
修

学
資

金
は

、
毎

年
度

の
予

算
の

範
囲
内
で
貸
付
す
る
も
の
と
し
、
貸
付

金
額

及
び
貸

付
期

間
は

次
の

と
お

り
と

す
る
。
 

第
３
条
 
修
学
資
金
は
、
毎

年
度

の
予

算
の

範
囲

内
で

貸
付

す
る

も
の

と
し

、
貸

付

金
額
及
び
貸
付
期
間
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

（
１

）
 
貸

付
金

額
 
月
額

１
０

０
，

０
０
０
円
以
内
 

（
１
）
 
貸
付
金
額
 
月
額

５
０

，
０

０
０

円
 
 
以

内
 

（
２

）
 
（

略
）

 
（
２
）
 
（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

附
 

則
 

附
 

則
 

こ
の

条
例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。
 

 
 
附
 
則

 
 

こ
の

条
例
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す
る
。
 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。
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江
差
町
学
童
保
育
所
設
置
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
名
称
、

位
置
及
び
定
員
）
 

（
名
称
、
位
置
及
び

定
員
）
 

第
２
条
 
学
童
保
育
所
の
名
称
、
位
置
及
び
定

員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

名
称
 

位
置
 

定
員
 

江
差

町
な
か

よ
し

児
童

会
 

江
差

町
字
本

町
１
７
０
番
地
 

３
０
名
 

江
差

町
つ
ば

さ
児

童
会
 

江
差

町
字
南

浜
町
３
７
０
番
地
 

２
５
名
 

江
差

町
に
じ

い
ろ

児
童

会
 

江
差

町
字
水

堀
町
１
４
７
番
地
 

２
５
名
 

 

第
２
条
 
学
童
保
育
所
の
名
称
、
位
置
及
び
定
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

名
称
 

位
置
 

定
員
 

江
差
町
な
か
よ
し
児
童

会
 

江
差

町
字
本

町
１

７
０

番
地
 

３
０

名
 

江
差
町
つ
ば
さ
児
童
会
 

江
差

町
字
南

浜
町

３
７

０
番

地
 

２
５

名
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江差町介護保険条例の一部を改正する条例 

【改正の概要】 

令和６年度から令和８年度までを計画期間とする「第９期江差町高齢者福祉計画・第９

期江差町介護保険事業計画」が策定され、介護保険料が変更となったこと及び介護保険法

施行令の一部改正により、第１号保険料の標準段階、標準乗率及び公費軽減割合、基準所

得金額が変更になったことにより、改正が必要となったもの。 

 

【改正の内容】 

 １．令和６年度から令和８年度にかかる介護保険料及び保険料率 

  〇第９期介護保険料基準額 ⇒ （月額）７，２２０円 （年額）８６，６００円 

 ２．標準段階、標準乗率及び公費軽減割合、基準所得金額が変更 

  〇 第１段階～第３段階の基準に対する割合が変更。 

  ・第１段階：0.50（0.30）→ 0.455（0.285） 

  ・第２段階：0.75（0.50）→ 0.685（0.485） 

  ・第３段階：0.75（0.70）→ 0.690（0.685） 

  〇 合計所得 320 万円以上の方が対象となっていた第９段階が細分化され、第 10 段階 

   ～第 13 段階が増設。 

保険料段階 

対象 基準に 

対する 

割合 

R5 保険料 

（年額） 

R6 保険料 

（年額） 比較 

R6-R5 世帯の課

税 
本人の年金収入額と所得額 

基準月額 

7,230 円 

基準月額 

7,220 円 

第１段階 

非課税 

世帯 

老齢年金受給者・生活保護受給者及び

課税年金収入+合計所得金額が年間 80

万円以下 

0.455 

（0.285）

43,300 円 

（26,000 円） 

39,400 円 

（24,600 円）

-3,900 円 

（-1,400 円）

第２段階 
課税年金収入+合計所得金額が年間 120

万円以下 

0.685 

（0.485）

65,000 円 

（43,300 円） 

59,300 円 

（42,000 円）

-5,700 円 

（-1,300 円）

第３段階 
課税年金収入+合計所得金額が年間 120

万円超 

0.69 

（0.685）

65,000 円 

（60,700 円） 

59,700 円 

（59,300 円）

-5,300 円 

（-1,400 円）

第４段階 世帯に 

課税者あ

り 

課税年金収入+合計所得金額が年間 80

万円以下 
0.9 78,000 円 77,900 円 -100 円 

第５段階 
課税年金収入+合計所得金額が年間 80

万円超 
1.0 86,700 円 86,600 円 -100 円 

第６段階 

本人が 

課税者 

合計所得が 120 万円未満 1.20 104,100 円 103,900 円 -200 円 

第７段階 合計所得が120万円以上～210万円未満 1.30 112,700 円 112,600 円 -100 円 

第８段階 合計所得が210万円以上～320万円未満 1.50 130,100 円 129,900 円 -200 円 

第９段階 合計所得が320万円以上～420万円未満 1.70 147,400 円 147,200 円 -200 円 

第 10 段階 合計所得が420万円以上～520万円未満 1.90 ― 164,600 円 ― 

第 11 段階 合計所得が520万円以上～620万円未満 2.10 ― 181,900 円 ― 

第 12 段階 合計所得が620万円以上～720万円未満 2.30 ― 199,200 円 ― 

第 13 段階 合計所得が 720 万円以上～ 2.40 ― 207,900 円 ― 

 ※第１～第３段階の（ ）は公費軽減後の割合及び金額 
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３．施行年月日 

   この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

４．経過措置 

   改正後の介護保険料及び第１号保険料の標準段階、標準乗率及び公費軽減割合、基 

  準所得金額令和６年度分の保険料から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料につ 

  いては、なお従前の例による。 
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江
差
町
介
護
保
険
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
保

険
料
率

）
 

（
保
険
料
率
）
 

第
２

条
 
令

和
６

年
度

か
ら

令
和

８
年

度
ま

で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、

次
の

各
号
に

掲
げ

る
第

１
号

被
保

険
者

の
区

分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る

額
と
す

る
。

 

第
２
条
 
令
和
３
年
度
か
ら

令
和

５
年

度
ま

で
の

各
年

度
に

お
け

る
保

険
料

率
は

、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
第

１
号

被
保

険
者

の
区

分
に

応
じ

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る
額
と
す
る
。
 

（
１

）
 
介

護
保

険
法

施
行

令
（

平
成

１
０

年
政
令
第
４
１
２
号
。
以
下
「
令
」

と
い

う
。
）

第
３

８
条

第
１

項
第

１
号

に
掲
げ
る
者
 

３
９
，
４
０
０
円
 

（
１
）
 
介
護
保
険
法
施
行

令
（

平
成

１
０

年
政

令
第

４
１

２
号

。
以

下
「

令
」

と
い
う
。
）
第
３
８

条
第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

者
 

４
３

，
３

０
０

円
 

（
２

）
 
令

第
３

８
条

第
１

項
第

２
号

に
掲

げ
る
者
 

５
９
，
３
０
０
円
 

（
２
）
 
令
第
３
８
条
第
１

項
第

２
号

に
掲

げ
る

者
 

６
５

，
０

０
０

円
 

（
３

）
 
令

第
３

８
条

第
１

項
第

３
号

に
掲

げ
る
者
 

５
９
，
７
０
０
円
 

（
３
）
 
令
第
３
８
条
第
１

項
第

３
号

に
掲

げ
る

者
 

６
５

，
０

０
０

円
 

（
４

）
 
令

第
３

８
条

第
１

項
第

４
号

に
掲

げ
る
者
 

７
７
，
９
０
０
円
 

（
４
）
 
令
第
３
８
条
第
１

項
第

４
号

に
掲

げ
る

者
 

７
８

，
０

０
０

円
 

（
５

）
 
令

第
３

８
条

第
１

項
第

５
号

に
掲

げ
る
者
 

８
６
，
６
０
０
円
 

（
５
）
 
令
第
３
８
条
第
１

項
第

５
号

に
掲

げ
る

者
 

８
６

，
７

０
０

円
 

（
６

）
 
令

第
３

８
条

第
１

項
第

６
号

に
掲

げ
る
者
 

１
０
３
，
９
０
０
円
 

（
６
）
 
令
第
３
８
条
第
１

項
第

６
号

に
掲

げ
る

者
 

１
０

４
，

１
０

０
円
 

（
７

）
 
令

第
３

８
条

第
１

項
第

７
号

に
掲

げ
る
者
 

１
１
２
，
６
０
０
円
 

（
７
）
 
令
第
３
８
条
第
１

項
第

７
号

に
掲

げ
る

者
 

１
１

２
，

７
０

０
円
 

（
８

）
 
令

第
３

８
条

第
１

項
第

８
号

に
掲

げ
る
者
 

１
２
９
，
９
０
０
円
 

（
８
）
 
令
第
３
８
条
第
１

項
第

８
号

に
掲

げ
る

者
 

１
３

０
，

１
０

０
円
 

（
９

）
 
令

第
３

８
条

第
１

項
第

９
号

に
掲

げ
る
者
 

１
４
７
，
２
０
０
円
 

（
９
）
 
令
第
３
８
条
第
１

項
第

９
号

に
掲

げ
る

者
 

１
４

７
，

４
０

０
円
 

（
１

０
）
 
令
第

３
８

条
第

１
項

第
１

０
項
に
掲
げ
る
者
 

１
６
４
，
６
０
０
円
 

（
新
設
）
 

（
１

１
）
 
令
第

３
８

条
第

１
項

第
１

１
項
に
掲
げ
る
者
 

１
８
１
，
９
０
０
円
 

（
新
設
）
 

（
１

２
）
 
令
第

３
８

条
第

１
項

第
１

２
項
に
掲
げ
る
者
 

１
９
９
，
２
０
０
円
 

（
新
設
）
 

（
１

３
）
 
令
第

３
８

条
第

１
項

第
１

３
号
に
掲
げ
る
者
 

２
０
７
，
９
０
０
円
 

（
新
設
）
 

２
 

前
項
第

１
号

に
掲

げ
る

第
１

号
被

保
険

者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課
に

係
る

令
和
６

年
度

か
ら

令
和

８
年

度
ま

で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、
同

２
 

前
項
第
１
号
に
掲
げ
る

第
１

号
被

保
険

者
に

つ
い

て
の

保
険

料
の

減
額

賦
課

に

係
る
令
和
３
年
度
か
ら

令
和

５
年

度
ま

で
の

各
年

度
に

お
け

る
保

険
料

率
は

、
同
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江
差
町
介
護
保
険
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

号
の

規
定
に

か
か

わ
ら

ず
、

２
４

，
６

０
０

円
と
す
る
。
 

号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、

２
６

，
０

０
０

円
と

す
る

。
 

３
 

前
項
の

規
定

は
、

第
１

項
第

２
号

に
掲

げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保

険
料

の
減
額

賦
課

に
係

る
令

和
６

年
度

か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け

る
保

険
料
率

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
２
４
，
６

０
０

円
」
と

あ
る

の
は

、
「

４
２

，
０

０
０

円
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 

前
項
の
規
定
は
、
第
１

項
第

２
号

に
掲

げ
る

第
１

号
被

保
険

者
に

つ
い

て
の

保

険
料
の
減
額
賦
課
に
係

る
令

和
３

年
度

か
ら

令
和

５
年

度
ま

で
の

各
年

度
に

お
け

る
保
険
料
率
に
つ
い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

前
項

中
「

２
６

，
０

０
０
円
」
と
あ
る
の
は

、
「

４
３

，
３

０
０

円
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

 

４
 

第
２
項

の
規

定
は

、
第

１
項

第
３

号
に

掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の

保
険

料
の
減

額
賦

課
に

係
る

令
和

６
年

度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お

け
る

保
険
料

率
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
２
項
中
「
２

４
，

６
０
０

円
」

と
あ

る
の

は
、

「
５

９
，

３
０
０
円
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る

。
 

４
 

第
２
項
の
規
定
は
、
第

１
項

第
３

号
に

掲
げ

る
第

１
号

被
保

険
者

に
つ

い
て

の

保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係
る

令
和

３
年

度
か

ら
令

和
５

年
度

ま
で

の
各

年
度

に
お

け
る
保
険
料
率
に
つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

２
項

中
「

２

６
，
０
０
０
円
」
と
あ

る
の

は
、

「
６

０
，

７
０

０
円

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る
。
 

（
賦

課
期
日

後
に

お
い

て
第

１
号

被
保

険
者

の
資
格
取
得
、
喪
失
等
が
あ
つ
た
場

合
）
 

（
賦
課
期
日
後
に
お
い

て
第

１
号

被
保

険
者

の
資

格
取

得
、

喪
失

等
が

あ
つ

た
場

合
）
 

第
４

条
 
（

略
）

 
第
４
条
 
（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

３
 

保
険
料

の
賦

課
期

日
後

に
令

第
３

８
条

第
１
項
第
１
号
イ
（
同
号
に
規
定
す
る

老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
に
至
つ
た
者
及
び
(
1
)
に
係
る
者
を
除

く
。

）
、
ロ

若
し

く
は

ニ
、

第
２

号
ロ

、
第
３
号
ロ
、
第
４
号
ロ
、
第
５
号
ロ
、

第
６
号
ロ
、
第
７
号
ロ
、
 
 
第
８
号
ロ
、
第
９
号
ロ
、
第
１
０
号
ロ
、
第
１
１
号

ロ
又

は
第
１

２
号

ロ
に

該
当

す
る

に
至

つ
た

第
１
号
被
保
険
者
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
に

係
る

保
険

料
の

額
は
、
当
該
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
の
属

す
る

月
の
前

月
ま

で
月

割
り

に
よ

り
算

定
し

た
当
該
第
１
号
被
保
険
者
に
係
る
保

３
 

保
険
料
の
賦
課
期
日
後

に
令

第
３

８
条

第
１

項
第

１
号

イ
（

同
号

に
規

定
す

る

老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
に
至
つ
た
者
及
び
(
1
)
に
係
る
者
を
除

く
。
）
、
ロ
若
し
く
は

ニ
、

第
２

号
ロ

、
第

３
号

ロ
、

第
４

号
ロ

 
第

５
号

ロ
、

第
６
号
ロ
、
第
７
号
ロ
又
は
第
８
号
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
第
１
号
被
保
険
者
（
第
１
項
に
規
定

す
る
者
を
除
く
。
）
に

係
る

保
険

料
の

額
は

、
当

該
該

当
す

る
に

至
つ

た
日

の
属

す
る
月
の
前
月
ま
で
月

割
り

に
よ

り
算

定
し

た
当

該
 

 
 

被
保

険
者

に
係

る
保
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介
護
保
険
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

険
料

の
額
と

当
該

該
当

す
る

に
至

つ
た

日
の

属
す
る
月
か
ら
令
第
３
８
条
第
１
項

第
１

号
か
ら

第
１

２
号

ま
で

の
い

ず
れ

か
に

規
定
す
る
者
と
し
て
月
割
り
に
よ
り

算
定

し
た
保

険
料

の
額

の
合

算
額

と
す

る
。
 

険
料
の
額
と
当
該
該
当

す
る

に
至

つ
た

日
の

属
す

る
月

か
ら

令
第

３
８

条
第

１
項

第
１
号
か
ら
第
８
号
 
 
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
規
定
す
る
者
と
し
て
月
割
り
に
よ
り

算
定
し
た
保
険
料
の
額

の
合

算
額

と
す

る
。
 

４
 

（
略
）
 

４
 

（
略
）
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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の

施行に伴う関連条例の整備に関する条例 

 
１．改正理由 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省

令の施行に伴い関連する条例の一部改正を行う。 
 
２．改正する条例 

(１)江差町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条 

例（平成３０年条例第１５号） 

(２)江差町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域 
密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例（平成２５年条例第１３号） 
(３)江差町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等 

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例（平成２７年条例第５号） 

(４)江差町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等 

の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例（平成３０年条例第１１号） 

 

３．主な改正内容 

 (１)管理者の業務範囲の明確化 

 これまで、管理者の兼務については同一敷地内における他の事業所、施設等とされて

いたが、同一敷地内でなくても差し支えない旨を明確化するための改正。  

(２)身体的拘束等の適正化 

身体的拘束等の原則禁止や身体的拘束等を行う場合の記録に関することを規定するた

めの改正。 

(３)「書面提示」規制の見直し 

 事務所内での「書面提示」を求めている事業所の重要事項について、原則としてウェ

ブサイトに掲載することを義務付ける改正。 

(４)取扱件数及び利用定員の見直し 

ケアマネジャー一人当たりの取扱件数及び、各サービス事業者の利用定員を見直すた

めの改正。 

(５)フロッピーディスク等の記録媒体を指定する規制の見直し 

 新たな情報通信技術の導入・活用に円滑に対応するため、特定の媒体名を削り、抽象

的な規定に改めるための改正。 

 

４．施行年月日 
  令和６年４月１日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、令和７月４月１日から

施行する。 

（１） 第１条中江差町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する 

   基準を定める条例第３４条に１項を加える改定規定 

（２） 第２条中江差町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営 
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   並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の 

   方法に関する基準を定める条例第３２条に１項を加える改正規定 

（３） 第３条中江差町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要事項並びに指定介護 

   予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた 

   めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第２３条に１項を加える改正 

   規定 

 （４） 第４条中江差町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居 

    宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第２４条に１項を 

    加える改正規定 

 

５．身体的拘束等の適正化に係る経過措置 

  この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月３１日までの間に

おける第１条の規定による改正後の江差町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例（以下「新地域密着型サービス基準条例」という。）

第８４条第７号及び第１８７条第７号並びに第２条の規定による改正後の江差町指定

地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（以

下「新地域密着型介護予防サービス基準条例」という。）第５３条第３項の規定の適用

については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」

とする。 

 

６．利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置に係る経過措置 

  施行日から令和９年３月３１日までの間における新地域密着型サービス基準条例第９

７条の２（新地域密着型サービス基準条例第１１９条、第１３９条、第１６７条、第１

７９条及び第１９２条において準用する場合を含む。）及び新地域密着型介護予防サー

ビス基準条例第６３条の２（新地域密着型介護予防サービス基準条例第８６条において

準用する場合を含む。）の規定の適用については、地域密着型介護予防サービス基準条

例第６３条の２中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。 

 

７．協力医療機関との連携に関する経過措置 

  施行日から令和９年３月３１日までの間における新地域密着型サービス基準条例第１

６２条第１項（新地域密着型サービス基準条例第１７９条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、同項中「定めておかなければ」とあるのは、「定めて

おくよう努めなければ」とする。 
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差
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
定

期
巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

従
業
者
の
員
数
）
 

（
定
期
巡
回
・
随
時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

従
業

者
の

員
数

）
 

第
６

条
 
（

略
）

 
第
６
条
 
（
略
）
 

２
～

４
 
（

略
）

 
２
～
４
 
（
略
）
 

５
 

指
定
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看
護
事
業
所
の
同
一
敷
地
内
に
次
に

掲
げ

る
い
ず

れ
か

の
施

設
等

が
あ

る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
等
の
入
所
者
等

の
処

遇
に
支

障
が

な
い

と
き

は
、

前
項

本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
施
設

等
の

職
員
を

オ
ペ

レ
ー

タ
ー

と
し

て
充

て
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 

指
定
定
期
巡
回
・
随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
事

業
所

の
同

一
敷

地
内

に
次

に

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
施

設
等

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

当
該

施
設

等
の

入
所

者
等

の
処
遇
に
支
障
が
な
い

と
き

は
、

前
項

本
文

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

施
設

等
の
職
員
を
オ
ペ
レ
ー

タ
ー

と
し

て
充

て
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
１

）
～
（

４
）

 
（

略
）
 

（
１
）
～
（
４
）
 

（
略
）
 

（
５

）
 
指

定
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
事
業
所
（
第
１
０
１
条
第
１
項
に

規
定

す
る
指

定
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
第
４
７
条
第

４
項

第
５
号

、
第

６
４

条
第

１
項

、
第

６
５
条
第
１
項
、
第
７
４
条
第
６
項
、

第
７

５
条
第

３
項

及
び

第
７

６
条

に
お

い
て
同
じ
。
）
 

（
５
）
 
指
定
認
知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
事

業
所

（
第

１
０

１
条

第
１

項
に

規
定
す
る
指
定
認
知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
事

業
所

を
い

う
。

第
４

７
条

第

４
項
第
５
号
、
第
６
４
条
第
１
項
、
第
６
５
条
 
 
 
 
 
 
、
第
７
４
条
第
６
項
、

第
７
５
条
第
３
項
及
び

第
７

６
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
 

（
６

）
～
（

１
０

）
 
（
略

）
 

（
６
）
～
（
１
０
）
 

（
略

）
 

（
削

除
）
 

（
１
１
）
 

健
康
保
険
法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
１

８
年

法
律

第
８

３
号
）
附
則
第
１
３
０

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

な
お

そ
の

効
力

を
有

す

る
も
の
と
さ
れ
た
同
法

第
２

６
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

介
護

保
険

法
第

４

８
条
第
１
項
第
３
号
に

規
定

す
る

指
定

介
護

療
養

型
医

療
施

設
（

以
下

「
指

定

介
護
療
養
型
医
療
施
設

」
と

い
う

。
）
 

（
１

１
）
 
（
略

）
 

（
１
２
）
 

（
略
）
 

６
 

随
時
訪

問
サ

ー
ビ

ス
を

行
う

訪
問

介
護

員
等
は
、
専
ら
当
該
随
時
訪
問
サ
ー
ビ

ス
の

提
供
に

当
た

る
者

で
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
処
遇
に
支

６
 

随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を

行
う

訪
問

介
護

員
等

は
、

専
ら

当
該

随
時

訪
問

サ
ー

ビ

ス
の
提
供
に
当
た
る
者

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

利
用

者
の

処
遇

に
支
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表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

障
が

な
い
場

合
は

、
当

該
指

定
定

期
巡

回
・

随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所

の
定

期
巡
回

サ
ー

ビ
ス

又
は

同
一

敷
地

内
に

あ
る
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
若
し
く

は
指

定
夜
間

対
応

型
訪

問
介

護
事

業
所

の
職

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

障
が
な
い
場
合
は
、
当

該
指

定
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
事

業
所

の
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス

又
は

同
一

施
設

内
に

あ
る

指
定

訪
問

介
護

事
業

所
若

し
く

は
指
定
夜
間
対
応
型
訪

問
介

護
事

業
所

の
職

務
に

従
事

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

７
～

１
２
 

（
略

）
 

７
～
１
２
 

（
略
）
 

（
管

理
者
）
 

（
管
理
者
）
 

第
７

条
 
指

定
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
指
定
定
期
巡

回
・

随
時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

事
業

所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常

勤
の

管
理
者

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
管
理
者
は
、
指
定
定

期
巡

回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、

当
該

指
定
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介
護
看
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事

し
、
又
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と

が
で

き
る
も

の
と

す
る

。
 

第
７
条
 
指
定
定
期
巡
回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
事

業
者

は
、

指
定

定
期

巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護

看
護

事
業

所
ご

と
に

専
ら

そ
の

職
務

に
従

事
す

る
常

勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

当
該

管
理

者
は

、
指

定
定

期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

介
護

看
護

事
業

所
の

管
理

上
支

障
が

な
い

場
合

は
、

当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
事

業
所

の
他

の
職

務
に

従
事

し
、
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ

る
他

の
事

業
所

、
施

設
等

の
職

務
に

従
事

す
る

こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る

。
 

（
内

容
及
び

手
続

の
説

明
及

び
同

意
）
 

（
内
容
及
び
手
続
の
説

明
及

び
同

意
）
 

第
９

条
 
（

略
）

 
第
９
条
 
（
略
）
 

２
 

指
定
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看
護
事
業
者
は
、
利
用
申
込
者
又
は

そ
の

家
族
か

ら
の

申
出

が
あ

つ
た

場
合

に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付

に
代

え
て
、

第
５

項
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家

族
の

承
諾
を

得
て

、
当

該
文

書
に

記
す

べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用

す
る
方

法
そ

の
他

の
情

報
通

信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
次
に
掲

げ
る

も
の
（

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供

す
る

こ
と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て
、
当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応

２
 

指
定
定
期
巡
回
・
随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
事

業
者

は
、

利
用

申
込

者
又

は

そ
の
家
族
か
ら
の
申
出

が
あ

つ
た

場
合

に
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
文

書
の

交
付

に
代
え
て
、
第
５
項
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

利
用

申
込

者
又

は
そ

の
家

族
の
承
諾
を
得
て
、
当

該
文

書
に

記
す

べ
き

重
要

事
項

を
電

子
情

報
処

理
組

織
を

使
用
す
る
方
法
そ
の
他

の
情

報
通

信
の

技
術

を
利

用
す

る
方

法
で

あ
つ

て
次

に
掲

げ
る
も
の
（
以
下
こ
の

条
に

お
い

て
「

電
磁

的
方

法
」

と
い

う
。

）
に

よ
り

提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
指

定
定

期
巡

回
・

随
時

対
応
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改
正

後
 

改
正

前
 

型
訪

問
介
護

看
護

事
業

者
は

、
当

該
文

書
を

交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

型
訪
問
介
護
看
護
事
業

者
は

、
当

該
文

書
を

交
付

し
た

も
の

と
み

な
す

。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

（
２

）
 
電

磁
的

記
録

媒
体

（
電

磁
的

記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
人

の
知
覚

に
よ

つ
て

は
認

識
す

る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ

つ
て
、

電
子

計
算

機
に

よ
る

情
報

処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

第
１

９
３
条

第
１

項
に

お
い

て
同

じ
）

に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
を
も
つ

て
調

製
す
る

フ
ァ

イ
ル

に
前

項
に

規
定

す
る
重
要
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交

付
す

る
方
法
 

（
２
）
 
磁
気
デ
ィ
ス

ク
、

シ
ー

・
デ

ィ
ー

・
ロ

ム
そ

の
他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
方

法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
を
も
つ

て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
前

項
に

規
定

す
る

重
要

事
項

を
記

録
し

た
も

の
を

交

付
す
る
方
法
 

３
～

６
 
（

略
）

 
３
～
６
 
（
略
）
 

（
指

定
定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）
 

（
指
定
定
期
巡
回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

の
具

体
的

取
扱

方
針

）
 

第
２

４
条
 

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護
看
護
従
業
者
の
行
う
指
定
定
期
巡

回
・

随
時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

の
方

針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

と
す

る
。
 

第
２
４
条
 

定
期
巡
回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

従
業

者
の

行
う

指
定

定
期

巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問

介
護

看
護

の
方

針
は

、
次

に
掲

げ
る

と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
す
る
。
 

（
１

）
～
（

７
）

 
（

略
）
 

（
１
）
～
（
７
）
 

（
略
）
 

（
８

）
 
指

定
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介
護
看
護
の
提
供
に
当
た
つ
て

は
、

当
該
利

用
者

又
は

他
の

利
用

者
等

の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊

急
や

む
を
得

な
い

場
合

を
除

き
、

身
体

的
拘
束
そ
の
他
利
用
者
の
行
動
を
制
限

す
る

行
為
（

以
下

「
身

体
的

拘
束

等
」

と
い
う
。
）
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

（
９

）
 
前

号
の

身
体

的
拘

束
等

を
行

う
場

合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ

の
際

の
利
用

者
の

心
身

の
状

況
並

び
に

緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

（
新
設
）
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新
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改
正

後
 

改
正

前
 

（
１

０
）
 
（
略

）
 

（
８
）
 
（
略
）
 

（
１

１
）
 
（
略

）
 

（
９
）
 
（
略
）
 

（
掲

示
）
 

（
掲
示
）
 

第
３

４
条
 

指
定

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
指
定
定
期

巡
回

・
随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
事

業
所
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営
規
程
の

概
要

、
定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護
看
護
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他

の
利

用
申
込

者
の

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
（
以
下

こ
の

条
に
お

い
て

単
に

「
重

要
事

項
」

と
い

う
。
）
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
３
４
条
 

指
定
定
期
巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

事
業

者
は

、
指

定
定

期

巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

護
看

護
事

業
所

の
見

や
す

い
場

所
に

、
運

営
規

程
の

概
要
、
定
期
巡
回
・
随
時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

従
業

者
の

勤
務

の
体

制
そ

の
他

の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

２
 
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重
要

事
項
を

記
載

し
た

書
面

を
当

該
指

定
定

期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

護
事

業
所
に

備
え

付
け

、
か

つ
、

こ
れ

を
い

つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ

る
こ

と
に
よ

り
、

前
項

の
規

定
に

よ
る

掲
示

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 

指
定
定
期
巡
回
・
随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
事

業
者

は
、

前
項

に
規

定
す

る

重
要
事
項
を
記
載
し
た

書
面

を
当

該
指

定
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
事
業
所
に
備
え
付
け

、
か

つ
、

こ
れ

を
い

つ
で

も
関

係
者

に
自

由
に

閲
覧

さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
同
項

の
規

定
に

よ
る

掲
示

に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

３
 

指
定
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看
護
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
重

要
事

項
を
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
に

掲
載

し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記
録
の
整
備
）
 

第
４

２
条
 

（
略

）
 

第
４
２
条
 

（
略
）
 

２
 

指
定
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る

指
定

定
期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看
護
の
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記

録
を

整
備
し

、
そ

の
完

結
の

日
か

ら
２

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

指
定
定
期
巡
回
・
随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
事

業
者

は
、

利
用

者
に

対
す

る

指
定
定
期
巡
回
・
随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
の

提
供

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
記

録
を
整
備
し
、
そ
の
完

結
の

日
か

ら
２

年
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

- 39 -



江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
２

）
 
第

２
０

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内

容
等

の
記
録
 

（
２
）
 
第
２
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内

容
等
の
記
録
 

（
３

）
・
（

４
）

 
（

略
）
 

（
３
）
・
（
４
）
 

（
略
）
 

（
５

）
 
第

２
４

条
第

９
号

の
規

定
に

よ
る

身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、

そ
の

際
の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

並
び

に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
載
 

（
新
設
）
 

（
６

）
 
第

２
８

条
の

規
定

に
よ

る
町

へ
の

通
知
に
係
る
記
録
 

（
５
）
 
第
２
８
条
に
規
定
す
る
 
 
町
へ
の
通
知
に
係
る
記
録
 

（
７

）
 
第

３
８

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

苦
情
の
内
容
等
の
記
録
 

（
６
）
 
第
３
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
苦
情
の
内
容
等
の
記
録
 

（
８

）
 
第

４
０

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採

つ
た

処
置
に

つ
い

て
の

記
録
 

（
７
）
 
第
４
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採

つ
た
処
置
に
つ
い
て
の

記
録
 

（
訪

問
介
護

員
等

の
員

数
）
 

（
訪
問
介
護
員
等
の
員

数
）
 

第
４

７
条
 

（
略

）
 

第
４
７
条
 

（
略
）
 

２
・

３
 
（

略
）

 
２
・
３
 
（
略
）
 

４
 

指
定
夜

間
対

応
型

訪
問

介
護

事
業

所
の

同
一
敷
地
内
に
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
施

設
等
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
施
設
等
の
入
所
者
等
の
処
遇
に
支
障
が

な
い

と
き
は

、
前

項
本

文
の

規
定

に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
施
設
等
の
職
員
を
オ
ペ

レ
ー

タ
ー
と

し
て

充
て

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

４
 

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問

介
護

事
業

所
の

同
一

敷
地

内
に

次
に

掲
げ

る
い

ず
れ

か

の
施
設
等
が
あ
る
場
合

に
お

い
て

、
当

該
施

設
等

の
入

所
者

等
の

処
遇

に
支

障
が

な
い
と
き
は
、
前
項
本

文
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
施

設
等

の
職

員
を

オ
ペ

レ
ー
タ
ー
と
し
て
充
て

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

（
１

）
～
（

１
０

）
 
（
略

）
 

（
１
）
～
（
１
０
）
 

（
略

）
 

（
削

除
）
 

（
１
１
）
 

指
定
介
護
療
養

型
医

療
施

設
 

（
１

１
）
 
（
略

）
 

（
１
２
）
 

（
略
）
 

５
～

７
 
（

略
）

 
５
～
７
 
（
略
）
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
管

理
者
）
 

（
管
理
者
）
 

第
４

８
条
 

指
定

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護
事

業
者
は
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

事
業

所
ご
と

に
専

ら
そ

の
職

務
に

従
事

す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

、
当

該
管

理
者

は
、

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
管

理
上

支
障
が

な
い

場
合

は
、

当
該

指
定

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
他
の
職

務
又
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
他
の
事
業
所
、
施
設
等
（
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介

護
事

業
者
が

、
指

定
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
の
指
定
を

併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
当
該
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 他

の
事
業
所
、
施
設
等
と
一
体
的
に

運
営

し
て
い

る
場

合
に

限
る

。
）

の
職

務
に

従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

し
、

日
中
の

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ

ン
セ

ン
タ

ー
サ

ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
場
合
で
あ
つ

て
、

指
定
訪

問
介

護
事

業
者

（
指

定
居

宅
サ

ー
ビ
ス
等
基
準
第
５
条
第
１
項
に
規

定
す

る
指
定

訪
問

介
護

事
業

者
を

い
う

。
）

の
指
定
を
併
せ
て
受
け
て
、
一
体
的

に
運

営
す
る

と
き

は
、

指
定

訪
問

介
護

事
業

所
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き

る
も

の
と
す

る
。

 

第
４
８
条
 

指
定
夜
間
対
応

型
訪

問
介

護
事

業
者

は
、

指
定

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護

事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職

務
に

従
事

す
る

常
勤

の
管

理
者

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
管

理
者

は
、

指
定

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護
事

業
所

の
管

理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、

当
該

指
定

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護
事

業
所

の
他

の
職

務
又
は
同
一
敷
地
内
の
他
の

事
業

所
、

施
設

等
（

当
該

指
定

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護
事
業
者
が
、
指
定
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
事

業
者

の
指

定
を

併
せ
て
受
け
、
か
つ
、

当
該

同
一

敷
地

内
の

他
の

事
業

所
、

施
設

等
と

一
体

的
に

運
営
し
て
い
る
場
合
に

限
る

。
）

の
職

務
に

従
事

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と

し
、
日
中
の
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ

ン
セ

ン
タ

ー
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

す
る

場
合

で
あ

つ

て
、
指
定
訪
問
介
護
事

業
者

（
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

基
準

第
５

条
第

１
項

に
規

定
す
る
指
定
訪
問
介
護

事
業

者
を

い
う

。
）

の
指

定
を

併
せ

て
受

け
て

、
一

体
的

に
運
営
す
る
と
き
は
、

指
定

訪
問

介
護

事
業

所
の

職
務

に
従

事
す

る
こ

と
が

で
き

る
も
の
と
す
る
。
 

（
指

定
夜
間

対
応

型
訪

問
介

護
の

具
体

的
取

扱
方
針
）
 

（
指
定
夜
間
対
応
型
訪

問
介

護
の

具
体

的
取

扱
方

針
）
 

第
５

１
条
 

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護
従

業
者

の
行
う
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の

方
針

は
、
次

に
掲

げ
る

と
こ

ろ
に

よ
る

も
の
と
す
る
。
 

第
５
１
条
 

夜
間
対
応
型
訪

問
介

護
従

業
者

の
行

う
指

定
夜

間
対

応
型

訪
問

介
護

の

方
針
は
、
次
に
掲
げ
る

と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
す

る
。
 

（
１

）
～
（

４
）

 
（

略
）
 

（
１
）
～
（
４
）
 

（
略
）
 

（
５

）
 
指

定
夜

間
対

応
型

訪
問

介
護

の
提

供
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
利
用
者
又

は
他

の
利
用

者
等

の
生

命
又

は
身

体
を

保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場

合
を

除
き
、

身
体

的
拘

束
等

を
行

つ
て

は
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
６

）
 
前

号
の

身
体

的
拘

束
等

を
行

う
場

合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ

の
際

の
利
用

者
の

心
身

の
状

況
並

び
に

緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

（
新
設
）
 

（
７

）
 
（

略
）

 
（
５
）
 
（
略
）
 

（
８

）
 
（

略
）

 
（
６
）
 
（
略
）
 

（
９

）
 
（

略
）

 
（
７
）
 
（
略
）
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記
録
の
整
備
）
 

第
５

８
条
 

（
略

）
 

第
５
８
条
 

（
略
）
 

２
 

指
定
夜

間
対

応
型

訪
問

介
護

事
業

者
は

、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
夜
間
対
応
型

訪
問

介
護
の

提
供

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら

２
年

間
保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

２
 

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問

介
護

事
業

者
は

、
利

用
者

に
対

す
る

指
定

夜
間

対
応

型

訪
問
介
護
の
提
供
に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
記

録
を

整
備

し
、

そ
の

完
結

の
日

か
ら

２
年
間
保
存
し
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

（
２

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
０

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た

具
体

的
な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

等
の

記
録
 

（
２
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
提
供
し
た

具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の

内
容

等
の

記
録
 

（
３

）
 
第

５
１

条
第

６
号

の
規

定
に

よ
る

身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、

そ
の

際
の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

並
び

に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録
 

（
新
設
）
 

（
４

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
８

条
の
規
定
に
よ
る
町
へ
の
通
知
に
係

る
記

録
 

（
３
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
８
条
に
規
定
す
る
 
 
町
へ
の
通
知
に
係

る
記
録
 

（
５

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

３
８

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内

容
等

の
記
録
 

（
４
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
３
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
苦
情
の
内

容
等
の
記
録
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
６

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

４
０

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状

況
及

び
事
故

に
際

し
て

採
つ

た
処

置
に

つ
い
て
の
記
録
 

（
５
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
事
故
の
状

況
及
び
事
故
に
際
し
て

採
つ

た
処

置
に

つ
い

て
の

記
録
 

（
管

理
者
）
 

（
管
理
者
）
 

第
５

９
条
の

４
 
指

定
地
域

密
着

型
通

所
介

護
事
業
者
は
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所

介
護

事
業
所

ご
と

に
専

ら
そ

の
職

務
に

従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
た

だ
し

、
当

該
管

理
者

は
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所

の
管

理
上
支

障
が

な
い

場
合

は
、

当
該

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他

の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に

従
事

す
る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

第
５
９
条
の
４
 

指
定
地
域

密
着

型
通

所
介

護
事

業
者

は
、

指
定

地
域

密
着

型
通

所

介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ

の
職

務
に

従
事

す
る

常
勤

の
管

理
者

を
置

か
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
管

理
者

は
、

指
定

地
域

密
着

型
通

所
介

護
事

業
所

の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合

は
、

当
該

指
定

地
域

密
着

型
通

所
介

護
事

業
所

の
他

の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同

一
敷

地
内

に
あ

る
他

の
事

業
所

、
施

設
等

の
職

務
に

従
事
す
る
こ
と
が
で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

（
指

定
地
域

密
着

型
通

所
介

護
の

具
体

的
取

扱
方
針
）
 

（
指
定
地
域
密
着
型
通

所
介

護
の

具
体

的
取

扱
方

針
）
 

第
５

９
条
の

９
 
指

定
地
域

密
着

型
通

所
介

護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

よ
る

も
の
と

す
る

。
 

第
５
９
条
の
９
 

指
定
地
域

密
着

型
通

所
介

護
の

方
針

は
、

次
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に

よ
る
も
の
と
す
る
。
 

（
１

）
～
（

４
）

 
（

略
）
 

（
１
）
～
（
４
）
 

（
略
）
 

（
５

）
 
指

定
地

域
密

着
型

通
所

介
護

の
提

供
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
利
用
者
又

は
他

の
利
用

者
等

の
生

命
又

は
身

体
を

保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場

合
を

除
き
、

身
体

的
拘

束
等

を
行

つ
て

は
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

（
６

）
 
前

号
の

身
体

的
拘

束
等

を
行

う
場

合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ

の
際

の
利
用

者
の

心
身

の
状

況
並

び
に

緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

（
新
設
）
 

（
７

）
 
（

略
）

 
（
５
）
 
（
略
）
 

（
８

）
 
（

略
）

 
（
６
）
 
（
略
）
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事
業
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び
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を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記
録
の
整
備
）
 

第
５

９
条
の

１
９

 
（

略
）
 

第
５
９
条
の
１
９
 

（
略
）
 

２
 

指
定
地

域
密

着
型

通
所

介
護

事
業

者
は

、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
地
域
密
着
型

通
所

介
護
の

提
供

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら

２
年

間
保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

２
 

指
定
地
域
密
着
型
通
所

介
護

事
業

者
は

、
利

用
者

に
対

す
る

指
定

地
域

密
着

型

通
所
介
護
の
提
供
に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
記

録
を

整
備

し
、

そ
の

完
結

の
日

か
ら

２
年
間
保
存
し
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

（
２

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
０

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た

具
体

的
な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

等
の

記
録
 

（
２
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
提
供
し
た

具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の

内
容

等
の

記
録
 

（
３

）
 
第

５
９

条
の

９
第

６
号

の
規

定
に

よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時

間
、

そ
の
際

の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記

録
 

（
新
設
）
 

（
４

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
８

条
の
規
定
に
よ
る
町
へ
の
通
知
に
係

る
記

録
 

（
３
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
８
条
に
規
定
す
る
 
 
町
へ
の
通
知
に
係

る
記
録
 

（
５

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

３
８

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内

容
等

の
記
録
 

（
４
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
３
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
苦
情
の
内

容
等
の
記
録
 

（
６

）
 
前

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

事
故

の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
つ
た

処
置

に
つ
い

て
の

記
録
 

（
５
）
 
前
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
つ
た

処
置
に
つ
い
て
の
記
録
 

（
７

）
 
（

略
）

 
（
６
）
 
（
略
）
 

（
準

用
）
 

（
準
用
）
 

第
５

９
条
の

２
０

の
３

 
第

９
条

か
ら

第
１

３
条
ま
で
、
第
１
５
条
か
ら
第
１
８
条

ま
で

、
第
２

０
条

、
第

２
２

条
、

第
２

８
条
、
第
３
２
条
の
２
、
第
３
４
条
か
ら

第
５
９
条
の
２
０
の
３
 
第

９
条

か
ら

第
１

３
条

ま
で

、
第

１
５

条
か

ら
第

１
８

条

ま
で
、
第
２
０
条
、
第

２
２

条
、

第
２

８
条

、
第

３
２

条
の

２
、

第
３

４
条

か
ら
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表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
３

８
条
ま

で
、

第
４

０
条

の
２

、
第

４
１

条
、
第
５
３
条
、
第
５
９
条
の
２
、

第
５

９
条
の

４
及

び
第

５
９

条
の

５
第

４
項

並
び
に
前
節
（
第
５
９
条
の
２
０
を

除
く

。
）
の

規
定

は
、

共
生

型
地

域
密

着
型

通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

こ
の
場

合
に

お
い

て
、

第
９

条
第

１
項

中
「
第
３
１
条
に
規
定
す
る
運
営
規

程
」

と
あ
る

の
は

「
運

営
規

程
（

第
５

９
条

の
１
２
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関

す
る

規
程
を

い
う

。
第

３
４

条
第

１
項

に
お

い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
定
期
巡

回
・

随
時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

従
業

者
」

と
あ
る
の
は
「
共
生
型
地
域
密
着
型

通
所

介
護
の

提
供

に
当

た
る

従
業

者
（

以
下

「
共
生
型
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従

業
者

」
と
い

う
。

）
」

と
、

第
３

２
条

の
２

第
２
項
、
第
３
４
条
第
１
項
並
び
に

第
４

０
条
の

２
第

１
号

及
び

第
３

号
中

「
定

期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

護
従

業
者
」

と
あ

る
の

は
「

共
生

型
地

域
密

着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
５

９
条

の
５
第

４
項

中
「

前
項

た
だ

し
書

の
場

合
に
お
い
て
、
指
定
地
域
密
着
型
通

所
介

護
事
業

者
が

第
１

項
に

掲
げ

る
設

備
を

利
用
し
、
夜
間
及
び
深
夜
に
指
定
地

域
密

着
型
通

所
介

護
以

外
の

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
共
生

型
地

域
密
着

型
通

所
介

護
事

業
者

が
共

生
型

地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
の
設

備
を

利
用
し

、
夜

間
及

び
深

夜
に

共
生

型
地

域
密
着
型
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ

ス
を

提
供
す

る
場

合
」

と
、

第
５

９
条

の
９

第
４
号
、
第
５
９
条
の
１
０
第
５

項
、

第
５
９

条
の

１
３

第
３

項
及

び
第

４
項

並
び
に
第
５
９
条
の
１
６
第
２
項
第

１
号

及
び
第

３
号

中
「

地
域

密
着

型
通

所
介

護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型

地
域

密
着
型

通
所

介
護

従
業

者
」

と
、

第
５

９
条
の
１
９
第
２
項
第
２
号
中
「
次

条
に

お
い
て

準
用

す
る

第
２

０
条

第
２

項
」

と
あ
る
の
は
「
第
２
０
条
第
２
項
」

と
、

同
項
第

４
号

中
「

次
条

に
お

い
て

準
用

す
る
第
２
８
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

第
３
８
条
ま
で
、
第
４

０
条

の
２

、
第

４
１

条
、

第
５

３
条

、
第

５
９

条
の

２
、

第
５
９
条
の
４
及
び
第

５
９

条
の

５
第

４
項

並
び

に
前

節
（

第
５

９
条

の
２

０
を

除
く
。
）
の
規
定
は
、

共
生

型
地

域
密

着
型

通
所

介
護

の
事

業
に

つ
い

て
準

用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、

第
９

条
第

１
項

中
「

第
３

１
条

に
規

定
す

る
運

営
規

程
」
と
あ
る
の
は
「
運

営
規

程
（

第
５

９
条

の
１

２
に

規
定

す
る

重
要

事
項

に
関

す
る
規
程
を
い
う
。
第

３
４

条
第

１
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

」
と

、
「

定
期

巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問

介
護

看
護

従
業

者
」

と
あ

る
の

は
「

共
生

型
地

域
密

着
型

通
所
介
護
の
提
供
に
当

た
る

従
業

者
（

以
下

「
共

生
型

地
域

密
着

型
通

所
介

護
従

業
者
」
と
い
う
。
）
」

と
、

第
３

２
条

の
２

第
２

項
、

第
３

４
条

第
１

項
並

び
に

第
４
０
条
の
２
第
１
号

及
び

第
３

号
中

「
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
従
業
者
」
と
あ
る
の

は
「

共
生

型
地

域
密

着
型

通
所

介
護

従
業

者
」

と
、

第
５

９
条
の
５
第
４
項
中
「

前
項

た
だ

し
書

の
場

合
に

お
い

て
、

指
定

地
域

密
着

型
通

所
介
護
事
業
者
が
第
１

項
に

掲
げ

る
設

備
を

利
用

し
、

夜
間

及
び

深
夜

に
指

定
地

域
密
着
型
通
所
介
護
以

外
の

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
と

き
」

と
あ

る
の

は
「

共
生

型
地
域
密
着
型
通
所
介

護
事

業
者

が
共

生
型

地
域

密
着

型
通

所
介

護
事

業
所

の
設

備
を
利
用
し
、
夜
間
及

び
深

夜
に

共
生

型
地

域
密

着
型

通
所

介
護

以
外

の
サ

ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
場
合
」

と
、

第
５

９
条

の
９

第
４

号
、

第
５

９
条

の
１

０
第

５

項
、
第
５
９
条
の
１
３

第
３

項
及

び
第

４
項

並
び

に
第

５
９

条
の

１
６

第
２

項
第

１
号
及
び
第
３
号
中
「

地
域

密
着

型
通

所
介

護
従

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
共

生
型

地
域
密
着
型
通
所
介
護

従
業

者
」

と
、

第
５

９
条

の
１

９
第

２
項

第
２

号
中

「
次

条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
２

０
条

第
２

項
」

と
あ

る
の

は
「

第
２

０
条

第
２

項
」

と
、
同
項
第
３
号
中
「

次
条

に
お

い
て

準
用

す
る

第
２

８
条

」
と

あ
る

の
は

「
第
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改
正

後
 

改
正

前
 

２
８

条
」
と

、
同

項
第

５
号

中
「

次
条

に
お

い
て
準
用
す
る
第
３
８
条
第
２
項
」

と
あ

る
の
は

「
第

３
８

条
第

２
項

」
と

読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

２
８
条
」
と
、
同
項
第

４
号

中
「

次
条

に
お

い
て

準
用

す
る

第
３

８
条

第
２

項
」

と
あ
る
の
は
「
第
３
８

条
第

２
項

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

（
指

定
居
宅

介
護

支
援

事
業

者
等

と
の

連
携

）
 

（
指
定
居
宅
介
護
支
援

事
業

者
等

と
の

連
携

）
 

第
５

９
条
の

２
９

 
（

略
）
 

第
５
９
条
の
２
９
 

（
略
）
 

２
 

指
定
療

養
通

所
介

護
事

業
者

は
、

利
用

者
に
対
す
る
指
定
療
養
通
所
介
護
の
提

供
の

適
否
に

つ
い

て
、

主
治

の
医

師
を

含
め
た
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
に
お
い
て

検
討

す
る
た

め
、

当
該

利
用

者
に

係
る

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
対
し
て
必

要
な

情
報
を

提
供

す
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

指
定
療
養
通
所
介
護
事

業
者

は
、

利
用

者
に

対
す

る
指

定
療

養
通

所
介

護
の

提

供
の
適
否
に
つ
い
て
、
主
治

の
医

師
を

含
め

た
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

に
お

い
て

検
討
す
る
た
め
、
当
該
利
用
者
に
係
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
 
 
に
対
し
て
必

要
な
情
報
を
提
供
す
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

３
・

４
 
（

略
）

 
３
・
４
 
（
略
）
 

（
指

定
療
養

通
所

介
護

の
具

体
的

取
扱

方
針

）
 

（
指
定
療
養
通
所
介
護

の
具

体
的

取
扱

方
針

）
 

第
５

９
条
の

３
０

 
指

定
療

養
通

所
介

護
の

方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る

も
の

と
す
る

。
 

第
５
９
条
の
３
０
 

指
定
療

養
通

所
介

護
の

方
針

は
、

次
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ

る

も
の
と
す
る
。
 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 

（
略
）
 

（
３

）
 
指

定
療

養
通

所
介

護
の

提
供

に
当

た
つ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
そ
の

他
利

用
者
等

の
生

命
又

は
身

体
を

保
護

す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を

除
き

、
身
体

的
拘

束
等

を
行

つ
て

は
な

ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

（
４

）
 
前

号
の

身
体

的
拘

束
等

を
行

う
場

合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ

の
際

の
利
用

者
の

心
身

の
状

況
並

び
に

緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

（
新
設
）
 

（
５

）
 
（

略
）

 
（
３
）
 
（
略
）
 

（
６

）
 
（

略
）

 
（
４
）
 
（
略
）
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指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
７

）
 
（

略
）

 
（
５
）
 
（
略
）
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記
録
の
整
備
）
 

第
５

９
条
の

３
７

 
（

略
）
 

第
５
９
条
の
３
７
 

（
略
）
 

２
 

指
定
療

養
通

所
介

護
事

業
者

は
、

利
用

者
に
対
す
る
指
定
療
養
通
所
介
護
の
提

供
に

関
す
る

次
に

掲
げ

る
記

録
を

整
備

し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
２
年
間
保
存
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

２
 

指
定
療
養
通
所
介
護
事

業
者

は
、

利
用

者
に

対
す

る
指

定
療

養
通

所
介

護
の

提

供
に
関
す
る
次
に
掲
げ

る
記

録
を

整
備

し
、

そ
の

完
結

の
日

か
ら

２
年

間
保

存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 

（
略
）
 

（
３

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
０

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た

具
体

的
な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

等
の

記
録
 

（
３
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
提
供
し
た

具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の

内
容

等
の

記
録
 

（
４

）
 
第

５
９

条
の

３
０

第
４

号
の

規
定

に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び

時
間

、
そ
の

際
の

利
用

者
の

心
身

の
状

況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の

記
録
 

（
新
設
）
 

（
５

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
８

条
の
規
定
に
よ
る
町
へ
の
通
知
に
係

る
記

録
 

（
４
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
８
条
に
規
定
す
る
 
 
町
へ
の
通
知
に
係

る
記
録
 

（
６

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

３
８

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内

容
等

の
記
録
 

（
５
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
３
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
苦
情
の
内

容
等
の
記
録
 

（
７

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

５
９

条
の
１
８
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事

故
の

状
況
及

び
事

故
に

際
し

て
採

つ
た

処
置
に
つ
い
て
の
記
録
 

（
６
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
５
９
条
の
１
８
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
事

故
の
状
況
及
び
事
故
に

際
し

て
採

つ
た

処
置

に
つ

い
て

の
記

録
 

（
８

）
 
（

略
）

 
（
７
）
 
（
略
）
 

（
管

理
者
）
 

（
管
理
者
）
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町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
６

２
条
 

単
独

型
・

併
設

型
指

定
認

知
症

対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
単
独

型
・

併
設
型

指
定

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従

事
す

る
常
勤

の
管

理
者

を
置

か
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
管
理
者

は
、

単
独
型

・
併

設
型

指
定

認
知

症
対

応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が

な
い

場
合
は

、
当

該
単

独
型

・
併

設
型

指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の

他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務

に
従

事
す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。
 

第
６
２
条
 

単
独
型
・
併
設

型
指

定
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
事

業
者

は
、

単
独

型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対

応
型

通
所

介
護

事
業

所
ご

と
に

専
ら

そ
の

職
務

に
従

事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

当
該

管
理

者

は
、
単
独
型
・
併
設
型
指
定

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

事
業

所
の

管
理

上
支

障
が

な
い
場
合
は
、
当
該
単
独
型

・
併

設
型

指
定

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

事
業

所
の

他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は

同
一

敷
地

内
に

あ
る

他
の

事
業

所
、

施
設

等
の

職
務

に
従
事
す
る
こ
と
が
で

き
る

も
の

と
す

る
。
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

（
従

業
者
の

員
数

）
 

（
従
業
者
の
員
数
）
 

第
６

４
条
 

指
定

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護
事
業
所
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防

認
知

症
対
応

型
共

同
生

活
介

護
事

業
所

（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

基
準

条
例
第

７
１

条
第

１
項

に
規

定
す

る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生

活
介

護
事
業

所
を

い
う

。
次

条
に

お
い

て
同
じ
。
）
の
居
間
若
し
く
は
食
堂
又
は

指
定

地
域
密

着
型

特
定

施
設

若
し

く
は

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の

食
堂

若
し
く

は
共

同
生

活
室

に
お

い
て

、
こ
れ
ら
の
事
業
所
又
は
施
設
（
第
６
６

条
第

１
項
に

お
い

て
「

本
体

事
業

所
等

」
と
い
う
。
）
の
利
用
者
、
入
居
者
又
は

入
所

者
と
と

も
に

行
う

指
定

認
知

症
対

応
型
通
所
介
護
（
以
下
「
共
用
型
指
定
認

知
症

対
応
型

通
所

介
護

」
と

い
う

。
）

の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
共
用
型
指
定

認
知

症
対
応

型
通

所
介

護
事

業
者

」
と

い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所

（
以

下
「
共

用
型

指
定

認
知

症
対

応
型

通
所
介
護
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く

べ
き

従
業
者

の
員

数
は

、
当

該
利

用
者

、
当
該
入
居
者
又
は
当
該
入
所
者
の
数
と

当
該

共
用
型

指
定

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護
の
利
用
者
（
当
該
共
用
型
指
定
認
知

第
６
４
条
 

指
定
認
知
症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

事
業

所
若

し
く

は
指

定
介

護
予

防

認
知
症
対
応
型
共
同
生

活
介

護
事

業
所

（
指

定
地

域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

基
準
条
例
第
７
１
条
第

１
項

に
規

定
す

る
指

定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介
護
事
業
所
を
い
う

。
次

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

居
間

若
し

く
は

食
堂

又
は

指
定
地
域
密
着
型
特
定

施
設

若
し

く
は

指
定

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
の

食
堂
若
し
く
は
共
同
生

活
室

に
お

い
て

、
こ

れ
ら

の
事

業
所

又
は

施
設

（
第

６
６

条
第
１
項
に
お
い
て
「

本
体

事
業

所
等

」
と

い
う

。
）

の
利

用
者

、
入

居
者

又
は

入
所
者
と
と
も
に
行
う

指
定

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

（
以

下
「

共
用

型
指

定
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護

」
と

い
う

。
）

の
事

業
を

行
う

者
（

以
下

「
共

用
型

指
定

認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
事

業
者

」
と

い
う

。
）

が
当

該
事

業
を

行
う

事
業

所

（
以
下
「
共
用
型
指
定

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

事
業

所
」

と
い

う
。

）
に

置
く

べ
き
従
業
者
の
員
数
は

、
当

該
利

用
者

、
当

該
入

居
者

又
は

当
該

入
所

者
の

数
と

当
該
共
用
型
指
定
認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

の
利

用
者

（
当

該
共

用
型

指
定

認
知
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

症
対

応
型
通

所
介

護
事

業
者

が
共

用
型

指
定

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

事
業

者
（
指

定
地

域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス
基
準
条
例
第
８
条
第
１
項
に
規

定
す

る
共
用

型
指

定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
通
所
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下

同
じ

。
）
の

指
定

を
併

せ
て

受
け

、
か

つ
、

共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
の

事
業
と

共
用

型
指

定
介

護
予

防
認

知
症

対
応
型
通
所
介
護
（
同
項
に
規
定
す

る
共

用
型
指

定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
通

所
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

事
業

と
が
同

一
の

事
業

所
に

お
い

て
一

体
的

に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、

当
該
事

業
所

に
お

け
る

共
用

型
指

定
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護
又
は
共
用
型

指
定

介
護
予

防
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
の

利
用
者
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
数

を
合
計

し
た

数
に

つ
い

て
、

第
１

０
１

条
、
第
１
２
１
条
若
し
く
は
第
１
４

１
条

又
は
指

定
地

域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス
基
準
条
例
第
７
１
条
に
規
定
す

る
従

業
者
の

員
数

を
満

た
す

た
め

に
必

要
な

数
以
上
と
す
る
。
 

症
対
応
型
通
所
介
護
事

業
者

が
共

用
型

指
定

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

事
業
者
（
指
定
地
域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

基
準

条
例

第
８

条
第

１
項

に
規

定
す
る
共
用
型
指
定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
事

業
者

を
い

う
。

以
下

同
じ
。
）
の
指
定
を
併

せ
て

受
け

、
か

つ
、

共
用

型
指

定
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
の
事
業
と
共
用
型
指

定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
（

同
項

に
規

定
す

る
共
用
型
指
定
介
護
予

防
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
の

事
業
と
が
同
一
の
事
業

所
に

お
い

て
一

体
的

に
運

営
さ

れ
て

い
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、
当
該
事
業
所
に
お

け
る

共
用

型
指

定
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
又

は
共

用
型

指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応

型
通

所
介

護
の

利
用

者
。

次
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
数
を
合
計
し
た
数
に

つ
い

て
、

第
１

０
１

条
、

第
１

２
１

条
若

し
く

は
第

１
４

１
条
又
は
指
定
地
域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

基
準

条
例

第
６

９
条

に
規

定
す

る
従
業
者
の
員
数
を
満

た
す

た
め

に
必

要
な

数
以

上
と

す
る

。
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

（
利

用
定
員

等
）

 
（
利
用
定
員
等
）
 

第
６

５
条
 

（
略

）
 

第
６
５
条
 

（
略
）
 

２
 

共
用
型

指
定

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

事
業
者
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
法

第
４

１
条
第

１
項

に
規

定
す

る
指

定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、

指
定

地
域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

、
指

定
居

宅
介
護
支
援
（
法
第
４
６
条
第
１
項
に
規

定
す

る
指
定

居
宅

介
護

支
援

を
い

う
。

）
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
５

３
条

第
１
項

に
規

定
す

る
指

定
介

護
予

防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、

指
定

地
域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

（
法
第
５
４
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る

２
 

共
用
型
指
定
認
知
症
対

応
型

通
所

介
護

事
業

者
は

、
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
（

法

第
４
１
条
第
１
項
に
規

定
す

る
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
、

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス

、
指

定
居

宅
介

護
支

援
（

法
第

４
６

条
第

１
項

に
規

定
す
る
指
定
居
宅
介
護

支
援

を
い

う
。

）
、

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

（
法

第
５

３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
指

定
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
、

指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

（
法

第
５

４
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

指
定

地
域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
指
定

介
護

予
防
支

援
（

法
第

５
８

条
第

１
項

に
規

定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
を
い

う
。

）
の
事

業
又

は
介

護
保

険
施

設
（

法
第

８
条
第
２
５
項
に
規
定
す
る
介
護
保

険
施

設
を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

若
し

く
は

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律

（
平
成

１
８

年
法

律
第

８
３

号
）

第
２

６
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第

４
８

条
第
１

項
第

３
号

に
規

定
す

る
指

定
介

護
療
養
型
医
療
施
設
の
運
営
（
第
７

４
条

第
７
項

、
第

１
０

１
条

第
９

項
及

び
第

１
８
１
条
第
８
項
に
お
い
て
「
指
定

居
宅

サ
ー
ビ

ス
事

業
等

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て
３
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者

で
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

若
し

く
は

指
定

介
護
予
防
支
援
（
法
第

５
８

条
第

１
項

に
規

定
す

る
指

定
介

護
予

防
支

援
を

い

う
。
）
の
事
業
又
は
介

護
保

険
施

設
（

法
第

８
条

第
２

５
項

に
規

定
す

る
介

護
保

険
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
運
営
（
第
７

４
条
第
７
項
、
第
１
０

１
条

第
９

項
及

び
第

１
８

１
条

第
８

項
に

お
い

て
「

指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
等

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

３
年

以
上

の
経

験
を

有
す

る
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
 

（
管

理
者
）
 

（
管
理
者
）
 

第
６

６
条
 

共
用

型
指

定
認

知
症

対
応

型
通

所
介
護
事
業
者
は
、
共
用
型
指
定
認
知

症
対

応
型
通

所
介

護
事

業
所

ご
と

に
専

ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者

を
置

か
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
当
該
管
理
者
は
、
共
用
型
指
定
認
知
症

対
応

型
通
所

介
護

事
業

所
の

管
理

上
支

障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
用
型
指
定
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
他

の
事
業

所
、

施
設

等
の

職
務

に
従

事
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
ほ

か
、

当
該
共

用
型

指
定

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事

し
、
か
つ
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
他
の
本
体
事
業
所
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と

が
で

き
る
も

の
と

す
る

。
 

第
６
６
条
 

共
用
型
指
定
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
事

業
者

は
、

共
用

型
指

定
認

知

症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所

ご
と

に
専

ら
そ

の
職

務
に

従
事

す
る

常
勤

の
管

理
者

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た

だ
し

、
当

該
管

理
者

は
、

共
用

型
指

定
認

知
症

対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の

管
理

上
支

障
が

な
い

場
合

は
、

当
該

共
用

型
指

定
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業

所
の

他
の

職
務

に
従

事
し

、
又

は
同

一
敷

地
内

に
あ

る
他
の
事
業
所
、
施
設

等
の

職
務

に
従

事
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

ほ

か
、
当
該
共
用
型
指
定

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

事
業

所
の

他
の

職
務

に
従

事

し
、
か
つ
、
同
一
敷
地

内
に

あ
る

他
の

本
体

事
業

所
等

の
職

務
に

従
事

す
る

こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る

。
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

（
指

定
認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

の
具

体
的

取
扱
方
針
）
 

（
指
定
認
知
症
対
応
型

通
所

介
護

の
具

体
的

取
扱

方
針

）
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
６

８
条
 

指
定

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

る
も

の
と
す

る
。

 

第
６
８
条
 

指
定
認
知
症
対

応
型

通
所

介
護

の
方

針
は

、
次

に
掲

げ
る

と
こ

ろ
に

よ

る
も
の
と
す
る
。
 

（
１

）
～
（

４
）

 
（

略
）
 

（
１
）
～
（
４
）
 

（
略
）
 

（
５

）
 
指

定
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
の

提
供
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
利
用
者

又
は

他
の
利

用
者

等
の

生
命

又
は

身
体

を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い

場
合

を
除
き

、
身

体
的

拘
束

等
を

行
つ

て
は
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

（
６

）
 
前

号
の

身
体

的
拘

束
等

を
行

う
場

合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ

の
際

の
利
用

者
の

心
身

の
状

況
並

び
に

緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

（
新
設
）
 

（
７

）
 
（

略
）

 
（
５
）
 
（
略
）
 

（
８

）
 
（

略
）

 
（
６
）
 
（
略
）
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記
録
の
整
備
）
 

第
７

１
条
 

（
略

）
 

第
７
１
条
 

（
略
）
 

２
 

指
定
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
事

業
者

は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
認
知
症
対

応
型

通
所
介

護
の

提
供

に
関

す
る

次
に

掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日

か
ら

２
年
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

２
 

指
定
認
知
症
対
応
型
通

所
介

護
事

業
者

は
、

利
用

者
に

対
す

る
指

定
認

知
症

対

応
型
通
所
介
護
の
提
供

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
記

録
を

整
備

し
、

そ
の

完
結

の
日

か
ら
２
年
間
保
存
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

（
２

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
０

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た

具
体

的
な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

等
の

記
録
 

（
２
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
提
供
し
た

具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の

内
容

等
の

記
録
 

（
３

）
 
第

６
８

条
第

６
号

の
規

定
に

よ
る

身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、

そ
の

際
の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

並
び

に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録
 

（
新
設
）
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
４

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
８

条
の
規
定
に
よ
る
町
へ
の
通
知
に
係

る
記

録
 

（
３
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
８
条
に
規
定
す
る
 
 
町
へ
の
通
知
に
係

る
記
録
 

（
５

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

３
８

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内

容
等

の
記
録
 

（
４
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
３
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
苦
情
の
内

容
等
の
記
録
 

（
６

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

５
９

条
の
１
８
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事

故
の

状
況
及

び
事

故
に

際
し

て
採

つ
た

処
置
に
つ
い
て
の
記
録
 

（
５
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
５
９
条
の
１
８
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
事

故
の
状
況
及
び
事
故
に

際
し

て
採

つ
た

処
置

に
つ

い
て

の
記

録
 

（
７

）
 
（

略
）

 
（
６
）
 
（
略
）
 

（
従

業
者
の

員
数

等
）
 

（
従
業
者
の
員
数
等
）
 

第
７

４
条
 

（
略

）
 

第
７
４
条
 

（
略
）
 

２
～

５
 
（

略
）

 
２
～
５
 
（
略
）
 

６
 

次
の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
場

合
に

お
い

て
、
前
各
項
に
定
め
る
人
員
に
関
す
る

基
準

を
満
た

す
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護
従
業
者
を
置
く
ほ
か
、
同
表
の
中
欄

に
掲

げ
る
施

設
等

の
人

員
に

関
す

る
基

準
を
満
た
す
従
業
者
を
置
い
て
い
る
と
き

は
、

同
表
の

右
欄

に
掲

げ
る

当
該

小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
は
、
同
表

の
中

欄
に
掲

げ
る

施
設

等
の

職
務

に
従

事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

６
 

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ

る
場

合
に

お
い

て
、

前
各

項
に

定
め

る
人

員
に

関
す

る

基
準
を
満
た
す
小
規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

従
業

者
を

置
く

ほ
か

、
同

表
の

中
欄

に
掲
げ
る
施
設
等
の
人

員
に

関
す

る
基

準
を

満
た

す
従

業
者

を
置

い
て

い
る

と
き

は
、
同
表
の
右
欄
に
掲

げ
る

当
該

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
従

業
者

は
、

同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設

等
の

職
務

に
従

事
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

【
別
記
1
 
参
照
】
 

【
別
記
1
 
参
照
】
 

７
～

１
３
 

（
略

）
 

７
～
１
３
 

（
略
）
 

（
管

理
者
）
 

（
管
理
者
）
 

第
７

５
条
 

指
定

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事
業
者
は
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型

居
宅

介
護
事

業
所

ご
と

に
専

ら
そ

の
職

務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
当

該
管

理
者
は
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

第
７
５
条
 

指
定
小
規
模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
者

は
、

指
定

小
規

模
多

機
能

型

居
宅
介
護
事
業
所
ご
と

に
専

ら
そ

の
職

務
に

従
事

す
る

常
勤

の
管

理
者

を
置

か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し

、
当

該
管

理
者

は
、

指
定

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介
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定
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条
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新
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対
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表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

護
事

業
所
の

管
理

上
支

障
が

な
い

場
合

は
、

当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

護
事
業
所
の
管
理
上
支

障
が

な
い

場
合

は
、

当
該

指
定

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事
業
所
の
他
の
職
務

に
従

事
し

、
又

は
当

該
指

定
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業
所
に
併
設
す
る
前
条
第
６
項
の
表
(
1
)
の
項
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職

務
、
同
一
敷
地
内
の
指

定
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
事

業
所

の
職

務
（
当
該
指
定
定
期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
事

業
者

が
、

指
定

夜
間

対
応
型
訪
問
介
護
事
業

者
、

指
定

訪
問

介
護

事
業

者
又

は
指

定
訪

問
看

護
事

業
者

の
指
定
を
併
せ
て
受
け

、
一

体
的

な
運

営
を

行
つ

て
い

る
場

合
に

は
、

こ
れ

ら
の

事
業
に
係
る
職
務
を
含

む
。

）
若

し
く

は
法

第
１

１
５

条
の

４
５

第
１

項
に

規
定

す
る
介
護
予
防
・
日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

（
同

項
第

１
号

ニ
に

規
定

す
る

第
１

号
介
護
予
防
支
援
事
業

を
除

く
。

）
に

従
事

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

３
 

前
２
項

の
管

理
者

は
、

特
別

養
護

老
人

ホ
ー
ム
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
（

老
人
福

祉
法

第
２

０
条

の
２

の
２

に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

、
介

護
老

人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
院
、
指
定
小
規

模
多

機
能
型

居
宅

介
護

事
業

所
、

指
定

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
、

指
定

複
合
型

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
（

第
１

８
３
条
に
規
定
す
る
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ

ス
事

業
所
を

い
う

。
次

条
に

お
い

て
同

じ
。
）
等
の
従
業
者
又
は
訪
問
介
護
員
等

（
介

護
福
祉

士
又

は
法

第
８

条
第

２
項

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
を
い
う
。

次
条

、
第
１

０
２

条
第

３
項

、
第

１
０

３
条
、
第
１
８
２
条
第
３
項
及
び
第
１
８

３
条

に
お
い

て
同

じ
。

）
と

し
て

３
年

以
上

認
知
症
で
あ
る
者
の
介
護
に
従
事
し

た
経

験
を
有

す
る

者
で

あ
つ

て
、

別
に

町
長

が
定
め
る
研
修
を
修
了
し
て
い
る
も

の
で

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

３
 

前
２
項
の
管
理
者
は
、

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
、

老
人

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ

ー
（
老
人
福
祉
法
第
２
０
条

の
２

の
２

に
規

定
す

る
老

人
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

、
介

護
老

人
保

健
施

設
、

介
護

医
療

院
、

指
定

小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所
、

指
定

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

事
業

所
、

指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
（

第
１

８
３

条
に

規
定

す
る

指
定

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
事
業
所
を
い
う
。
次
条
に

お
い

て
同

じ
。

）
等

の
従

業
者

又
は

訪
問

介
護

員
等

（
介
護
福
祉
士
又
は
法
第
８

条
第

２
項

に
規

定
す

る
政

令
で

定
め

る
者

を
い

う
。

次
条
、
第
１
０
２
条
第
３
項
、
第
１
０
３
条
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び
第
１
８

３
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
と

し
て

３
年

以
上

認
知

症
で

あ
る

者
の

介
護

に
従

事
し

た
経
験
を
有
す
る
者
で

あ
つ

て
、

別
に

町
長

が
定

め
る

研
修

を
修

了
し

て
い

る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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定
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条
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新
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表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
指

定
小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

具
体

的
取
扱
方
針
）
 

（
指
定
小
規
模
多
機
能

型
居

宅
介

護
の

具
体

的
取

扱
方

針
）
 

第
８

４
条
 

指
定

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

よ
る

も
の
と

す
る

。
 

第
８
４
条
 

指
定
小
規
模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

方
針

は
、

次
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に

よ
る
も
の
と
す
る
。
 

（
１

）
～
（

４
）

 
（

略
）
 

（
１
）
～
（
４
）
 

（
略
）
 

（
５

）
 
指

定
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業
者
は
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型

居
宅

介
護
の

提
供

に
当

た
つ

て
は

、
当

該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命

又
は

身
体
を

保
護

す
る

た
め

緊
急

や
む

を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束

等
  

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
 
 
 
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
 

（
５
）
 
指
定
小
規
模
多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

者
は

、
指

定
小

規
模

多
機

能
型

居
宅
介
護
の
提
供
に

当
た
つ

て
は

、
当

該
利

用
者

又
は

他
の

利
用

者
等

の
生

命

又
は
身
体
を
保
護
す

る
た
め

緊
急

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

き
、

身
体

的
拘

束

そ
の
他
利
用
者
の
行

動
を
制

限
す

る
行

為
（

以
下

「
身

体
的

拘
束

等
」

と
い

う
。
）
を
行
つ
て
は
な

ら
な

い
。

 

（
６

）
 
（

略
）

 
（
６
）
 
（
略
）
 

（
７

）
 
指

定
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正

化
を

図
る
た

め
、

次
に

掲
げ

る
措

置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ア
 

身
体
的

拘
束

等
の

適
正

化
の

た
め

の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ

電
話

装
置
等

を
活

用
し

て
行

う
こ

と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
３
月
に

１
回

以
上
開

催
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他

の
従

業
者
に

周
知

徹
底

を
図

る
こ

と
。
 

イ
 

身
体
的

拘
束

等
の

適
正

化
の

た
め

の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。
 

ウ
 

介
護
職

員
そ

の
他

の
従

業
者

に
対

し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め

の
研

修
を
定

期
的

に
実

施
す

る
こ

と
。
 

（
新
設
）
 

（
８

）
 
（

略
）

 
（
７
）
 
（
略
）
 

（
９

）
 
（

略
）

 
（
８
）
 
（
略
）
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定
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例
新
旧
対
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表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
９

７
条
 

（
略

）
 

（
利

用
者
の

安
全

並
び

に
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に

資
す

る
方
策

を
検

討
す

る
た

め
の

委
員

会
の

設
置
）
 

第
９

７
条
の

２
 
指

定
小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介
護
事
業
者
は
、
当
該
指
定
小
規
模

多
機

能
型
居

宅
介

護
事

業
所

に
お

け
る

業
務

の
効
率
化
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の

向
上

そ
の
他

の
生

産
性

の
向

上
に

資
す

る
取

組
の
促
進
を
図
る
た
め
、
当
該
指
定

小
規

模
多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
に

お
け

る
利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー

ビ
ス

の
質
の

確
保

及
び

職
員

の
負

担
軽

減
に

資
す
る
方
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委

員
会

（
テ
レ

ビ
電

話
装

置
等

を
活

用
し

て
行

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）

を
定

期
的
に

開
催

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

第
９
７
条
 

（
略
）
 

（
新
設
）
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記
録
の
整
備
）
 

第
９

８
条
 

（
略

）
 

第
９
８
条
 

（
略
）
 

２
 

指
定
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
小
規
模

多
機

能
型
居

宅
介

護
の

提
供

に
関

す
る

次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結

の
日

か
ら
２

年
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

２
 

指
定
小
規
模
多
機
能
型

居
宅

介
護

事
業

者
は

、
利

用
者

に
対

す
る

指
定

小
規

模

多
機
能
型
居
宅
介
護
の

提
供

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
記

録
を

整
備

し
、

そ
の

完
結

の
日
か
ら
２
年
間
保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 

（
略
）
 

（
３

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
０

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た

具
体

的
な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

等
の

記
録
 

（
３
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
提
供
し
た

具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の

内
容

等
の

記
録
 

（
４

）
 
第

８
４

条
第

６
号

の
規

定
に

よ
る

身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、

そ
の

際
の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

並
び

に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録
 

（
４
）
 
第
８
４
条
第
６
号
に
規
定
す
る
 
 
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、

そ
の
際
の
利
用
者
の
心

身
の

状
況

並
び

に
緊

急
や

む
を

得
な

い
理

由
の

記
録
 

（
５

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
８

条
の
規
定
に
よ
る
町
へ
の
通
知
に
係

（
５
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
８
条
に
規
定
す
る
 
 
町
へ
の
通
知
に
係
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ビ
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人
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び
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営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

る
記

録
 

る
記
録
 

（
６

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

３
８

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内

容
等

の
記
録
 

（
６
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
３
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
苦
情
の
内

容
等
の
記
録
 

（
７

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

４
０

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状

況
及

び
事
故

に
際

し
て

採
つ

た
処

置
に

つ
い
て
の
記
録
 

（
７
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
事
故
の
状

況
及
び
事
故
に
際
し
て

採
つ

た
処

置
に

つ
い

て
の

記
録
 

（
８

）
 
（

略
）

 
（
８
）
 
（
略
）
 

（
管

理
者
）
 

（
管
理
者
）
 

第
１

０
２
条

 
指

定
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介
護
事
業
者
は
、
共
同
生
活
住
居
ご

と
に

専
ら
そ

の
職

務
に

従
事

す
る

常
勤

の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ

し
、
当

該
管

理
者

は
、

共
同

生
活

住
居
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当

該
共
同
生
活
住
居
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
他
の
事
業

所
、
施
設
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が

で
き

る
も
の

と
す

る
。
 

第
１
０
２
条
 
指
定
認
知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
事

業
者

は
、

共
同

生
活

住
居

ご

と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事

す
る

常
勤

の
管

理
者

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ
し
、
当
該
管
理
者
は
、

共
同

生
活

住
居

の
管

理
上

支
障

が
な

い
場

合
は

、
当

該
共
同
生
活
住
居
の
他
の
職

務
に

従
事

し
、

又
は

同
一

敷
地

内
に

あ
る

他
の

事
業

所
、
施
設
等
若
し
く
は

併
設

す
る

指
定

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

若
し

く
は
指
定
看
護
小
規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
の

職
務

に
従

事
す

る
こ

と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

２
・

３
 
（

略
）

 
２
・
３
 
（
略
）
 

（
管

理
者
に

よ
る

管
理

）
 

（
管
理
者
に
よ
る
管
理

）
 

第
１

１
２
条

 
共

同
生

活
住

居
の

管
理

者
は

、
同
時
に
介
護
保
険
施
設
、
指
定
居
宅

サ
ー

ビ
ス
、

指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
（
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
認
知
症
対
応
型

共
同

生
活
介

護
事

業
所

の
場

合
は

、
本

体
事
業
所
が
提
供
す
る
指
定
認
知
症
対
応

型
共

同
生
活

介
護

を
除

く
。

）
、

指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
指
定
地
域

密
着

型
介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
を

行
う
事
業
所
、
病
院
、
診
療
所
又
は
社
会

第
１
１
２
条
 
共
同
生
活
住

居
の

管
理

者
は

、
同

時
に

介
護

保
険

施
設

、
指

定
居

宅

サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
（

サ
テ

ラ
イ

ト
型

指
定

認
知

症
対

応
型

共
同
生
活
介
護
事
業
所

の
場

合
は

、
本

体
事

業
所

が
提

供
す

る
指

定
認

知
症

対
応

型
共
同
生
活
介
護
を
除

く
。

）
、

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

若
し

く
は

指
定

地
域

密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス

の
事

業
を

行
う

事
業

所
、

病
院

、
診

療
所

又
は

社
会
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差
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指
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域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

福
祉
施
設
を
管
理
す
る
者
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当
該
共
同
生
活
住
居
の
管
理
上

支
障

が
な
い

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。
 

福
祉
施
設
を
管
理
す
る

者
で

あ
つ

て
は

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
こ

れ
ら

の
事

業

所
、
施
設
等
が
同
一
敷

地
内

に
あ

る
こ

と
等

に
よ

り
当

該
共

同
生

活
住

居
の

管
理

上
支
障
が
な
い
場
合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

（
協

力
医
療

機
関

等
）
 

（
協
力
医
療
機
関
等
）
 

第
１

１
６
条

 
（

略
）
 

第
１
１
６
条
 
（
略
）
 

２
 

指
定
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
事

業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
力

医
療

機
関
を

定
め

る
に

当
た

つ
て

は
、

次
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
協
力
医
療
機

関
を

定
め
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
１

）
 
利

用
者

の
病

状
が

急
変

し
た

場
合

等
に
お
い
て
医
師
又
は
看
護
職
員
が

相
談

対
応
を

行
う

体
制

を
、

常
時

確
保

し
て
い
る
こ
と
。
 

（
２

）
 
当

該
指

定
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介
護
事
業
者
か
ら
の
診
療
の
求
め

が
あ

つ
た
場

合
に

お
い

て
診

療
を

行
う

体
制
を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。
 

（
新
設
）
 

３
 

指
定
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
事

業
者
は
、
１
年
に
１
回
以
上
、
協
力
医

療
機

関
と
の

間
で

、
利

用
者

の
病

状
が

急
変

し
た
場
合
等
の
対
応
を
確
認
す
る
と

と
も

に
、
協

力
医

療
機

関
の

名
称

等
を

、
町

長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

４
 

指
定
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
事

業
者
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症

の
患

者
に
対

す
る

医
療

に
関

す
る

法
律

（
平

成
１
０
年
法
律
第
１
１
４
号
）
第
６

条
第

１
７
号

に
規

定
す

る
第

二
種

協
定

指
定

医
療
機
関
（
以
下
「
第
二
種
協
定
指

定
医

療
機
関

」
と

い
う

。
）

と
の

間
で

、
新

興
感
染
症
（
同
条
第
７
項
に
規
定
す

る
新

型
イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

感
染

症
、

同
条

第
８
項
に
規
定
す
る
指
定
感
染
症
又

は
同

条
第
９

項
に

規
定

す
る

新
感

染
症

を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
発
生
時
等
の

（
新
設
）
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指
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域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

対
応

を
取
り

決
め

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

５
 

指
定
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
事

業
者
は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協

定
指

定
医
療

機
関

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、
当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関

と
の

間
で
、

新
興

感
染

症
の

発
生

時
等

の
対

応
に
つ
い
て
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。
 

（
新
設
）
 

６
 

指
定
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
事

業
者
は
、
利
用
者
が
協
力
医
療
機
関
そ

の
他

の
医
療

機
関

に
入

院
し

た
後

に
、

当
該

利
用
者
の
病
状
を
軽
快
し
、
退
院
が

可
能

と
な
つ

た
場

合
に

お
い

て
は

、
再

び
当

該
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
事

業
所
に

速
や

か
に

入
居

さ
せ

る
こ

と
が

で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。
 

（
新
設
）
 

７
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

８
 

（
略
）
 

３
 

（
略
）
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記
録
の
整
備
）
 

第
１

１
８
条

 
（

略
）
 

第
１
１
８
条
 
（
略
）
 

２
 

指
定
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
事

業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
認
知

症
対

応
型
共

同
生

活
介

護
の

提
供

に
関

す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の

完
結

の
日
か

ら
２

年
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

指
定
認
知
症
対
応
型
共

同
生

活
介

護
事

業
者

は
、

利
用

者
に

対
す

る
指

定
認

知

症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
の

提
供

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
記

録
を

整
備

し
、

そ
の

完
結
の
日
か
ら
２
年
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

（
２

）
 
第

１
０

６
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の

内
容

等
の
記

録
 

（
２
）
 
第
１
０
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の

内
容
等
の
記
録
 

（
３

）
 
第

１
０

８
条

第
６

項
の

規
定

に
よ

る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時

（
３
）
 
第
１
０
８
条
第
６
項
に
規
定
す
る
 
 
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
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町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

間
、

そ
の
際

の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記

録
 

間
、
そ
の
際
の
利
用
者

の
心

身
の

状
況

並
び

に
緊

急
や

む
を

得
な

い
理

由
の

記

録
 

（
４

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
８

条
の
規
定
に
よ
る
町
へ
の
通
知
に
係

る
記

録
 

（
４
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
８
条
に
規
定
す
る
 
 
町
へ
の
通
知
に
係

る
記
録
 

（
５

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

３
８

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内

容
等

の
記
録
 

（
５
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
３
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
苦
情
の
内

容
等
の
記
録
 

（
６

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

４
０

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状

況
及

び
事
故

に
際

し
て

採
つ

た
処

置
に

つ
い
て
の
記
録
 

（
６
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
事
故
の
状

況
及
び
事
故
に
際
し
て

採
つ

た
処

置
に

つ
い

て
の

記
録
 

（
７

）
 
（

略
）

 
（
７
）
 
（
略
）
 

（
準

用
）
 

（
準
用
）
 

第
１

１
９
条

 
第

９
条

、
第

１
０

条
、

第
１

２
条
、
第
１
３
条
、
第
２
２
条
、
第
２

８
条

、
第
３

２
条

の
２

、
第

３
４

条
か

ら
第
３
６
条
ま
で
、
第
３
８
条
、
第
４
０

条
か

ら
第
４

１
条

ま
で

、
第

５
９

条
の

１
１
、
第
５
９
条
の
１
６
、
第
５
９
条
の

１
７
第
１
項
か
ら
第
４
項
ま
で
、
第
９
１
条
、
第
９
４
条
、
 
 
第
９
６
条
及
び
第

９
７

条
の
２

の
規

定
は

、
指

定
認

知
症

対
応

型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て

準
用

す
る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

９
条

第
１
項
中
「
第
３
１
条
に
規
定
す
る

運
営

規
程
」

と
あ

る
の

は
「

運
営

規
程

（
第

１
１
３
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に

関
す

る
規
程

を
い

う
。

第
３

４
条

第
１

項
に

お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
、
第

３
２

条
の
２

第
２

項
、

第
３

４
条

第
１

項
並

び
に
第
４
０
条
の
２
第
１
号
及
び
第

３
号

中
「
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介

護
従

業
者
」

と
、

第
５

９
条

の
１

１
第

２
項

中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
６

第
１
１
９
条
 
第
９
条
、
第

１
０

条
、

第
１

２
条

、
第

１
３

条
、

第
２

２
条

、
第

２

８
条
、
第
３
２
条
の
２
、
第

３
４

条
か

ら
第

３
６

条
ま

で
、

第
３

８
条

、
第

４
０

条
か
ら
第
４
１
条
ま
で
、
第

５
９

条
の

１
１

、
第

５
９

条
の

１
６

、
第

５
９

条
の

１
７
第
１
項
か
ら
第
４
項
ま
で
、
第
９
１
条
、
第
９
４
条
及
び
第
９
６
条
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
は
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お

い
て

、
第

９
条

第
１

項
中

「
第

３
１

条
に

規
定

す
る

運
営
規
程
」
と
あ
る
の

は
「

運
営

規
程

（
第

１
１

３
条

に
規

定
す

る
重

要
事

項
に

関
す
る
規
程
を
い
う
。

第
３

４
条

第
１

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
」

と
、

同
項

、
第

３
２
条
の
２
第
２
項
、

第
３

４
条

第
１

項
並

び
に

第
４

０
条

の
２

第
１

号
及

び
第

３
号
中
「
定
期
巡
回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
従

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
介

護
従
業
者
」
と
、
第
５

９
条

の
１

１
第

２
項

中
「

こ
の

節
」

と
あ

る
の

は
「

第
６
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条
例
新
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対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

章
第

４
節
」

と
、

第
５

９
条

の
１

６
第

２
項

第
１
号
及
び
第
３
号
中
「
地
域
密
着

型
通

所
介
護

従
業

者
」

と
あ

る
の

は
「

介
護

従
業
者
」
と
、
第
５
９
条
の
１
７
第

１
項

中
「
地

域
密

着
型

通
所

介
護

に
つ

い
て

知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は

「
認

知
症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

に
つ

い
て

知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
６
月
」

と
あ

る
の
は

「
２

月
」

と
、

第
９

１
条

中
「

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業

者
」

と
あ
る

の
は

「
介

護
従

業
者

」
と

、
第

９
４
条
中
「
指
定
小
規
模
多
機
能
型

居
宅

介
護
事

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
指

定
認

知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業

者
」

と
読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

章
第
４
節
」
と
、
第
５

９
条

の
１

６
第

２
項

第
１

号
及

び
第

３
号

中
「

地
域

密
着

型
通
所
介
護
従
業
者
」

と
あ

る
の

は
「

介
護

従
業

者
」

と
、

第
５

９
条

の
１

７
第

１
項
中
「
地
域
密
着
型

通
所

介
護

に
つ

い
て

知
見

を
有

す
る

者
」

と
あ

る
の

は

「
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活

介
護

に
つ

い
て

知
見

を
有

す
る

者
」

と
、

「
６

月
」

と
あ
る
の
は
「
２
月
」

と
、

第
９

１
条

中
「

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
従

業

者
」
と
あ
る
の
は
「
介

護
従

業
者

」
と

、
第

９
４

条
中

「
指

定
小

規
模

多
機

能
型

居
宅
介
護
事
業
者
」
と

あ
る

の
は

「
指

定
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
事

業

者
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と

す
る

。
 

（
従

業
者
の

員
数

）
 

（
従
業
者
の
員
数
）
 

第
１

２
１
条

 
（

略
）
 

第
１
２
１
条
 
（
略
）
 

２
～

６
 
（

略
）

 
２
～
６
 
（
略
）
 

７
 

第
１
項

第
１

号
、

第
３

号
及

び
第

４
号

並
び
に
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

サ
テ

ラ
イ
ト

型
特

定
施

設
の

生
活

相
談

員
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
計
画
作
成
担

当
者

に
つ
い

て
は

、
次

に
掲

げ
る

本
体

施
設
の
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

区
分

に
応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
職

員
に
よ
り
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
特
定
施
設

の
入

居
者
の

処
遇

が
適

切
に

行
わ

れ
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な

い
こ

と
が
で

き
る

。
 

７
 

第
１
項
第
１
号
、
第
３

号
及

び
第

４
号

並
び

に
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、

サ
テ
ラ
イ
ト
型
特
定
施

設
の

生
活

相
談

員
、

機
能

訓
練

指
導

員
又

は
計

画
作

成
担

当
者
に
つ
い
て
は
、
次

に
掲

げ
る

本
体

施
設

の
場

合
に

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に

定
め

る
職

員
に

よ
り

当
該

サ
テ

ラ
イ

ト
型

特
定

施
設

の
入
居
者
の
処
遇
が
適

切
に

行
わ

れ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

こ
れ

を
置

か
な

い
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

（
削

除
）
 

（
２
）
 
病
院
 

介
護

支
援

専
門

員
（

指
定

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

場
合

に
限

る
。
）
 

（
２

）
 
（

略
）

 
（
３
）
 
（
略
）
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改
正

後
 

改
正

前
 

８
～

１
０
 

（
略

）
 

８
～
１
０
 

（
略
）
 

１
１

 
次
に

掲
げ

る
要

件
に

い
ず

れ
も

適
合

す
る
場
合
に
お
け
る
第
１
項
第
２
号
ア

の
規

定
の
適

用
に

つ
い

て
は

、
当

該
規

定
中

「
１
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
９
」
と

す
る

。
 

（
１

）
 
第

１
３

９
条

に
お

い
て

準
用

す
る

第
９
７
条
の
２
に
規
定
す
る
委
員
会

に
置

い
て
、

利
用

者
の

安
全

並
び

に
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の

負
担

軽
減
を

図
る

た
め

の
取

組
に

関
す

る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な

検
討

を
行
い

、
及

び
当

該
事

項
の

実
施

を
定
期
的
に
確
認
し
て
い
る
こ
と
。
 

ア
 

利
用
者

の
安

全
及

び
ケ

ア
の

質
の

確
保
 

イ
 

地
域
密

着
型

特
定

施
設

従
業

者
の

負
担
軽
減
及
び
勤
務
状
況
へ
の
配
慮
 

ウ
 

緊
急
時

の
体

制
整

備
 

エ
 

業
務
の

効
率

化
、

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
質
の
向
上
等
に
資
す
る
機
器
（
次
号

に
お

い
て
「

介
護

機
器

」
と

い
う

。
）

の
定
期
的
な
点
検
 

オ
 

地
域
密

着
型

特
定

施
設

従
業

者
に

対
す
る
研
修
 

（
２

）
 
介

護
機

器
を

複
数

種
類

活
用

し
て

い
る
こ
と
。
 

（
３

）
 
利

用
者

の
安

全
並

び
に

介
護

サ
ー

ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担

軽
減

を
図
る

た
め

、
地

域
密

着
型

特
定

施
設
従
業
者
間
の
適
切
な
役
割
分
担
を

行
つ

て
い
る

こ
と

。
 

（
４

）
 
利

用
者

の
安

全
並

び
に

介
護

サ
ー

ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担

軽
減

を
図
る

取
組

に
よ

る
介

護
サ

ー
ビ

ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減

が
行

わ
れ
て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

こ
と

。
 

（
新
設
）
 

（
管

理
者
）
 

（
管
理
者
）
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表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
１

２
２
条

 
指

定
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
指
定
地

域
密

着
型
特

定
施

設
ご

と
に

専
ら

そ
の

職
務
に
従
事
す
る
管
理
者
を
置
か
な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
た

だ
し

、
当

該
管

理
者

は
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
の
管
理

上
支

障
が
な

い
場

合
は

、
当

該
指

定
地

域
密
着
型
特
定
施
設
に
お
け
る
他
の
職
務

に
従
事
し
、
又
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
他
の
事
業
所
、
施
設
等
若
し
く
は
本
体
施

設
の

職
務
（

本
体

施
設

が
病

院
又

は
診

療
所

の
場
合
は
、
管
理
者
と
し
て
の
職
務

を
除
く
。
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
従
事
す
る
こ
と
が

で
き

る
も
の

と
す

る
。
 

第
１
２
２
条
 
指
定
地
域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
事

業
者

は
、

指
定

地

域
密
着
型
特
定
施
設
ご
と
に

専
ら

そ
の

職
務

に
従

事
す

る
管

理
者

を
置

か
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
管

理
者

は
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
の

管
理

上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当

該
指

定
地

域
密

着
型

特
定

施
設

に
お

け
る

他
の

職
務

に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地

内
に

あ
る

他
の

事
業

所
、

施
設

等
若

し
く

は
本

体
施

設
の
職
務
（
本
体
施
設

が
病

院
又

は
診

療
所

の
場

合
は

、
管

理
者

と
し

て
の

職
務

を
除
く
。
）
若
し
く
は

併
設

す
る

指
定

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

若
し

く
は
指
定
看
護
小
規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
の

職
務

に
従

事
す

る
こ

と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

（
協

力
医
療

機
関

等
）
 

（
協
力
医
療
機
関
等
）
 

第
１

３
７
条

 
（

略
）
 

第
１
３
７
条
 
（
略
）
 

２
 

指
定
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介
護
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
基

づ
き

協
力
医

療
機

関
を

定
め

る
に

当
た

つ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
協

力
医

療
機
関

を
定

め
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

（
１

）
 
利

用
者

の
病

状
が

急
変

し
た

場
合

等
に
お
い
て
医
師
又
は
看
護
職
員
が

相
談

対
応
を

行
う

体
制

を
、

常
時

確
保

し
て
い
る
こ
と
。
 

（
２

）
 
当

該
指

定
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
か
ら
の
診

療
の

求
め
が

あ
つ

た
場

合
に

お
い

て
診

療
を
行
う
体
制
を
、
常
時
確
保
し
て
い

る
こ

と
。
 

（
新
設
）
 

３
 

指
定
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介
護
事
業
者
は
、
１
年
に
１
回
以

上
、

協
力
医

療
機

関
と

の
間

で
、

利
用

者
の

病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
の
対
応
を

（
新
設
）
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改
正

後
 

改
正

前
 

確
認

す
る
と

と
も

に
、

協
力

医
療

機
関

の
名

称
等
を
町
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
 

４
 

指
定
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介
護
事
業
者
は
、
第
二
種
協
定
指
定

医
療

機
関
と

の
間

で
、

新
興

感
染

症
の

発
生

時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
に

努
め

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
新
設
）
 

５
 

指
定
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介
護
事
業
者
は
、
協
力
医
療
機
関
が

第
二

種
指
定

医
療

機
関

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は
、
当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療

機
関

と
の
間

で
、

新
興

感
染

症
の

発
生

時
等

の
対
応
に
つ
い
て
協
議
を
行
わ
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

 

（
新
設
）
 

６
 

指
定
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
が
協
力
医

療
機

関
そ
の

他
の

医
療

機
関

に
入

院
し

た
後

に
、
当
該
利
用
者
の
病
状
が
軽
快

し
、

退
院
が

可
能

と
な

つ
た

場
合

に
お

い
て

は
、
再
び
当
該
指
定
地
域
密
着
型
特

定
施

設
に
速

や
か

に
入

居
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
新
設
）
 

７
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記
録
の
整
備
）
 

第
１

３
８
条

 
（

略
）
 

第
１
３
８
条
 
（
略
）
 

２
 

指
定
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る

指
定

地
域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記

録
を

整
備
し

、
そ

の
完

結
の

日
か

ら
２

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

指
定
地
域
密
着
型
特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
事

業
者

は
、

利
用

者
に

対
す

る

指
定
地
域
密
着
型
特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

提
供

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
記

録
を
整
備
し
、
そ
の
完

結
の

日
か

ら
２

年
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
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、
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び
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る
基
準
を
定
め
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条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
２

）
 
第

１
２

６
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の

内
容

等
の
記

録
 

（
２
）
 
第
１
１
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の

内
容
等
の
記
録
 

（
３

）
 
第

１
２

８
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時

間
、

そ
の
際

の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記

録
 

（
３
）
 
第
１
２
８
条
第
５
項
に
規
定
す
る
 
 
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時

間
、
そ
の
際
の
利
用
者

の
心

身
の

状
況

並
び

に
緊

急
や

む
を

得
な

い
理

由
の

記

録
 

（
４

）
 
第

１
３

６
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
結
果
等
の
記
録
 

（
４
）
 
第
１
３
６
条
第
３
項
に
規
定
す
る
 
 
結
果
等
の
記
録
 

（
５

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
８

条
の
規
定
に
よ
る
町
へ
の
通
知
に
係

る
記

録
 

（
５
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
８
条
に
規
定
す
る
 
 
町
へ
の
通
知
に
係

る
記
録
 

（
６

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

３
８

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内

容
等

の
記
録
 

（
６
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
３
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
苦
情
の
内

容
等
の
記
録
 

（
７

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

４
０

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状

況
及

び
事
故

に
際

し
て

採
つ

た
処

置
に

つ
い
て
の
記
録
 

（
７
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
事
故
の
状

況
及
び
事
故
に
際
し
て

採
つ

た
処

置
に

つ
い

て
の

記
録
 

（
８

）
 
（

略
）

 
（
８
）
 
（
略
）
 

（
準

用
）
 

（
準
用
）
 

第
１

３
９
条

 
第

１
２

条
、

第
１

３
条

、
第

２
２
条
、
第
２
８
条
、
第
３
２
条
の

２
、

第
３
４

条
か

ら
第

３
８

条
ま

で
、

第
４
０
条
か
ら
第
４
１
条
ま
で
、
第
５
９

条
の

１
１
、

第
５

９
条

の
１

５
、

第
５

９
条
の
１
６
、
第
５
９
条
の
１
７
第
１
項

か
ら
第
４
項
ま
で
、
 
 
第
９
１
条
及
び
第
９
７
条
の
２
の
規
定
は
、
指
定
地
域
密

着
型

特
定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

の
事

業
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て

、
第
３

２
条

の
２

第
２

項
、

第
３

４
条

第
１
項
並
び
に
第
４
０
条
の
２
第
１

号
及

び
第
３

号
中

「
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る

第
１
３
９
条
 
第
１
２
条
、

第
１

３
条

、
第

２
２

条
、

第
２

８
条

、
第

３
２

条
の

２
、
第
３
４
条
か
ら
第
３
８

条
ま

で
、

第
４

０
条

か
ら

第
４

１
条

ま
で

、
第

５
９

条
の
１
１
、
第
５
９
条
の
１

５
、

第
５

９
条

の
１

６
、

第
５

９
条

の
１

７
第

１
項

か
ら
第
４
項
ま
で
及
び
第
９
１
条
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
は
、
指
定
地
域
密

着
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活

介
護

の
事

業
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て
、
第
３
２
条
の
２

第
２

項
、

第
３

４
条

第
１

項
並

び
に

第
４

０
条

の
２

第
１

号
及
び
第
３
号
中
「
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
従

業
者

」
と

あ
る
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差
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

の
は

「
地
域

密
着

型
特

定
施

設
従

業
者

」
と

、
第
３
４
条
第
１
項
中
「
運
営
規

程
」

と
あ
る

の
は

「
第

１
３

５
条

に
規

定
す

る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、

第
５

９
条
の

１
１

第
２

項
中

「
こ

の
節

」
と

あ
る
の
は
「
第
７
章
第
４
節
」
と
、

第
５

９
条
の

１
６

第
２

項
第

１
号

及
び

第
３

号
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業

者
」

と
あ
る

の
は

「
地

域
密

着
型

特
定

施
設

従
業
者
」
と
、
第
５
９
条
の
１
７
第

１
項

中
「
地

域
密

着
型

通
所

介
護

に
つ

い
て

知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は

「
地

域
密
着

型
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、

「
６

月
」
と

あ
る

の
は

「
２

月
」

と
、

第
９

１
条
中
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
従

業
者
」

と
あ

る
の

は
「

地
域

密
着

型
特

定
施
設
従
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と

す
る
。
 

の
は
「
地
域
密
着
型
特

定
施

設
従

業
者

」
と

、
第

３
４

条
第

１
項

中
「

運
営

規

程
」
と
あ
る
の
は
「
第

１
３

５
条

に
規

定
す

る
重

要
事

項
に

関
す

る
規

程
」

と
、

第
５
９
条
の
１
１
第
２

項
中

「
こ

の
節

」
と

あ
る

の
は

「
第

７
章

第
４

節
」

と
、

第
５
９
条
の
１
６
第
２

項
第

１
号

及
び

第
３

号
中

「
地

域
密

着
型

通
所

介
護

従
業

者
」
と
あ
る
の
は
「
地

域
密

着
型

特
定

施
設

従
業

者
」

と
、

第
５

９
条

の
１

７
第

１
項
中
「
地
域
密
着
型

通
所

介
護

に
つ

い
て

知
見

を
有

す
る

者
」

と
あ

る
の

は

「
地
域
密
着
型
特
定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

に
つ

い
て

知
見

を
有

す
る

者
」

と
、

「
６
月
」
と
あ
る
の
は

「
２

月
」

と
、

第
９

１
条

中
「

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
従
業
者
」
と
あ
る
の

は
「

地
域

密
着

型
特

定
施

設
従

業
者

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と
す
る
。
 

第
１

４
１
条

 
（

略
）
 

第
１
４
１
条
 
（
略
）
 

２
～

７
 
（

略
）

 
２
～
７
 
（
略
）
 

８
 

第
１
項

第
２

号
及

び
第

４
号

か
ら

第
６

号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
テ

ラ
イ

ト
型
居

住
施

設
の

生
活

相
談

員
、

栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
、
機
能
訓

練
指

導
員
又

は
介

護
支

援
専

門
員

に
つ

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
本
体
施
設
の
場
合

に
は

、
次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
に
よ
り
当

該
サ

テ
ラ
イ

ト
型

居
住

施
設

の
入

所
者

の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ

る
と

き
は
、

こ
れ

を
置

か
な

い
こ

と
が

で
き
る
。
 

８
 

第
１
項
第
２
号
及
び
第

４
号

か
ら

第
６

号
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
サ

テ

ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
の

生
活

相
談

員
、

栄
養

士
若

し
く

は
管

理
栄

養
士

、
機

能
訓

練
指
導
員
又
は
介
護
支

援
専

門
員

に
つ

い
て

は
、

次
に

掲
げ

る
本

体
施

設
の

場
合

に
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

職
員

に
よ

り
当

該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住

施
設

の
入

所
者

の
処

遇
が

適
切

に
行

わ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
置

か
な

い
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 

（
略
）
 

（
３
）
 
病
院
 

栄
養
士
又
は
 
 
 
 管

理
栄
養
士
（
病
床
数
１
０
０
以
上
の
病
院

の
場
合
に
限
る
。
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
３
）
 
病
院
 

栄
養

士
若

し
く

は
管

理
栄

養
士

（
病

床
数

１
０

０
以

上
の

病
院

の
場
合
に
限
る
。
）
又

は
介

護
支

援
専

門
員

（
指

定
介

護
療

養
型

医
療

施
設

の
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域
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着
型
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ー
ビ
ス
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事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

場
合
に
限
る
。
）
 

（
４

）
 
（

略
）

 
（
４
）
 
（
略
）
 

９
～

１
７
 

（
略

）
 

９
～
１
７
 

（
略
）
 

（
緊

急
時
等

の
対

応
）
 

（
緊
急
時
等
の
対
応
）
 

第
１

５
５
条

の
２

 
指

定
地

域
密

着
型

介
護

老
人
福
祉
施
設
は
、
現
に
指
定
地
域
密

着
型

介
護
老

人
福

祉
施

設
入

所
者

生
活

介
護
の
提
供
を
行
つ
て
い
る
と
き
に
入
所

者
の

病
状
の

急
変

が
生

じ
た

場
合

そ
の

他
必
要
な
場
合
の
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、

第
１

４
１
条

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

医
師
及
び
協
力
医
療
機
関
の
協
力
を
得

て
、

当
該
医

師
及

び
当

該
協

力
医

療
機

関
と

の
連
携
方
法
そ
の
他
の
緊
急
時
等
に

お
け

る
対
応

方
法

を
定

め
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
 

第
１
５
５
条
の
２
 

指
定
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

は
、

現
に

指
定

地
域

密

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入

所
者

生
活

介
護

の
提

供
を

行
つ

て
い

る
と

き
に

入
所

者
の
病
状
の
急
変
が
生
じ
た

場
合

そ
の

他
必

要
な

場
合

の
た

め
、

あ
ら

か
じ

め
、

第
１
４
１
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
医
師
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
の
連
携
方
法
そ
の
他
の
緊
急
時
等
に
お

け
る
対
応
方
法
を
定
め

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

２
 

指
定
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

は
、
前
項
の
医
師
及
び
協
力
医
療
機
関

の
協

力
を
得

て
、

１
年

に
１

回
以

上
、

緊
急

時
等
に
お
け
る
対
応
方
法
の
見
直
し

を
行

い
、
必

要
に

応
じ

て
緊

急
時

等
に

お
け

る
対
応
方
法
の
変
更
を
行
わ
な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

（
新
設
）
 

（
管

理
者
に

よ
る

管
理

）
 

（
管
理
者
に
よ
る
管
理

）
 

第
１

５
６
条

 
指

定
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉
施
設
の
管
理
者
は
、
専
ら
当
該
指

定
地

域
密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
の

職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。

た
だ

し
、

当
該

指
定

地
域

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
管
理
上
支

障
が
な
い
場
合
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
他
の
事
業
所
、
施
設
等
又
は
本
体
施
設

の
職

務
（
本

体
施

設
が

病
院

又
は

診
療

所
の

場
合
は
、
管
理
者
と
し
て
の
職
務
を

除
く

。
）
に

従
事

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

第
１
５
６
条
 
指
定
地
域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

の
管

理
者

は
、

専
ら

当
該

指

定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

祉
施

設
の

職
務

に
従

事
す

る
常

勤
の

者
で

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

指
定

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
の

管
理

上
支

障
が
な
い
場
合
は
、
同
一
敷

地
内

に
あ

る
他

の
事

業
所

、
施

設
等

又
は

本
体

施
設

の
職
務
（
本
体
施
設
が

病
院

又
は

診
療

所
の

場
合

は
、

管
理

者
と

し
て

の
職

務
を

除
く
。
）
に
従
事
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

- 66 -



江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
計

画
担
当

介
護

支
援

専
門

員
の

責
務

）
 

（
計
画
担
当
介
護
支
援

専
門

員
の

責
務

）
 

第
１

５
７
条

 
計

画
担

当
介

護
支

援
専

門
員

は
、
第
１
４
８
条
に
規
定
す
る
業
務
の

ほ
か

、
次
に

掲
げ

る
業

務
を

行
う

も
の

と
す
る
。
 

第
１
５
７
条
 
計
画
担
当
介

護
支

援
専

門
員

は
、

第
１

４
８

条
に

規
定

す
る

業
務

の

ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業

務
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

（
１

）
～
（

４
）

 
（

略
）
 

（
１
）
～
（
４
）
 

（
略
）
 

（
５

）
 
第

１
４

７
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時

間
、

そ
の
際

の
入

所
者

の
心

身
の

状
況

並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記

録
を

行
う
こ

と
。

 

（
５
）
 
第
１
４
７
条
第
５
項
に
規
定
す
る
 
 
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時

間
、
そ
の
際
の
入
所
者

の
心

身
の

状
況

並
び

に
緊

急
や

む
を

得
な

い
理

由
を

記

録
す
る
 
 
こ
と
。
 

（
６

）
 
第

１
６

７
条

に
お

い
て

準
用

す
る

第
３
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
苦

情
の

内
容
等

の
記

録
を

行
う

こ
と

。
 

（
６
）
 
第
１
６
７
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
３
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
苦

情
の
内
容
等
を
記
録
す
る
 
 
こ
と
。
 

（
７

）
 
第

１
６

５
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て

採
つ

た
処
置

に
つ

い
て

の
記

録
を

行
う

こ
と
。
 

（
７
）
 
第
１
６
５
条
第
３
項
に
規
定
す
る
 
 
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て

採
つ
た
処
置
に
つ
い
て
 
 
記
録
す
る
 
 
こ
と
。
 

（
協

力
医
療

機
関

等
）
 

（
協
力
病
院
 
 
 
 
等
）
 

第
１

６
２
条

 
指

定
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉
施
設
は
、
入
所
者
の
病
状
の
急
変

等
に
備
え
る
た
め
 
 
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
協
力

医
療

機
関
（

第
３

号
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た

す
協
力
医
療
機
関
に
あ
つ
て
は
、
病

院
に

限
る
。

）
を

定
め

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

複
数

の
医
療

機
関

を
協

力
医

療
機

関
と

し
て

定
め
る
こ
と
に
よ
り
当
該
各
号
に
掲

げ
る

要
件
を

満
た

す
こ

と
が

で
き

る
。
 

（
１

）
 
入

所
者

の
病

状
が

急
変

し
た

場
合

等
に
お
い
て
医
師
又
は
看
護
職
員
が

相
談

対
応
を

行
う

体
制

を
、

常
時

確
保

し
て
い
る
こ
と
。
 

第
１
６
２
条
 
指
定
地
域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

は
、

入
院

治
療

を
必

要
と

す

る
入
所
者
の
た
め
に
、

あ
ら

か
じ

め
、

協
力

病
院

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

（
新
設
）
 

（
２

）
 
当

該
指

定
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉
施
設
か
ら
の
診
療
の
求
め
が
あ

（
新
設
）
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す
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を
定
め
る
条
例
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対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

つ
た

場
合
に

お
い

て
診

療
を

行
う

体
制

を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。
 

（
３

）
 
入

所
者

の
病

状
が

急
変

し
た

場
合

等
に
お
い
て
、
当
該
指
定
地
域
密
着

型
介

護
老
人

福
祉

施
設

の
医

師
又

は
協

力
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
の
医

師
が

診
療
を

行
い

、
入

院
を

要
す

る
と

認
め
ら
れ
た
入
所
者
の
入
院
を
原
則
と

し
て

受
け
入

れ
る

体
制

を
確

保
し

て
い

る
こ
と
。
 

（
新
設
）
 

２
 

指
定
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

は
、
１
年
に
１
回
以
上
、
協
力
医
療
機

関
と

の
間
で

、
入

所
者

の
病

状
が

急
変

し
た

場
合
等
の
対
応
を
確
認
す
る
と
と
も

に
、

協
力
医

療
機

関
の

名
称

等
を

町
長

に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

３
 

指
定
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

は
、
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の

間
で

、
新
感

染
症

の
発

生
時

等
の

対
応

を
取

り
決
め
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
 

（
新
設
）
 

４
 

指
定
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
指

定
医

療
機
関

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、
当

該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の

間
で

、
新
感

染
症

の
発

生
時

等
の

対
応

に
つ

い
て
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
新
設
）
 

５
 

指
定
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

は
、
入
所
者
が
協
力
医
療
機
関
そ
の
他

の
医

療
機
関

に
入

院
し

た
後

に
、

当
該

入
所

者
の
病
状
が
軽
快
し
、
退
院
が
可
能

と
な

つ
た
場

合
に

お
い

て
は

、
再

び
当

該
指

定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

に
速

や
か
に

入
所

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

６
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記
録
の
整
備
）
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及
び
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営
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関
す
る
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を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
１

６
６
条

 
（

略
）
 

第
１
６
６
条
 
（
略
）
 

２
 

指
定
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

は
、
入
所
者
に
対
す
る
指
定
地
域
密
着

型
介

護
老
人

福
祉

施
設

入
所

者
生

活
介

護
の
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を

整
備

し
、
そ

の
完

結
の

日
か

ら
２

年
間

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

指
定
地
域
密
着
型
介
護

老
人

福
祉

施
設

は
、

入
所

者
に

対
す

る
指

定
地

域
密

着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設

入
所

者
生

活
介

護
の

提
供

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
記

録
を

整
備
し
、
そ
の
完
結
の

日
か

ら
２

年
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

（
２

）
 
第

１
４

５
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の

内
容

等
の
記

録
 

（
２
）
 
第
１
４
５
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の

内
容
等
の
記
録
 

（
３

）
 
第

１
４

７
条

第
５

項
の

記
録

に
よ

る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時

間
、

そ
の
際

の
入

所
者

の
心

身
の

状
況

並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記

録
 

（
３
）
 
第
１
４
７
条
第
５
項
に
規
定
す
る
 
 
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時

間
、
そ
の
際
の
入
所
者

の
心

身
の

状
況

並
び

に
緊

急
や

む
を

得
な

い
理

由
の

記

録
 

（
４

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
８

条
の
規
定
に
よ
る
町
へ
の
通
知
に
係

る
記

録
 

（
４
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
８
条
に
規
定
す
る
 
 
町
へ
の
通
知
に
係

る
記
録
 

（
５

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

３
８

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内

容
等

の
記
録
 

（
５
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
３
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
苦
情
の
内

容
等
の
記
録
 

（
６

）
 
前

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
る

事
故

の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
つ
た

処
置

に
つ
い

て
の

記
録
 

（
６
）
 
前
条
第
３
項
に
規
定
す
る
 
 
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
つ
た

処
置
に
つ
い
て
の
記
録
 

（
７

）
 
（

略
）

 
（
７
）
 
（
略
）
 

（
準

用
）
 

（
準
用
）
 

第
１

６
７
条

 
第

９
条

、
第

１
０

条
、

第
１

２
条
、
第
１
３
条
、
第
２
２
条
、
第
２

８
条

、
第
３

２
条

の
２

、
第

３
４

条
、

第
３
６
条
、
第
３
８
条
、
第
４
０
条
の

２
、

第
４
１

条
、

第
５

９
条

の
１

１
、

第
５
９
条
の
１
５
、
第
５
９
条
の
１
７
第

第
１
６
７
条
 
第
９
条
、
第

１
０

条
、

第
１

２
条

、
第

１
３

条
、

第
２

２
条

、
第

２

８
条
、
第
３
２
条
の
２

、
第

３
４

条
、

第
３

６
条

、
第

３
８

条
、

第
４

０
条

の

２
、
第
４
１
条
、
第
５

９
条

の
１

１
、

第
５

９
条

の
１

５
及

び
第

５
９

条
の

１
７
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営
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す
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を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

１
項

か
ら
第

４
項

ま
で

及
び

第
９

７
条

の
２

の
規
定
は
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護

老
人

福
祉
施

設
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
９
条
第
１
項
中

「
第

３
１
条

に
規

定
す

る
運

営
規

程
」

と
あ

る
の
は
「
運
営
規
程
（
第
１
５
８
条

に
規

定
す
る

重
要

事
項

に
関

す
る

規
程

を
い

う
。
第
３
４
条
第
１
項
に
お
い
て
同

じ
。

）
」
と

、
同

項
、

第
３

２
条

の
２

第
２

項
、
第
３
４
条
第
１
項
並
び
に
第
４

０
条

の
２
第

１
号

及
び

第
３

号
中

「
定

期
巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従

業
者

」
と
あ

る
の

は
「

従
業

者
」

と
、

第
１

３
条
第
１
項
中
「
指
定
定
期
巡
回
・

随
時

対
応
型

訪
問

介
護

看
護

の
提

供
の

開
始

に
際
し
、
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
の

際
に

」
と
、

同
条

第
２

項
中

「
指

定
居

宅
介

護
支
援
が
利
用
者
に
対
し
て
行
わ
れ

て
い

な
い
等

の
場

合
で

あ
つ

て
必

要
と

認
め

る
と
き
は
、
要
介
護
認
定
」
と
あ
る

の
は

「
要
介

護
認

定
」

と
、

第
５

９
条

の
１

１
第
２
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の

は
「

第
８
章

第
４

節
」

と
、

第
５

９
条

の
１

７
第
１
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介

護
に

つ
い
て

知
見

を
有

す
る

者
」

と
あ

る
の

は
「
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

設
入

所
者
生

活
介

護
に

つ
い

て
知

見
を

有
す

る
者
」
と
、
「
６
月
」
と
あ
る
の
は

「
２

月
」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

第
１
項
か
ら
第
４
項
ま
で
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 の

規
定
は
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施
設
に
つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

９
条

第
１

項
中

「
第
３
１
条
に
規
定
す

る
運

営
規

程
」

と
あ

る
の

は
「

運
営

規
程

（
第

１
５

８
条

に
規
定
す
る
重
要
事
項

に
関

す
る

規
程

を
い

う
。

第
３

４
条

第
１

項
に

お
い

て
同

じ
。
）
」
と
、
同
項
、

第
３

２
条

の
２

第
２

項
、

第
３

４
条

第
１

項
並

び
に

第
４

０
条
の
２
第
１
号
及
び

第
３

号
中

「
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
従

業
者
」
と
あ
る
の
は
「

従
業

者
」

と
、

第
１

３
条

第
１

項
中

「
指

定
定

期
巡

回
・

随
時
対
応
型
訪
問
介
護

看
護

の
提

供
の

開
始

に
際

し
、

」
と

あ
る

の
は

「
入

所
の

際
に
」
と
、
同
条
第
２

項
中

「
指

定
居

宅
介

護
支

援
が

利
用

者
に

対
し

て
行

わ
れ

て
い
な
い
等
の
場
合
で

あ
つ

て
必

要
と

認
め

る
と

き
は

、
要

介
護

認
定

」
と

あ
る

の
は
「
要
介
護
認
定
」

と
、

第
５

９
条

の
１

１
第

２
項

中
「

こ
の

節
」

と
あ

る
の

は
「
第
８
章
第
４
節
」

と
、

第
５

９
条

の
１

７
第

１
項

中
「

地
域

密
着

型
通

所
介

護
に
つ
い
て
知
見
を
有

す
る

者
」

と
あ

る
の

は
「

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
入
所
者
生
活
介
護
に

つ
い

て
知

見
を

有
す

る
者

」
と

、
「

６
月

」
と

あ
る

の
は

「
２
月
」
と
読
み
替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

（
勤

務
体
制

の
確

保
等

）
 

（
勤
務
体
制
の
確
保
等

）
 

第
１

７
７
条

 
（

略
）
 

第
１
７
７
条
 
（
略
）
 

２
～

４
 
（

略
）

 
２
～
４
 
（
略
）
 

５
 

ユ
ニ
ッ

ト
型

指
定

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福
祉
施
設
の
管
理
者
は
、
ユ
ニ
ッ
ト

型
施

設
の
管

理
等

に
係

る
研

修
を

受
講

す
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

６
 

（
略
）
 

５
 

（
略
）
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改
正

後
 

改
正

前
 

（
準

用
）
 

（
準
用
）
 

第
１

７
９
条

 
第

９
条

、
第

１
０

条
、

第
１

２
条
、
第
１
３
条
、
第
２
２
条
、
第
２

８
条

、
第
３

２
条

の
２

、
第

３
４

条
、

第
３
６
条
、
第
３
８
条
、
第
４
０
条
の

２
、

第
４
１

条
、

第
５

９
条

の
１

１
、

第
５
９
条
の
１
５
、
第
５
９
条
の
１
７
第

１
項

か
ら
第

４
項

ま
で

、
第

９
７

条
の

２
、
第
１
４
３
条
か
ら
第
１
４
５
条
ま

で
、

第
１
４

８
条

、
第

１
５

１
条

、
第

１
５

３
条
か
ら
第
１
５
７
条
ま
で
及
び
第

１
６

１
条
か

ら
第

１
６

６
条

ま
で

の
規

定
は

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介

護
老

人
福
祉

施
設

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
９
条
第
１
項

中
「

第
３
１

条
に

規
定

す
る

運
営

規
程

」
と

あ
る
の
は
「
運
営
規
程
（
第
１
７
６

条
に

規
定
す

る
重

要
事

項
に

関
す

る
規

程
を

い
う
。
第
３
４
条
第
１
項
に
お
い
て

同
じ

。
）
」

と
、

同
項

、
第

３
２

条
の

２
第

２
項
、
第
３
４
条
第
１
項
並
び
に
第

４
０

条
の
２

第
１

号
及

び
第

３
号

中
「

定
期

巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

従
業

者
」
と

あ
る

の
は

「
従

業
者

」
と

、
第

１
３
条
第
１
項
中
「
指
定
定
期
巡

回
・

随
時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

の
提

供
の

開
始
に
際
し
、
」
と
あ
る
の
は
「
入

居
の

際
に
」

と
、

同
条

第
２

項
中

「
指

定
居

宅
介
護
支
援
が
利
用
者
に
対
し
て
行

わ
れ

て
い
な

い
等

の
場

合
で

あ
つ

て
必

要
と

認
め
る
と
き
は
、
要
介
護
認
定
」
と

あ
る

の
は
「

要
介

護
認

定
」

と
、

第
５

９
条

の
１
１
第
２
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ

る
の

は
「
第

８
章

第
５

節
」

と
、

第
５

９
条

の
１
７
第
１
項
中
「
地
域
密
着
型
通

所
介

護
に
つ

い
て

知
見

を
有

す
る

者
」

と
あ

る
の
は
「
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

祉
施

設
入
所

者
生

活
介

護
に

つ
い

て
知

見
を

有
す
る
者
」
と
、
「
６
月
」
と
あ
る

の
は

「
２
月

」
と

、
第

１
５

７
条

中
「

第
１

４
８
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
７
９

条
に

お
い
て

準
用

す
る

第
１

４
８

条
」

と
、

同
条
第
５
号
中
「
第
１
４
７
条
第
５

第
１
７
９
条
 
第
９
条
、
第

１
０

条
、

第
１

２
条

、
第

１
３

条
、

第
２

２
条

、
第

２

８
条
、
第
３
２
条
の
２
、
第

３
４

条
、

第
３

６
条

、
第

３
８

条
、

第
４

０
条

の

２
、
第
４
１
条
、
第
５
９
条

の
１

１
、

第
５

９
条

の
１

５
、

第
５

９
条

の
１

７
第

１
項
か
ら
第
４
項
ま
で
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
１
４
３
条
か
ら
第
１
４
５
条
ま

で
、
第
１
４
８
条
、
第

１
５

１
条

、
第

１
５

３
条

か
ら

第
１

５
７

条
ま

で
及

び
第

１
６
１
条
か
ら
第
１
６

６
条

ま
で

の
規

定
は

、
ユ

ニ
ッ

ト
型

指
定

地
域

密
着

型
介

護
老
人
福
祉
施
設
に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

第
９

条
第

１
項

中
「
第
３
１
条
に
規
定

す
る

運
営

規
程

」
と

あ
る

の
は

「
運

営
規

程
（

第
１

７
６

条
に
規
定
す
る
重
要
事

項
に

関
す

る
規

程
を

い
う

。
第

３
４

条
第

１
項

に
お

い
て

同
じ
。
）
」
と
、
同
項

、
第

３
２

条
の

２
第

２
項

、
第

３
４

条
第

１
項

並
び

に
第

４
０
条
の
２
第
１
号
及

び
第

３
号

中
「

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

従
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
従

業
者

」
と

、
第

１
３

条
第

１
項

中
「

指
定

定
期

巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問

介
護

看
護

の
提

供
の

開
始

に
際

し
、

」
と

あ
る

の
は

「
入

居
の
際
に
」
と
、
同
条

第
２

項
中

「
指

定
居

宅
介

護
支

援
が

利
用

者
に

対
し

て
行

わ
れ
て
い
な
い
等
の
場

合
で

あ
つ

て
必

要
と

認
め

る
と

き
は

、
要

介
護

認
定

」
と

あ
る
の
は
「
要
介
護
認

定
」

と
、

第
５

９
条

の
１

１
第

２
項

中
「

こ
の

節
」

と
あ

る
の
は
「
第
８
章
第
５

節
」

と
、

第
５

９
条

の
１

７
第

１
項

中
「

地
域

密
着

型
通

所
介
護
に
つ
い
て
知
見

を
有

す
る

者
」

と
あ

る
の

は
「

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施
設
入
所
者
生
活
介

護
に

つ
い

て
知

見
を

有
す

る
者

」
と

、
「

６
月

」
と

あ
る

の
は
「
２
月
」
と
、
第

１
５

７
条

中
「

第
１

４
８

条
」

と
あ

る
の

は
「

第
１

７
９

条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
１

４
８

条
」

と
、

同
条

第
５

号
中

「
第

１
４

７
条

第
５
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新
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表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

項
」

と
あ
る

の
は

「
第

１
７

２
条

第
７

項
」

と
、
同
条
第
６
号
中
「
第
１
６
７

条
」

と
あ
る

の
は

「
第

１
７

９
条

」
と

、
同

条
第
７
号
中
「
第
１
６
５
条
第
３

項
」

と
あ
る

の
は

「
第

１
７

９
条

に
お

い
て

準
用
す
る
第
１
６
５
条
第
３
項
」

と
、

第
１
６

６
条

第
２

項
第

２
号

中
「

第
１

４
５
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

１
７

９
条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

１
４

５
条

第
２
項
」
と
、
同
項
第
３
号
中
「
第

１
４

７
条
第

５
項

」
と

あ
る

の
は

「
第

１
７

２
条
第
７
項
」
と
、
同
項
第
４
号
、

第
５

号
及
び

第
７

号
中

「
次

条
」

と
あ

る
の

は
「
第
１
７
９
条
」
と
、
同
項
第
６

号
中

「
前
条

第
３

項
」

と
あ

る
の

は
「

第
１

７
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第

３
項

」
と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。
 

項
」
と
あ
る
の
は
「
第

１
７

２
条

第
７

項
」

と
、

同
条

第
６

号
中

「
第

１
６

７

条
」
と
あ
る
の
は
「
第

１
７

９
条

」
と

、
同

条
第

７
号

中
「

第
１

６
５

条
第

３

項
」
と
あ
る
の
は
「
第

１
７

９
条

に
お

い
て

準
用

す
る

第
１

６
５

条
第

３
項

」

と
、
第
１
６
６
条
第
２

項
第

２
号

中
「

第
１

４
５

条
第

２
項

」
と

あ
る

の
は

「
第

１
７
９
条
に
お
い
て
準

用
す

る
第

１
４

５
条

第
２

項
」

と
、

同
項

第
３

号
中

「
第

１
４
７
条
第
５
項
」
と

あ
る

の
は

「
第

１
７

２
条

第
７

項
」

と
、

同
項

第
４

号
、

第
５
号
及
び
第
７
号
中

「
次

条
」

と
あ

る
の

は
「

第
１

７
９

条
」

と
、

同
項

第
６

号
中
「
前
条
第
３
項
」

と
あ

る
の

は
「

第
１

７
９

条
に

お
い

て
準

用
す

る
前

条
第

３
項
」
と
読
み
替
え
る

も
の

と
す

る
。
 

（
従

業
者
の

員
数

等
）
 

（
従
業
者
の
員
数
等
）
 

第
１

８
１
条

 
（

略
）
 

第
１
８
１
条
 
（
略
）
 

２
～

６
 
（

略
）

 
２
～
６
 
（
略
）
 

７
 

指
定
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業
所
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲

げ
る

施
設
等

が
併

設
さ

れ
て

い
る

場
合

に
お
い
て
、
前
各
項
に
定
め
る
人
員
に
関

す
る

基
準
を

満
た

す
看

護
小

規
模

多
機

能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
置
く
ほ
か
、
当

該
各

号
に
掲

げ
る

施
設

等
の

人
員

に
関

す
る
基
準
を
満
た
す
従
業
者
を
置
い
て
い

る
と

き
は
、

当
該

看
護

小
規

模
多

機
能

型
居
宅
介
護
従
業
者
は
、
当
該
各
号
に
掲

げ
る

施
設
等

の
職

務
に

従
事

す
る

こ
と

が
で
き
る
。
 

７
 

指
定
看
護
小
規
模
多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
に

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

掲

げ
る
施
設
等
が
併
設
さ

れ
て

い
る

場
合

に
お

い
て

、
前

各
項

に
定

め
る

人
員

に
関

す
る
基
準
を
満
た
す
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

従
業

者
を

置
く

ほ
か

、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
施
設

等
の

人
員

に
関

す
る

基
準

を
満

た
す

従
業

者
を

置
い

て
い

る
と
き
は
、
当
該
看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
従

業
者

は
、

当
該

各
号

に
掲

げ
る
施
設
等
の
職
務
に

従
事

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
１

）
～
（

３
）

 
（

略
）
 

（
１
）
～
（
３
）
 

（
略
）
 

（
削

除
）
 

（
４
）
 
指
定
介
護
療
養
型

医
療

施
設

（
医

療
法

第
７

条
第

２
項

第
４

号
に

規
定

す
る
療
養
病
床
を
有
す

る
診

療
所

で
あ

る
も

の
に

限
る

。
）
 

- 72 -



江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
４

）
 
（

略
）

 
（
５
）
 
（
略
）
 

８
～

１
４
 

（
略

）
 

８
～
１
４
 

（
略
）
 

（
管

理
者
）
 

（
管
理
者
）
 

第
１

８
２
条

 
指

定
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
看
護
小
規

模
多

機
能
型

居
宅

介
護

事
業

所
ご

と
に

専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理

者
を

置
か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、
当
該
管
理
者
は
、
指
定
看
護
小
規
模

多
機

能
型
居

宅
介

護
事

業
所

の
管

理
上

支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
看
護
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
他
の
事
業
所
、
施
設
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
職
務
に
従
事
す
る

こ
と

が
で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

第
１
８
２
条
 
指
定
看
護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

者
は

、
指

定
看

護
小

規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所
ご

と
に

専
ら

そ
の

職
務

に
従

事
す

る
常

勤
の

管
理

者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

た
だ

し
、

当
該

管
理

者
は

、
指

定
看

護
小

規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

の
管

理
上

支
障

が
な

い
場

合
は

、
当

該
指

定
看

護
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
所

の
他

の
職

務
に

従
事

し
、

又
は

同
一

敷
地

内
に

あ
る
他
の
事
業
所
、
施

設
等

若
し

く
は

当
該

指
定

看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事
業
所
に
併
設
す
る

前
条

第
７

項
各

号
に

掲
げ

る
施

設
等

の
職

務
に

従
事

す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る

。
 

２
・

３
 
（

略
）

 
２
・
３
 
（
略
）
 

（
指

定
看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

具
体
的
取
扱
方
針
）
 

（
指
定
看
護
小
規
模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

具
体

的
取

扱
方

針
）

 

第
１

８
７
条

 
指

定
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅
介
護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と

こ
ろ

に
よ
る

も
の

と
す

る
。
 

第
１
８
７
条
 
指
定
看
護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

の
方

針
は

、
次

に
掲

げ
る

と

こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す

る
。
 

（
１

）
 
指

定
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護
は
、
利
用
者
が
住
み
慣
れ
た
地

域
で

の
生
活

を
継

続
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ
う
、
利
用
者
の
病
状
、
心
身
の
状

況
、

希
望
及

び
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
を
踏
ま
え
て
、
通
い
サ
ー
ビ
ス
、
訪

問
サ

ー
ビ
ス

及
び

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

を
柔

軟
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
当

該
利

用
者
の

居
宅

に
お

い
て

、
又

は
サ

ー
ビ
ス
の
拠
点
に
通
わ
せ
、
若
し
く
は

短
期

間
宿
泊

さ
せ

、
日

常
生

活
上

の
世

話
及
び
機
能
訓
練
並
び
に
療
養
上
の
世

（
１
）
 
指
定
看
護
小
規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

は
、

利
用

者
が

住
み

慣
れ

た
地

域
で
の
生
活
を
継
続

す
る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

利
用

者
の

病
状

、
心

身
の

状

況
、
希
望
及
び
そ
の

置
か
れ

て
い

る
環

境
を

踏
ま

え
て

、
通

い
サ

ー
ビ

ス
、

訪

問
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿

泊
サ
ー

ビ
ス

を
柔

軟
に

組
み

合
わ

せ
る

こ
と

に
よ

り
、

療

養
上
の
管
理
の
下
で
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

話
又

は
必
要

な
診

療
の

補
助

を
妥

当
適

切
に
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
妥
当
適
切
に
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
２

）
～
（

６
）

 
（

略
）
 

（
２
）
～
（
６
）
 

（
略
）
 

（
７

）
 
指

定
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の

適
正

化
を
図

る
た

め
、

次
に

掲
げ

る
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ア
 

身
体
的

拘
束

等
の

適
正

化
の

た
め

の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ

電
話

装
置
等

を
活

用
し

て
行

う
こ

と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
３
月
に

１
回

以
上
開

催
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果
に
つ
い
て
、
看
護
小
規
模
多
機

能
型

居
宅
介

護
従

業
者

に
周

知
徹

底
を

図
る
こ
と
。
 

イ
 

身
体
的

拘
束

等
の

適
正

化
の

た
め

の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。
 

ウ
 

看
護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適

正
化

の
た
め

の
研

修
を

定
期

的
に

実
施

す
る
こ
と
。
 

（
新
設
）
 

（
８

）
 
（

略
）

 
（
７
）
 
（
略
）
 

（
９

）
 
（

略
）

 
（
８
）
 
（
略
）
 

（
１

０
）
 
（
略

）
 

（
９
）
 
（
略
）
 

（
１

１
）
 
（
略

）
 

（
１
０
）
 

（
略
）
 

（
１

２
）
 
（
略

）
 

（
１
１
）
 

（
略
）
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記
録
の
整
備
）
 

第
１

９
１
条

 
（

略
）
 

第
１
９
１
条
 
（
略
）
 

２
 

指
定
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
看

護
小

規
模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

提
供

に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、

そ
の

完
結
の

日
か

ら
２

年
間

保
存

し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

指
定
看
護
小
規
模
多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

者
は

、
利

用
者

に
対

す
る

指
定

看

護
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介

護
の

提
供

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
記

録
を

整
備

し
、

そ
の
完
結
の
日
か
ら
２

年
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 

（
略
）
 

（
３

）
 
第

１
８

７
条

第
６

号
の

規
定

に
よ

る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時

間
、

そ
の
際

の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記

録
 

（
３
）
 
第
１
８
７
条
第
６
号
に
規
定
す
る
 
 
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時

間
、
そ
の
際
の
利
用
者

の
心

身
の

状
況

並
び

に
緊

急
や

む
を

得
な

い
理

由
の

記

録
 

（
４

）
・
（

５
）

 
（

略
）
 

（
４
）
・
（
５
）
 

（
略
）
 

（
６

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
０

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た

具
体

的
な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

等
の

記
録
 

（
６
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
提
供
し
た

具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の

内
容

等
の

記
録
 

（
７

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
８

条
の
規
定
に
よ
る
町
へ
の
通
知
に
係

る
記

録
 

（
７
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
８
条
に
規
定
す
る
 
 
町
へ
の
通
知
に
係

る
記
録
 

（
８

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

３
８

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内

容
等

の
記
録
 

（
８
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
３
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
苦
情
の
内

容
等
の
記
録
 

（
９

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

４
０

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状

況
及

び
事
故

に
際

し
て

採
つ

た
処

置
に

つ
い
て
の
記
録
 

（
９
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
事
故
の
状

況
及
び
事
故
に
際
し
て

採
つ

た
処

置
に

つ
い

て
の

記
録
 

（
１

０
）
 
（
略

）
 

（
１
０
）
 

（
略
）
 

（
準

用
）
 

（
準
用
）
 

第
１

９
２
条

 
第

９
条

か
ら

第
１

３
条

ま
で

、
第
２
０
条
、
第
２
２
条
、
第
２
８

条
、

第
３
２

条
の

２
、

第
３

４
条

か
ら

第
３
８
条
ま
で
、
第
４
０
条
か
ら
第
４
１

条
ま

で
、
第

５
９

条
の

１
１

、
第

５
９

条
の
１
３
、
第
５
９
条
の
１
６
、
第
５
９

条
の

１
７
、

第
７

９
条

か
ら

第
８

２
条

ま
で
、
第
８
５
条
か
ら
第
８
７
条
ま
で
、

第
８

９
条
、

第
９

０
条

、
第

９
２

条
か

ら
第
９
６
条
ま
で
及
び
第
９
７
条
及
び
第

９
７

条
の
２

の
規

定
は

、
指

定
看

護
小

規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
に
つ
い

第
１
９
２
条
 
第
９
条
か
ら

第
１

３
条

ま
で

、
第

２
０

条
、

第
２

２
条

、
第

２
８

条
、
第
３
２
条
の
２
、

第
３

４
条

か
ら

第
３

８
条

ま
で

、
第

４
０

条
か

ら
第

４
１

条
ま
で
、
第
５
９
条
の

１
１

、
第

５
９

条
の

１
３

、
第

５
９

条
の

１
６

、
第

５
９

条
の
１
７
、
第
７
９
条

か
ら

第
８

２
条

ま
で

、
第

８
５

条
か

ら
第

８
７

条
ま

で
、

第
８
９
条
、
第
９
０
条
、
第
９
２
条
か
ら
第
９
６
条
ま
で
及
び
第
９
７
条
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
は
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
に
つ
い
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

て
準

用
す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

第
９

条
第
１
項
中
「
第
３
１
条
に
規
定
す

る
運

営
規
程

」
と

あ
る

の
は

「
運

営
規

程
（

第
１
９
２
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

９
２

条
に
規

定
す

る
重

要
事

項
に

関
す

る
規

程
を
い
う
。
第
３
４
条
第
１
項
に
お

い
て

同
じ
。

）
」

と
、

同
項

、
第

３
２

条
の

２
第
２
項
、
第
３
４
条
第
１
項
並
び

に
第

４
０
条

の
２

第
１

号
及

び
第

３
号

中
「

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護

看
護

従
業
者

」
と

あ
る

の
は

「
看

護
小

規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、

第
５

９
条
の

１
１

第
２

項
中

「
こ

の
節

」
と

あ
る
の
は
「
第
９
章
第
４
節
」
と
、

第
５

９
条
の

１
３

第
３

項
及

び
第

４
項

並
び

に
第
５
９
条
の
１
６
第
２
項
第
１
号

及
び

第
３
号

中
「

地
域

密
着

型
通

所
介

護
従

業
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模

多
機

能
型
居

宅
介

護
従

業
者

」
と

、
第

５
９

条
の
１
７
第
１
項
中
「
地
域
密
着
型

通
所

介
護
に

つ
い

て
知

見
を

有
す

る
者

」
と

あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模
多
機
能
型

居
宅

介
護
に

つ
い

て
知

見
を

有
す

る
者

」
と

、
「
６
月
」
と
あ
る
の
は
「
２
月
」

と
、

「
活
動

状
況

」
と

あ
る

の
は

「
通

い
サ

ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

回
数

等
の
活

動
状

況
」

と
、

第
７

９
条

中
「

第
７
４
条
第
１
２
項
」
と
あ
る
の
は

「
第

１
８
１

条
第

１
３

項
」

と
、

第
８

１
条

及
び
第
８
９
条
中
「
小
規
模
多
機
能

型
居

宅
介
護

従
業

者
」

と
あ

る
の

は
「

看
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業

者
」

と
、
第

９
７

条
中

「
第

８
４

条
第

６
項

」
と
あ
る
の
は
「
第
１
８
１
条
第
７

項
各

号
」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に

お
い

て
、

第
９

条
第

１
項

中
「

第
３

１
条

に
規

定
す

る
運
営
規
程
」
と
あ
る

の
は

「
運

営
規

程
（

第
１

９
２

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

９
２
条
に
規
定
す
る
重

要
事

項
に

関
す

る
規

程
を

い
う

。
第

３
４

条
第

１
項

に
お

い
て
同
じ
。
）
」
と
、

同
項

、
第

３
２

条
の

２
第

２
項

、
第

３
４

条
第

１
項

並
び

に
第
４
０
条
の
２
第
１

号
及

び
第

３
号

中
「

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護
従
業
者
」
と
あ
る

の
は

「
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

従
業

者
」

と
、

第
５
９
条
の
１
１
第
２

項
中

「
こ

の
節

」
と

あ
る

の
は

「
第

９
章

第
４

節
」

と
、

第
５
９
条
の
１
３
第
３

項
及

び
第

４
項

並
び

に
第

５
９

条
の

１
６

第
２

項
第

１
号

及
び
第
３
号
中
「
地
域

密
着

型
通

所
介

護
従

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
看

護
小

規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
従

業
者

」
と

、
第

５
９

条
の

１
７

第
１

項
中

「
地

域
密

着
型

通
所
介
護
に
つ
い
て
知

見
を

有
す

る
者

」
と

あ
る

の
は

「
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅
介
護
に
つ
い
て
知

見
を

有
す

る
者

」
と

、
「

６
月

」
と

あ
る

の
は

「
２

月
」

と
、
「
活
動
状
況
」
と

あ
る

の
は

「
通

い
サ

ー
ビ

ス
及

び
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

回
数
等
の
活
動
状
況
」

と
、

第
７

９
条

中
「

第
７

４
条

第
１

２
項

」
と

あ
る

の
は

「
第
１
８
１
条
第
１
３

項
」

と
、

第
８

１
条

及
び

第
８

９
条

中
「

小
規

模
多

機
能

型
居
宅
介
護
従
業
者
」

と
あ

る
の

は
「

看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
従

業

者
」
と
、
第
９
７
条
中

「
第

８
４

条
第

６
項

」
と

あ
る

の
は

「
第

１
８

１
条

第
７

項
各
号
」
と
読
み
替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

（
電

磁
的
記

録
等

）
 

（
電
磁
的
記
録
等
）
 

第
１

９
３
条

 
指

定
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

事
業
者
及
び
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
の

提
供
に

当
た

る
者

は
、

作
成

、
保

存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う

ち
、

こ
の
条

例
の

規
定

に
お

い
て

書
面

（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、

第
１
９
３
条
 
指
定
地
域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
及

び
指

定
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ

ス
の
提
供
に
当
た
る
者

は
、

作
成

、
保

存
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
の

う

ち
、
こ
の
条
例
の
規
定

に
お

い
て

書
面

（
書

面
、

書
類

、
文

書
、

謄
本

、
抄

本
、
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

正
本

、
副
本

、
複

本
そ

の
他

文
字

、
図

形
等

人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と

が
で

き
る
情

報
が

記
載

さ
れ

た
紙

そ
の

他
の

有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て

同
じ
。

）
で

行
う

こ
と

が
規

定
さ

れ
て

い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
１

２
条

第
１
項

（
第

５
９

条
、

第
５

９
条

の
２

０
、
第
５
９
条
の
２
０
の
３
、
第
５

９
条

の
３
８

、
第

７
２

条
、

第
９

９
条

、
第

１
１
９
条
、
第
１
３
９
条
、
第
１
６

７
条

、
第
１

７
９

条
及

び
前

条
に

お
い

て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
１
０

６
条

第
１
項

、
第

１
２

６
条

第
１

項
及

び
第

１
４
５
条
第
１
項
（
第
１
７
９
条
に

お
い

て
準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
並

び
に

次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

正
本
、
副
本
、
複
本
そ

の
他

文
字

、
図

形
等

人
の

知
覚

に
よ

つ
て

認
識

す
る

こ
と

が
で
き
る
情
報
が
記
載

さ
れ

た
紙

そ
の

他
の

有
体

物
を

い
う

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て
同
じ
。
）
で
行
う

こ
と

が
規

定
さ

れ
て

い
る

又
は

想
定

さ
れ

る
も

の
（

第
１

２
条
第
１
項
（
第
５
９

条
、

第
５

９
条

の
２

０
、

第
５

９
条

の
２

０
の

３
、

第
５

９
条
の
３
８
、
第
７
２

条
、

第
９

９
条

、
第

１
１

９
条

、
第

１
３

９
条

、
第

１
６

７
条
、
第
１
７
９
条
及

び
前

条
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

、
第

１
０

６
条
第
１
項
、
第
１
２

６
条

第
１

項
及

び
第

１
４

５
条

第
１

項
（

第
１

７
９

条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含

む
。

）
並

び
に

次
項

に
規

定
す

る
も

の
を

除
く

。
）

に
つ
い
て
は
、
書
面
に

代
え

て
、

当
該

書
面

に
係

る
電

磁
的

記
録

（
電

子
的

方

式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
人

の
知

覚
に

よ
つ

て
は

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
方

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で

あ
つ

て
、

電
子

計
算

機
に

よ
る

情
報

処
理

の
用

に
供

さ
れ

る
も
の
を
い
う
。
）
に

よ
り

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

附
 

則
 

附
 

則
 

（
経

過
措
置

）
 

（
経
過
措
置
）
 

第
１
０
条
 

一
般
病
床
、
精
神
病
床
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令

の
整

理
に
関

す
る

政
令

（
平

成
２

３
年

政
令

第
３
７
５
号
）
第
１
条
の
規
定
に
よ

る
改

正
前
の

介
護

保
険

法
施

行
令

（
平

成
１

０
年
政
令
第
４
１
２
号
）
第
４
条
第

２
項

に
規
定

す
る

病
床

に
係

る
も

の
に

限
る

。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
１
２
条

第
１
０
条
 

一
般
病
床
、
精

神
病

床
（

健
康

保
険

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

附

則
第
１
３
０
条
の
２
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

な
お

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
さ

れ
た
健
康
保
険
法
等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

一
部

の
施

行
に

伴
う

関
係

政
令

の
整
理
に
関
す
る
政
令

（
平

成
２

３
年

政
令

第
３

７
５

号
）

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改
正
前
の
介
護
保
険

法
施

行
令

（
平

成
１

０
年

政
令

第
４

１
２

号
）

第
４

条
第

２
項
に
規
定
す
る
病
床

に
係

る
も

の
に

限
る

。
以

下
こ

の
条

及
び

附
則

第
１

２
条
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

に
お

い
て
同

じ
。

）
又

は
療

養
病

床
を

有
す

る
病
院
の
一
般
病
床
、
精
神
病
床
又

は
療

養
病
床

を
令

和
６

年
３

月
３

１
日

ま
で

の
間
に
転
換
（
当
該
病
院
の
一
般
病

床
、

精
神
病

床
又

は
療

養
病

床
の

病
床

数
を

減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
病
院

の
施

設
を
介

護
老

人
保

健
施

設
、

軽
費

老
人

ホ
ー
ム
（
老
人
福
祉
法
第
２
０
条
の

６
に

規
定
す

る
軽

費
老

人
ホ

ー
ム

を
い

う
。

以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
要
介
護

者
、

要
支
援

者
そ

の
他

の
者

を
入

所
さ

せ
、

又
は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用

に
供

す
る
こ

と
を

い
う

。
）

し
、

指
定

地
域

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
開
設

し
よ

う
と
す

る
場

合
に

お
い

て
、

当
該

転
換

に
係
る
食
堂
及
び
機
能
訓
練
室
に
つ

い
て

は
、
第

１
４

２
条

第
１

項
第

７
号

ア
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
食
堂
は
１
平

方
メ

ー
ト
ル

に
入

所
定

員
を

乗
じ

て
得

た
面

積
以
上
を
有
し
、
機
能
訓
練
室
は
４

０
平

方
メ
ー

ト
ル

以
上

の
面

積
を

有
し

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
食
事
の

提
供

又
は
機

能
訓

練
を

行
う

場
合

に
お

い
て

、
当
該
食
事
の
提
供
又
は
機
能
訓
練

に
支

障
が
な

い
広

さ
を

確
保

す
る

こ
と

が
で

き
る
と
き
は
、
同
一
の
場
所
と
す
る

こ
と

が
で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
療

養
病

床
を

有
す

る
病

院
の

一
般

病
床

、
精

神
病

床
又

は
療
養
病
床
を
令
和
６

年
３

月
３

１
日

ま
で

の
間

に
転

換
（

当
該

病
院

の
一

般
病

床
、
精
神
病
床
又
は
療

養
病

床
の

病
床

数
を

減
少

さ
せ

る
と

と
も

に
、

当
該

病
院

の
施
設
を
介
護
老
人
保

健
施

設
、

軽
費

老
人

ホ
ー

ム
（

老
人

福
祉

法
第

２
０

条
の

６
に
規
定
す
る
軽
費
老

人
ホ

ー
ム

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

そ
の

他
の

要
介

護

者
、
要
支
援
者
そ
の
他

の
者

を
入

所
さ

せ
、

又
は

入
居

さ
せ

る
た

め
の

施
設

の
用

に
供
す
る
こ
と
を
い
う

。
）

し
、

指
定

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
を

開
設

し
よ
う
と
す
る
場
合
に

お
い

て
、

当
該

転
換

に
係

る
食

堂
及

び
機

能
訓

練
室

に
つ

い
て
は
、
第
１
４
２
条

第
１

項
第

７
号

ア
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
食

堂
は

１
平

方
メ
ー
ト
ル
に
入
所
定

員
を

乗
じ

て
得

た
面

積
以

上
を

有
し

、
機

能
訓

練
室

は
４

０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

の
面

積
を

有
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
食

事
の

提
供
又
は
機
能
訓
練
を

行
う

場
合

に
お

い
て

、
当

該
食

事
の

提
供

又
は

機
能

訓
練

に
支
障
が
な
い
広
さ
を

確
保

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
き

は
、

同
一

の
場

所
と

す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る

。
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【
別
記
1
】
 

 

改
正

後
 

(
1
)
 
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業

所
に
中

欄
に

掲
げ

る
施

設
等

の
い

ず

れ
か

が
併
設

さ
れ

て
い

る
場

合
 

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定

施
設

、
指

定
地

域
密

着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
又
は
介
護
医
療
院
 

介
護

職
員
 

(
2
)
 
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業

所
の
同

一
敷

地
内

に
中

欄
に

掲
げ

る

施
設

等
の
い

ず
れ

か
が

あ
る

場
合

 

(
1
)
の
項
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
事
業
所
、
指
定
定
期
巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介

護
事

業
所

又
は

指
定

認

知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
 

看
護

師
又
は

准
看

護
師
 

 

改
正

前
 

(
1
)
 
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業

所
に
中

欄
に

掲
げ

る
施

設
等

の
い

ず

れ
か

が
併
設

さ
れ

て
い

る
場

合
 

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定

施
設

、
指

定
地

域
密

着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健

施
設

、
指

定
介

護
療

養

型
医
療
施
設
（
医
療
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
２
０
５
号
）
第
７
条
第

２
項

第
４

号
に

規
定

す

る
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
介
護
医

療
院
 

介
護

職
員
 

(
2
)
 
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業

所
の
同

一
敷

地
内

に
中

欄
に

掲
げ

る

施
設

等
の
い

ず
れ

か
が

あ
る

場
合

 

(
1
)
の
項
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
事
業
所
、
指
定
定
期
巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介

護
事

業
所

又
は

指
定

認

知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
 

看
護

師
又
は

准
看

護
師
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
管

理
者
）
 

（
管
理
者
）
 

第
６

条
 
単

独
型

・
併

設
型

指
定

介
護

予
防

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、

単
独

型
・
併

設
型

指
定

介
護

予
防

認
知

症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら

そ
の

職
務
に

従
事

す
る

常
勤

の
管

理
者

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該

管
理
者

は
、

単
独

型
・

併
設

型
指

定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事

業
所

の
管
理

上
支

障
が

な
い

場
合

は
、

当
該
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
他

の
事
業

所
、

施
設

等
の

職
務

に
従

事
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

第
６
条
 
単
独
型
・
併
設
型

指
定

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

事
業

者
は

、

単
独
型
・
併
設
型
指
定

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

事
業

所
ご

と
に

専
ら

そ
の
職
務
に
従
事
す
る

常
勤

の
管

理
者

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

当
該
管
理
者
は
、
単
独

型
・

併
設

型
指

定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
事

業
所
の
管
理
上
支
障
が

な
い

場
合

は
、

当
該

単
独

型
・

併
設

型
指

定
介

護
予

防
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護

事
業

所
の

他
の

職
務

に
従

事
し

、
又

は
同

一
敷

地
内

に
あ

る
他
の
事
業
所
、
施
設

等
の

職
務

に
従

事
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

（
従

業
者
の

員
数

）
 

（
従
業
者
の
員
数
）
 

第
８

条
 
指

定
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
基

準
条
例

第
１

０
１

条
第

１
項

に
規

定
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
事

業
所
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
若

し
く

は
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共

同
生

活
介
護

事
業

所
（

第
７

１
条

第
１

項
に

規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型

共
同
生

活
介

護
事

業
所

を
い

う
。

次
条

第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
居
間

若
し

く
は
食

堂
又

は
指

定
地

域
密

着
型

特
定

施
設
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

基
準

条
例
第

１
２

０
条

第
１

項
に

規
定

す
る

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
を
い

う
。

次
条
第

１
項

及
び

第
４

４
条

第
６

項
第

２
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は

指
定

地
域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

（
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例

第
１

４
０
条

第
１

項
に

規
定

す
る

指
定

地
域

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
い

う
。

次
条
第

１
項

及
び

第
４

４
条

第
６

項
第

３
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
食
堂
若

第
８
条
 
指
定
認
知
症
対
応

型
共

同
生

活
介

護
事

業
所

（
指

定
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ

ス
基
準
条
例
第
１
０
０
条
第

１
項

に
規

定
す

る
指

定
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
事
業
所
を
い
う
。
以

下
同

じ
。

）
若

し
く

は
指

定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
共

同
生
活
介
護
事
業
所
（

第
７

１
条

第
１

項
に

規
定

す
る

指
定

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型
共
同
生
活
介
護
事

業
所

を
い

う
。

次
条

第
１

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

居
間

若
し
く
は
食
堂
又
は
指

定
地

域
密

着
型

特
定

施
設

（
指

定
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

基
準
条
例
第
１
２
０
条

第
１

項
に

規
定

す
る

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
を

い

う
。
次
条
第
１
項
及
び

第
４

４
条

第
６

項
第

２
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

若
し

く
は

指
定
地
域
密
着
型
介
護

老
人

福
祉

施
設

（
指

定
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

基
準

条
例

第
１
４
０
条
第
１
項
に

規
定

す
る

指
定

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
を

い

う
。
次
条
第
１
項
及
び

第
４

４
条

第
６

項
第

３
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
食

堂
若
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

し
く

は
共
同

生
活

室
に

お
い

て
、

こ
れ

ら
の

事
業
所
又
は
施
設
（
第
１
０
条
第
１

項
に

お
い
て

「
本

体
事

業
所

等
」

と
い

う
。

）
の
利
用
者
、
入
居
者
又
は
入
所
者

と
と

も
に
行

う
指

定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
通
所
介
護
（
以
下
「
共
用
型
指
定

介
護

予
防
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
」

と
い

う
。
）
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下

「
共

用
型
指

定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
通

所
介
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当

該
事

業
を
行

う
事

業
所

（
以

下
「

共
用

型
指

定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
事

業
所
」

と
い

う
。

）
に

置
く

べ
き

従
業

者
の
員
数
は
、
当
該
利
用
者
、
当
該

入
居

者
又
は

当
該

入
所

者
の

数
と

当
該

共
用

型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

所
介

護
の
利

用
者

（
当

該
共

用
型

指
定

介
護

予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業

者
が

共
用
型

指
定

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

事
業
者
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
基

準
条
例

第
６

１
条

第
１

項
に

規
定

す
る

共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
事

業
者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
の

指
定

を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
共
用
型
指

定
介

護
予
防

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

の
事

業
と
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通

所
介

護
（
同

項
に

規
定

す
る

共
用

型
指

定
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
い
う
。
以

下
同

じ
。
）

の
事

業
と

が
同

一
の

事
業

所
に

お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る

場
合

に
あ
つ

て
は

、
当

該
事

業
所

に
お

け
る

共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
通

所
介
護

又
は

共
用

型
指

定
認

知
症

対
応

型
通
所
介
護
の
利
用
者
。
次
条
第
１

項
に

お
い
て

同
じ

。
）

の
数

を
合

計
し

た
数

に
つ
い
て
、
第
７
１
条
又
は
指
定
地

域
密

着
型
サ

ー
ビ

ス
基

準
条

例
第

１
０

１
条

、
第
１
２
１
条
若
し
く
は
第
１
４
１

条
の

規
定
を

満
た

す
た

め
に

必
要

な
数

以
上

と
す
る
。
 

し
く
は
共
同
生
活
室
に

お
い

て
、

こ
れ

ら
の

事
業

所
又

は
施

設
（

第
１

０
条

第
１

項
に
お
い
て
「
本
体
事

業
所

等
」

と
い

う
。

）
の

利
用

者
、

入
居

者
又

は
入

所
者

と
と
も
に
行
う
指
定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
（

以
下

「
共

用
型

指
定

介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
通

所
介

護
」

と
い

う
。

）
の

事
業

を
行

う
者

（
以

下

「
共
用
型
指
定
介
護
予

防
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
事

業
者

」
と

い
う

。
）

が
当

該
事
業
を
行
う
事
業
所

（
以

下
「

共
用

型
指

定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
事
業
所
」
と
い
う
。

）
に

置
く

べ
き

従
業

者
の

員
数

は
、

当
該

利
用

者
、

当
該

入
居
者
又
は
当
該
入
所

者
の

数
と

当
該

共
用

型
指

定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
通

所
介
護
の
利
用
者
（
当

該
共

用
型

指
定

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

事
業

者
が
共
用
型
指
定
認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

事
業

者
（

指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
基
準
条
例
第
６
１
条

第
１

項
に

規
定

す
る

共
用

型
指

定
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
事
業
者
を
い
う
。
以

下
同

じ
。

）
の

指
定

を
併

せ
て

受
け

、
か

つ
、

共
用

型
指

定
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型

通
所

介
護

の
事

業
と

共
用

型
指

定
認

知
症

対
応

型
通

所
介
護
（
同
項
に
規
定

す
る

共
用

型
指

定
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
を

い
う

。
以

下
同
じ
。
）
の
事
業
と

が
同

一
の

事
業

所
に

お
い

て
一

体
的

に
運

営
さ

れ
て

い
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
事

業
所

に
お

け
る

共
用

型
指

定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
通
所
介
護
又
は
共
用

型
指

定
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
の

利
用

者
。

次
条

第
１

項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
数

を
合

計
し

た
数

に
つ

い
て

、
第

７
１

条
又

は
指

定
地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基

準
条

例
第

１
０

１
条

、
第

１
２

１
条

若
し

く
は

第
１

４
１

条
の
規
定
を
満
た
す
た

め
に

必
要

な
数

以
上

と
す

る
。
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
利

用
定
員

等
）

 
（
利
用
定
員
等
）
 

第
９

条
 
（

略
）

 
第
９
条
 
（
略
）
 

２
 

共
用
型

指
定

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス

（
法
第

４
１

条
第

１
項

に
規

定
す

る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
、
指

定
地

域
密
着

型
サ

ー
ビ

ス
（

法
第

４
２

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密

着
型

サ
ー
ビ

ス
を

い
う

。
）

、
指

定
居

宅
介
護
支
援
（
法
第
４
６
条
第
１
項
に
規

定
す

る
指
定

居
宅

介
護

支
援

を
い

う
。

）
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
５

３
条

第
１
項

に
規

定
す

る
指

定
介

護
予

防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
、
指
定
地
域
密

着
型

介
護
予

防
サ

ー
ビ

ス
若

し
く

は
指

定
介
護
予
防
支
援
（
法
第
５
８
条
第
１
項

に
規

定
す
る

指
定

介
護

予
防

支
援

を
い

う
。
）
の
事
業
又
は
介
護
保
険
施
設
（
法

第
８

条
第
２

４
項

に
規

定
す

る
介

護
保

険
施
設
を
い
う
。
）
若
し
く
は
健
康
保
険

法
等

の
一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

１
８

年
法
律
第
８
３
号
）
第
２
６
条
の
規

定
に

よ
る
改

正
前

の
法

第
４

８
条

第
１

項
第

３
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療
養
型

医
療
施
設
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
運
営
（
第
４
４
条
第
７
項
及
び
第
７
１
条
第
９
項
に
お

い
て

「
指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

等
」

と
い

う
。
）
に
つ
い
て
３
年
以
上
の
経
験

を
有

す
る
者

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

２
 

共
用
型
指
定
介
護
予
防

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

事
業

者
は

、
指

定
居

宅
サ

ー

ビ
ス
（
法
第
４
１
条
第
１
項

に
規

定
す

る
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
を

い
う

。
）

、
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（

法
第

４
２

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
指

定
地

域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）

、
指

定
居

宅
介

護
支

援
（

法
第

４
６

条
第

１
項

に
規

定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援

を
い

う
。

）
、

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

（
法

第
５

３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指

定
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
を

い
う

。
）

、
指

定
地

域
密

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若

し
く

は
指

定
介

護
予

防
支

援
（

法
第

５
８

条
第

１
項

に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防

支
援

を
い

う
。

）
の

事
業

又
は

介
護

保
険

施
設

（
法

第
８
条
第
２
４
項
に
規
定
す

る
介

護
保

険
施

設
を

い
う

。
）

若
し

く
は

指
定

介
護

療
養
型
医
療
施
設
（
健

康
保

険
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

１
８

年
法

律
第
８
３
号
）
附
則
第

１
３

０
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
な

お
そ

の
効

力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

同
法

第
２

６
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

法
第

４
８

条
第

１
項
第
３
号
に
規
定
す

る
指

定
介

護
療

養
型

医
療

施
設

を
い

う
。

第
４

４
条

第
６

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
運
営
（
同
条
 
 
 
 
第
７
項
及
び
第
７
１
条
第
９
項
に
お

い
て
「
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス

事
業

等
」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
３

年
以

上
の

経
験

を
有
す
る
者
で
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
管

理
者
）
 

（
管
理
者
）
 

第
１

０
条
 

共
用

型
指

定
介

護
予

防
認

知
症

対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
共
用
型

指
定

介
護
予

防
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事

第
１
０
条
 

共
用
型
指
定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
事

業
者

は
、

共
用

型

指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応

型
通

所
介

護
事

業
所

ご
と

に
専

ら
そ

の
職

務
に

従
事
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

す
る

常
勤
の

管
理

者
を

置
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
当
該
管
理
者
は
、

共
用

型
指
定

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い

場
合

は
、
当

該
共

用
型

指
定

介
護

予
防

認
知

症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の

職
務
に
従
事
し
、
又
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 他

の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従

事
す

る
こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
ほ

か
、

当
該
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他
の

本
体
事

業
所

等
の

職
務

に
従

事
す

る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

す
る
常
勤
の
管
理
者
を

置
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
当

該
管

理
者

は
、

共
用
型
指
定
介
護
予
防

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

事
業

所
の

管
理

上
支

障
が

な
い

場
合
は
、
当
該
共
用
型

指
定

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

事
業

所
の

他
の

職
務
に
従
事
し
、
又
は

同
一

敷
地

内
に

あ
る

他
の

事
業

所
、

施
設

等
の

職
務

に
従

事
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の

と
す

る
ほ

か
、

当
該

共
用

型
指

定
介

護
予

防
認

知
症

対
応
型
通
所
介
護
事
業

所
の

他
の

職
務

に
従

事
し

、
か

つ
、

同
一

敷
地

内
に

あ
る

他
の
本
体
事
業
所
等
の

職
務

に
従

事
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

（
内

容
及
び

手
続

の
説

明
及

び
同

意
）
 

（
内
容
及
び
手
続
の
説

明
及

び
同

意
）
 

第
１

１
条
 

（
略

）
 

第
１
１
条
 

（
略
）
 

２
 

指
定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
事
業
者
は
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の

家
族

か
ら
の

申
出

が
あ

つ
た

場
合

に
は

、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付
に
代

え
て

、
第
５

項
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
当
該
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の

承
諾

を
得
て

、
当

該
文

書
に

記
す

べ
き

重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る

方
法
そ

の
他

の
情

報
通

信
の

技
術

を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る

も
の

（
以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

電
磁

的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当
該
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

所
介

護
事
業

者
は

、
当

該
文

書
を

交
付

し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

２
 

指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応

型
通

所
介

護
事

業
者

は
、

利
用

申
込

者
又

は
そ

の

家
族
か
ら
の
申
出
が
あ

つ
た

場
合

に
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
文

書
の

交
付

に
代

え
て
、
第
５
項
で
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

利
用

申
込

者
又

は
そ

の
家

族
の

承
諾
を
得
て
、
当
該
文

書
に

記
す

べ
き

重
要

事
項

を
電

子
情

報
処

理
組

織
を

使
用

す
る
方
法
そ
の
他
の
情

報
通

信
の

技
術

を
利

用
す

る
方

法
で

あ
つ

て
次

に
掲

げ
る

も
の
（
以
下
こ
の
条
に

お
い

て
「

電
磁

的
方

法
」

と
い

う
。

）
に

よ
り

提
供

す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
指

定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
通

所
介
護
事
業
者
は
、
当

該
文

書
を

交
付

し
た

も
の

と
み

な
す

。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

（
２

）
 
電

磁
的

記
録

媒
体

（
電

磁
的

記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

（
２
）
 
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、

シ
ー

・
デ

ィ
ー

・
ロ

ム
そ

の
他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
方
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差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

他
人

の
知
覚

に
よ

つ
て

は
認

識
す

る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ

つ
て
、

電
子

計
算

機
に

よ
る

情
報

処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

第
９

１
条
第

１
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
を
も
つ

て
調

製
す
る

フ
ァ

イ
ル

に
前

項
に

規
定

す
る
重
要
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交

付
す

る
方
法
 

法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
を
も
つ

て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
前

項
に

規
定

す
る

重
要

事
項

を
記

録
し

た
も

の
を

交

付
す
る
方
法
 

３
～

６
 
（

略
）

 
３
～
６
 
（
略
）
 

（
掲

示
）
 

（
掲
示
）
 

第
３

２
条
 

指
定

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防

認
知

症
対
応

型
通

所
介

護
事

業
所

の
見

や
す
い
場
所
に
、
運
営
規
程
の
概
要
、
介

護
予

防
認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

従
業

者
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者

の
サ

ー
ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ
る
重
要
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
単

に
「
重

要
事

項
」

と
い

う
。

）
を

掲
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
３
２
条
 

指
定
介
護
予
防

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

事
業

者
は

、
指

定
介

護
予

防

認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
事

業
所

の
見

や
す

い
場

所
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
介

護
予
防
認
知
症
対
応
型

通
所

介
護

従
業

者
の

勤
務

の
体

制
そ

の
他

の
利

用
申

込
者

の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
重
要

事
項

を
記
載

し
た

書
面

を
当

該
指

定
介

護
予

防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所

に
備

え
付
け

、
か

つ
、

こ
れ

を
い

つ
で

も
関

係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り

、
前
項

の
規

定
に

よ
る

掲
示

に
代

え
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 

指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応

型
通

所
介

護
事

業
者

は
、

前
項

に
規

定
す

る
重

要

事
項
を
記
載
し
た
書
面

を
当

該
指

定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
事

業
所

に
備
え
付
け
、
か
つ
、

こ
れ

を
い

つ
で

も
関

係
者

に
自

由
に

閲
覧

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り
、
同
項
の
規
定
に

よ
る

掲
示

に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

３
 

指
定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事

項
を

ウ
ェ
ブ

サ
イ

ト
に

掲
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記
録
の
整
備
）
 

第
４

０
条
 

（
略

）
 

第
４
０
条
 

（
略
）
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差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

２
 

指
定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定

介
護

予
防
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
の

提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備

し
、

そ
の
完

結
の

日
か

ら
５

年
間

保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応

型
通

所
介

護
事

業
者

は
、

利
用

者
に

対
す

る
指

定

介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
通

所
介

護
の

提
供

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
記

録
を

整
備

し
、
そ
の
完
結
の
日
か

ら
５

年
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

（
２

）
 
第

２
１

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内

容
等

の
記
録
 

（
２
）
 
第
２
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内

容
等
の
記
録
 

（
３

）
 
第

４
２

条
第

１
１

号
の

規
定

に
よ

る
身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用
者
の
行

動
を

制
限
す

る
行

為
（

以
下

「
身

体
的

拘
束
等
」
と
い
う
。
）
の
態
様
及
び
時

間
、

そ
の
際

の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記

載
 

（
新
設
）
 

（
４

）
 
第

２
４

条
の

規
定

に
よ

る
町

へ
の

通
知
に
係
る
記
録
 

（
３
）
 
第
２
４
条
に
規
定
す
る
 
 
町
へ
の
通
知
に
係
る
記
録
 

（
５

）
 
第

３
６

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

苦
情
の
内
容
等
の
記
録
 

（
４
）
 
第
３
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
苦
情
の
内
容
等
の
記
録
 

（
６

）
 
第

３
７

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採

つ
た

処
置
に

つ
い

て
の

記
録
 

（
５
）
 
第
３
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採

つ
た
処
置
に
つ
い
て
の

記
録
 

（
７

）
 
（

略
）

 
（
６
）
 
（
略
）
 

（
指

定
介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

の
具
体
的
取
扱
方
針
）
 

（
指
定
介
護
予
防
認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

の
具

体
的

取
扱

方
針

）
 

第
４

２
条
 

指
定

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

通
所
介
護
の
方
針
は
、
第
４
条
に
規
定

す
る

基
本
方

針
及

び
前

条
に

規
定

す
る

基
本
取
扱
方
針
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る

と
こ

ろ
に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

第
４
２
条
 

指
定
介
護
予
防

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

の
方

針
は

、
第

４
条

に
規

定

す
る
基
本
方
針
及
び
前

条
に

規
定

す
る

基
本

取
扱

方
針

に
基

づ
き

、
次

に
掲

げ
る

と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と

す
る

。
 

（
１

）
～
（

９
）

 
（

略
）
 

（
１
）
～
（
９
）
 

（
略
）
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防
サ
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護
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防
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た
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果
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な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
１

０
）
 
指
定

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
つ
て
は
、

当
該

利
用
者

又
は

他
の

利
用

者
等

の
生

命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や

む
を

得
な
い

場
合

を
除

き
、

身
体

的
拘

束
等
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

（
１

１
）
 
前
号

の
身

体
的

拘
束

等
を

行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、

そ
の

際
の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

並
び

に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

（
新
設
）
 

（
１

２
）
 
（
略

）
 

（
１
０
）
 

（
略
）
 

（
１

３
）
 
（
略

）
 

（
１
１
）
 

（
略
）
 

（
１

４
）
 
（
略

）
 

（
１
２
）
 

（
略
）
 

（
１

５
）
 
（
略

）
 

（
１
３
）
 

（
略
）
 

（
１

６
）
 
第
１

号
か

ら
第

１
４

号
ま

で
の
規
定
は
、
前
号
に
規
定
す
る
介
護
予

防
認

知
症
対

応
型

通
所

介
護

計
画

の
変

更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

（
１
４
）
 

第
１
号
か

ら
第

１
２

号
ま

で
の

規
定

は
、

前
号

に
規

定
す

る
介

護
予

防
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護

計
画

の
変

更
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

 

（
従

業
者
の

員
数

等
）
 

（
従
業
者
の
員
数
等
）
 

第
４

４
条
 

（
略

）
 

第
４
４
条
 

（
略
）
 

２
～

５
 
（

略
）

 
２
～
５
 
（
略
）
 

６
 

次
の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
場

合
に

お
い

て
、
前
各
項
に
定
め
る
人
員
に
関
す
る

基
準

を
満
た

す
介

護
予

防
小

規
模

多
機

能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
置
く
ほ
か
、
同

表
の

中
欄
に

掲
げ

る
施

設
等

の
人

員
に

関
す
る
基
準
を
満
た
す
従
業
者
を
置
い
て

い
る

と
き
は

、
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

当
該
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
従

業
者
は

、
同

表
の

中
欄

に
掲

げ
る

施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き

６
 

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ

る
場

合
に

お
い

て
、

前
各

項
に

定
め

る
人

員
に

関
す

る

基
準
を
満
た
す
介
護
予

防
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

従
業

者
を

置
く

ほ
か

、
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
施

設
等

の
人

員
に

関
す

る
基

準
を

満
た

す
従

業
者

を
置

い
て

い
る
と
き
は
、
同
表
の

右
欄

に
掲

げ
る

当
該

介
護

予
防

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
従
業
者
は
、
同
表
の

中
欄

に
掲

げ
る

施
設

等
の

職
務

に
従

事
す

る
こ

と
が

で
き
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営
並
び
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指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
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介
護
予

防
の
た
め
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な
支
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の
方
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関
す
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基
準
を
定
め
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条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

る
。
 

る
。
 

【
別
記
1
 
参
照
】
 

【
別
記
1
 
参
照
】
 

７
～

１
３
 

（
略

）
 

７
～
１
３
 

（
略
）
 

（
管

理
者
）
 

（
管
理
者
）
 

第
４

５
条
 

指
定

介
護

予
防

小
規

模
多

機
能

型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予

防
小

規
模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤

の
管

理
者
を

置
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た
だ
し
、
当
該
管
理
者
は
、
指
定
介
護

予
防

小
規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該

指
定

介
護
予

防
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又

は
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

第
４
５
条
 

指
定
介
護
予
防

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
者

は
、

指
定

介
護

予

防
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介

護
事

業
所

ご
と

に
専

ら
そ

の
職

務
に

従
事

す
る

常
勤

の
管
理
者
を
置
か
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
当

該
管

理
者

は
、

指
定

介
護

予
防
小
規
模
多
機
能
型

居
宅

介
護

事
業

所
の

管
理

上
支

障
が

な
い

場
合

は
、

当
該

指
定
介
護
予
防
小
規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
の

他
の

職
務

に
従

事
し

、
又

は
当
該
指
定
介
護
予
防

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

に
併

設
す

る
前

条
第

６
項
各
号
に
掲
げ
る
施

設
等

の
職

務
若

し
く

は
同

一
敷

地
内

の
指

定
定

期
巡

回
・

随
時
対
応
型
訪
問
介
護

看
護

事
業

所
（

指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
基

準
条

例
第

６
条
第
１
項
に
規
定
す

る
指

定
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
事

業
所

を
い
う
。
）
の
職
務
（

当
該

指
定

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

事
業

所
に
係
る
指
定
定
期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
事

業
者

（
同

項
に

規
定

す
る
指
定
定
期
巡
回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
事

業
者

を
い

う
。

）
が

、
指

定
夜
間
対
応
型
訪
問
介

護
事

業
者

（
指

定
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

基
準

条
例

第
４

７
条
第
１
項
に
規
定
す

る
指

定
夜

間
対

応
型

訪
問

介
護

事
業

者
を

い
う

。
）

、
指

定
訪
問
介
護
事
業
者
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

事
業

の
人

員
、

設
備

及
び

運
営

に
関
す
る
基
準
（
平
成

１
１

年
厚

生
省

令
第

３
７

号
。

以
下

「
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等
基
準
」
と
い
う
。

）
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

指
定

訪
問

介
護

事
業

者
を
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予

防
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た
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な
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援
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準
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定
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条
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新
旧
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照
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改
正

後
 

改
正

前
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

い
う
。
）
又
は
指
定
訪

問
看

護
事

業
者

（
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

基
準

第
６

０
条

第
１
項
に
規
定
す
る
指

定
訪

問
看

護
事

業
者

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
指

定
を

併
せ
て
受
け
、
一
体
的

な
運

営
を

行
つ

て
い

る
場

合
に

は
、

こ
れ

ら
の

事
業

に
係

る
職
務
を
含
む
。
）
に

従
事

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 

２
・

３
 
（

略
）

 
２
・
３
 
（
略
）
 

（
登

録
定
員

及
び

利
用

定
員

）
 

（
登
録
定
員
及
び
利
用

定
員

）
 

第
４

７
条
 

（
略

）
 

第
４
７
条
 

（
略
）
 

２
 

指
定
介

護
予

防
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護
事
業
所
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
内

に
お

い
て
、

通
い

サ
ー

ビ
ス

及
び

宿
泊

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
定
員
（
当
該
指
定
介
護

予
防

小
規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
ご
と
の
１
日
当
た

り
の

利
用
者

の
数

の
上

限
を

い
う

。
以

下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
定
め
る

も
の

と
す
る

。
 

２
 

指
定
介
護
予
防
小
規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
は

、
次

に
掲

げ
る

範
囲

内

に
お
い
て
、
通
い
サ
ー

ビ
ス

及
び

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
定

員
（

当
該

指
定

介
護

予
防
小
規
模
多
機
能
型

居
宅

介
護

事
業

所
に

お
け

る
サ

ー
ビ

ス
ご

と
の

１
日

当
た

り
の
利
用
者
の
数
の
上

限
を

い
う

。
以

下
こ

の
章

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
定

め
る

も
の
と
す
る
。
 

（
１

）
 
通

い
サ

ー
ビ

ス
 
登
録

定
員

の
２
分
の
１
か
ら
１
５
人
（
登
録
定
員
が

２
５

人
を
超

え
る

指
定

介
護

予
防

小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
あ
つ

て
は

登
録
定

員
に

応
じ

て
、

次
の

表
に

定
め
る
利
用
定
員
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指

定
介

護
予
防

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事
業
所
に
あ
つ
て
は
、
１
２
人
）
ま

で
 

（
１
）
 
通
い
サ
ー
ビ
ス
 
登
録
定
員
の
２
分
の
１
か
ら
１
５
人
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指

定
介
護
予
防
小
規
模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

に
あ

つ
て

は
、

１
２

人
）

ま

で
 

【
別
記
2
 
参
照
】
 

【
別
記
2
 
参
照
】
 

（
２

）
 
（

略
）

 
（
２
）
 
（
略
）
 

（
身

体
的
拘

束
等

の
禁

止
）
 

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁

止
）
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び
に
指
定
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域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
５

３
条
 

指
定

介
護

予
防

小
規

模
多

機
能

型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予

防
小

規
模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

提
供

に
当
た
つ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の

利
用

者
等
の

生
命

又
は

身
体

を
保

護
す

る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除

き
、
身
体
的
拘
束
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
５
３
条
 

指
定
介
護
予
防

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
者

は
、

指
定

介
護

予

防
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介

護
の

提
供

に
当

た
つ

て
は

、
当

該
利

用
者

又
は

他
の

利
用
者
等
の
生
命
又
は

身
体

を
保

護
す

る
た

め
緊

急
や

む
を

得
な

い
場

合
を

除

き
、
身
体
的
拘
束
そ
の

他
利

用
者

の
行

動
を

制
限

す
る

行
為

（
以

下
「

身
体

的
拘

束
等
」
と
い
う
。
）
を

行
つ

て
は

な
ら

な
い

。
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

３
 

指
定
介

護
予

防
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適

正
化

を
図
る

た
め

、
次

に
掲

げ
る

措
置

を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１

）
 
身

体
的

拘
束

等
の

適
正

化
の

た
め

の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

ビ
電

話
装
置

等
を

活
用

し
て

行
う

こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
３
月
に

１
回

以
上
開

催
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
従

業
員

に
周
知

徹
底

を
図

る
こ

と
。

 

（
２

）
 
身

体
的

拘
束

等
の

適
正

化
の

た
め

の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。
 

（
３

）
 
介

護
職

員
そ

の
他

の
従

業
者

に
対

し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た

め
の

研
修
を

定
期

的
に

実
施

す
る

こ
と

。
 

（
新
設
）
 

（
利

用
者
の

安
全

並
び

に
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に

資
す

る
方
策

を
検

討
す

る
た

め
の

委
員

会
の

設
置
）
 

第
６

３
条
の

２
 
指

定
介
護

予
防

小
規

模
多

機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
当
該
指

定
介

護
予
防

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所
に
お
け
る
業
務
の
効
率
化
、
介

護
サ

ー
ビ
ス

の
質

の
向

上
そ

の
他

の
生

産
性

の
向
上
に
資
す
る
取
組
の
促
進
を
図

る
た

め
、
当

該
指

定
介

護
予

防
小

規
模

待
機

脳
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
お
け
る
利

（
新
設
）
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

用
者

の
安
全

並
び

に
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す

る
方

策
を
検

討
す

る
た

め
の

委
員

会
（

テ
レ

ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ

と
が

で
き
る

も
の

と
す

る
。

）
を

定
期

的
に

開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記
録
の
整
備
）
 

第
６

４
条
 

（
略

）
 

第
６
４
条
 

（
略
）
 

２
 

指
定
介

護
予

防
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指

定
介

護
予
防

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を

整
備

し
、
そ

の
完

結
の

日
か

ら
２

年
間

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

指
定
介
護
予
防
小
規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

者
は

、
利

用
者

に
対

す
る

指

定
介
護
予
防
小
規
模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

提
供

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
記

録
を

整
備
し
、
そ
の
完
結
の

日
か

ら
５

年
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 

（
略
）
 

（
３

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
１

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た

具
体

的
な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

等
の

記
録
 

（
３
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
提
供
し
た

具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の

内
容

等
の

記
録
 

（
４

）
 
第

５
３

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、

そ
の

際
の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

並
び

に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録
 

（
４
）
 
第
５
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、

そ
の
際
の
利
用
者
の
心

身
の

状
況

並
び

に
緊

急
や

む
を

得
な

い
理

由
の

記
録
 

（
５

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
４

条
の
規
定
に
よ
る
町
へ
の
通
知
に
係

る
記

録
 

（
５
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
４
条
に
規
定
す
る
 
 
町
へ
の
通
知
に
係

る
記
録
 

（
６

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

３
６

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内

容
等

の
記
録
 

（
６
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
３
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
苦
情
の
内

容
等
の
記
録
 

（
７

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

３
７

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状

況
及

び
事
故

に
際

し
て

採
つ

た
処

置
に

つ
い
て
の
記
録
 

（
７
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
３
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
事
故
の
状

況
及
び
事
故
に
際
し
て

採
つ

た
処

置
に

つ
い

て
の

記
録
 

（
８

）
 
（

略
）

 
（
８
）
 
（
略
）
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
管

理
者
）
 

（
管
理
者
）
 

第
７

２
条
 

指
定

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
共
同
生
活

住
居

ご
と
に

専
ら

そ
の

職
務

に
従

事
す

る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。
た
だ

し
、

当
該

管
理

者
は

、
共

同
生
活
住
居
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合

は
、
当
該
共
同
生
活
住
居
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
他

の
事
業
所
、
施
設
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
の

職
務
に

従
事

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す
る
。
 

第
７
２
条
 

指
定
介
護
予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

事
業

者
は

、
共

同
生

活

住
居
ご
と
に
専
ら
そ
の

職
務

に
従

事
す

る
常

勤
の

管
理

者
を

置
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
当
該

管
理

者
は

、
共

同
生

活
住

居
の

管
理

上
支

障
が

な
い

場
合

は
、
当
該
共
同
生
活
住

居
の

他
の

職
務

に
従

事
し

、
又

は
同

一
敷

地
内

に
あ

る
他

の
事
業
所
、
施
設
等
若

し
く

は
併

設
す

る
指

定
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
の
職
務
に
従
事
す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。
 

２
・

３
 
（

略
）

 
２
・
３
 
（
略
）
 

（
管

理
者
に

よ
る

管
理

）
 

（
管
理
者
に
よ
る
管
理

）
 

第
７

９
条
 

共
同

生
活

住
居

の
管

理
者

は
、

同
時
に
介
護
保
険
施
設
、
指
定
居
宅
サ

ー
ビ

ス
、
指

定
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
指

定
地

域
密
着

型
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
（

サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型

共
同
生

活
介

護
事

業
所

の
場

合
は

、
本
体
事
業
所
が
提
供
す
る
指
定
介
護
予

防
認

知
症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

を
除

く
。
）
の
事
業
を
行
う
事
業
所
、
病
院
、

診
療

所
又
は

社
会

福
祉

施
設

を
管

理
す

る
者
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当
該
共
同
生

活
住

居
の
管

理
上

支
障

が
な

い
場

合
は

、
こ

の
限
り
で
な
い
。
 

第
７
９
条
 

共
同
生
活
住
居

の
管

理
者

は
、

同
時

に
介

護
保

険
施

設
、

指
定

居
宅

サ

ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー

ビ
ス

、
指

定
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
若

し
く

は
指

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

ー
ビ

ス
（

サ
テ

ラ
イ

ト
型

指
定

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所

の
場

合
は

、
本

体
事

業
所

が
提

供
す

る
指

定
介

護
予

防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護

を
除

く
。

）
の

事
業

を
行

う
事

業
所

、
病

院
、

診
療
所
又
は
社
会
福
祉
施
設

を
管

理
す

る
者

で
あ

つ
て

は
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

こ
れ
ら
の
事
業
所
、
施
設
等

が
同

一
敷

地
内

に
あ

る
こ

と
等

に
よ

り
当

該
共

同
生

活
住
居
の
管
理
上
支
障

が
な

い
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

（
協

力
医
療

機
関

等
）
 

（
協
力
医
療
機
関
等
）
 

第
８

３
条
 

（
略

）
 

第
８
３
条
 

（
略
）
 

２
 

指
定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介
護
事
業
所
は
、
前
項
の
規
定
に
基

（
新
設
）
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差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

づ
き

協
力
医

療
機

関
を

定
め

る
に

当
た

つ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
協

力
医

療
機
関

を
定

め
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

（
１

）
 
利

用
者

の
病

状
が

急
変

し
た

場
合

等
に
お
い
て
医
師
又
は
看
護
職
員
が

相
談

対
応
を

行
う

体
制

を
、

常
時

確
保

し
て
い
る
こ
と
。
 

（
２

）
 
当

該
指

定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
か
ら
の
診

療
の

求
め
が

あ
つ

た
場

合
に

お
い

て
診

療
を
行
う
体
制
を
、
常
時
確
保
し
て
い

る
こ

と
。
 

３
 

指
定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介
護
事
業
者
は
、
１
年
に
１
回
以

上
、

協
力
医

療
機

関
と

の
間

で
、

利
用

者
の

病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
の
対
応
を

確
認

す
る
と

と
も

に
、

協
力

医
療

機
関

の
名

称
等
を
、
町
長
に
届
け
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
 

（
新
設
）
 

４
 

指
定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介
護
事
業
者
は
、
感
染
症
の
予
防
及

び
感

染
症
の

患
者

に
対

す
る

医
療

に
関

す
る

法
律
（
平
成
１
０
年
法
律
第
１
１
４

号
）

第
６
条

第
１

７
項

に
規

定
す

る
第

二
種

協
定
指
定
医
療
機
関
（
次
項
に
お
い

て
「

第
二
種

協
定

指
定

医
療

機
関

」
と

い
う

。
）
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
（
同

条
第

７
項
に

規
定

す
る

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等
感
染
症
、
同
条
第
８
項
に
規
定

す
る

指
定
感

染
症

又
は

同
条

第
９

項
に

規
定

す
る
新
感
染
症
を
い
う
。
次
項
に
お

い
て

同
じ
。

）
の

発
生

時
等

の
対

応
を

取
り

決
め
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。
 

（
新
設
）
 

５
 

指
定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介
護
事
業
者
は
、
協
力
医
療
機
関
が

第
二

種
協
定

指
定

医
療

機
関

で
あ

る
場

合
に

お
い
て
は
、
当
該
第
二
種
協
定
指
定

（
新
設
）
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

医
療

機
関
と

の
間

で
、

新
興

感
染

症
の

発
生

時
等
の
対
応
に
つ
い
て
協
議
を
行
わ

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

６
 

指
定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
が
協
力
医

療
機

関
そ
の

他
の

医
療

機
関

に
入

院
し

た
後

に
、
当
該
利
用
者
の
病
状
が
軽
快

し
、

退
院
が

可
能

と
な

つ
た

場
合

に
お

い
て

は
、
再
び
当
該
指
定
介
護
予
防
認
知

症
対

応
型
共

同
生

活
介

護
事

業
所

に
速

や
か

に
入
所
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
努

め
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
新
設
）
 

７
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

８
 

（
略
）
 

３
 

（
略
）
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記
録
の
整
備
）
 

第
８

５
条
 

（
略

）
 

第
８
５
条
 

（
略
）
 

２
 

指
定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る

指
定

介
護
予

防
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記

録
を

整
備
し

、
そ

の
完

結
の

日
か

ら
５

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
事

業
者

は
、

利
用

者
に

対
す

る

指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
の

提
供

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
記

録
を
整
備
し
、
そ
の
完

結
の

日
か

ら
５

年
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

（
２

）
 
第

７
６

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内

容
等

の
記
録
 

（
２
）
 
第
７
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内

容
等
の
記
録
 

（
３

）
 
第

７
８

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、

そ
の

際
の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

並
び

に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録
 

（
３
）
 
第
７
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、

そ
の
際
の
利
用
者
の
心

身
の

状
況

並
び

に
緊

急
や

む
を

得
な

い
理

由
の

記
録
 

（
４

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
４

条
の
規
定
に
よ
る
町
へ
の
通
知
に
係

（
４
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
４
条
に
規
定
す
る
 
 
町
へ
の
通
知
に
係

- 93 -



江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

る
記

録
 

る
記
録
 

（
５

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

３
６

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内

容
等

の
記
録
 

（
５
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
３
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
苦
情
の
内

容
等
の
記
録
 

（
６

）
 
次

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

３
７

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状

況
及

び
事
故

に
際

し
て

採
つ

た
処

置
に

つ
い
て
の
記
録
 

（
６
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
３
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
事
故
の
状

況
及
び
事
故
に
際
し
て

採
つ

た
処

置
に

つ
い

て
の

記
録
 

（
７

）
 
（

略
）

 
（
７
）
 
（
略
）
 

（
準

用
）
 

（
準
用
）
 

第
８

６
条
 

第
１

１
条

、
第

１
２

条
、

第
１

４
条
、
第
１
５
条
、
第
２
３
条
、
第
２

４
条

、
第
２

６
条

、
第

２
８

条
の

２
、

第
３
１
条
か
ら
第
３
４
条
ま
で
、
第
３
６

条
か

ら
第
３

９
条

ま
で

（
第

３
７

条
第

４
項
及
び
第
３
９
条
第
５
項
を
除

く
。
）
、
第
５
６
条
、
第
５
９
条
、
 
 
第
６
１
条
及
び
第
６
３
条
の
２
の
規
定

は
、

指
定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

こ
の
場

合
に

お
い

て
、

第
１

１
条

第
１

項
中
「
第
２
７
条
に
規
定
す
る
運
営

規
程

」
と
あ

る
の

は
「

運
営

規
程

（
第

８
０

条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る

規
程

を
い
う

。
第

３
２

条
第

１
項

に
お

い
て

同
じ
。
）
」
と
、
同
項
、
第
２
８
条

の
２

第
２
項

、
第

３
１

条
第

２
項

第
１

号
及

び
第
３
号
、
第
３
２
条
第
１
項
並
び

に
第

３
７
条

の
２

第
１

号
及

び
第

３
号

中
「

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

従
業

者
」
と

あ
る

の
は

「
介

護
従

業
者

」
と

、
第
２
６
条
第
２
項
中
「
こ
の
節
」

と
あ

る
の
は

「
第

４
章

第
４

節
」

と
、

第
３

９
条
第
１
項
中
「
介
護
予
防
認
知
症

対
応

型
通
所

介
護

に
つ

い
て

知
見

を
有

す
る

者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
認
知

第
８
６
条
 

第
１
１
条
、
第

１
２

条
、

第
１

４
条

、
第

１
５

条
、

第
２

３
条

、
第

２

４
条
、
第
２
６
条
、
第
２
８

条
の

２
、

第
３

１
条

か
ら

第
３

４
条

ま
で

、
第

３
６

条
か
ら
第
３
９
条
ま
で
（
第

３
７

条
第

４
項

及
び

第
３

９
条

第
５

項
を

除

く
。
）
、
第
５
６
条
、
第
５
９
条
及
び
第
６
１
条
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定

は
、
指
定
介
護
予
防
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
の

事
業

に
つ

い
て

準
用

す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、

第
１

１
条

第
１

項
中

「
第

２
７

条
に

規
定

す
る

運
営

規
程
」
と
あ
る
の
は
「

運
営

規
程

（
第

８
０

条
に

規
定

す
る

重
要

事
項

に
関

す
る

規
程
を
い
う
。
第
３
２

条
第

１
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

」
と

、
同

項
、

第
２

８
条

の
２
第
２
項
、
第
３
１

条
第

２
項

第
１

号
及

び
第

３
号

、
第

３
２

条
第

１
項

並
び

に
第
３
７
条
の
２
第
１

号
及

び
第

３
号

中
「

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

従
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
介

護
従

業
者

」
と

、
第

２
６

条
第

２
項

中
「

こ
の

節
」

と
あ
る
の
は
「
第
４
章

第
４

節
」

と
、

第
３

９
条

第
１

項
中

「
介

護
予

防
認

知
症

対
応
型
通
所
介
護
に
つ

い
て

知
見

を
有

す
る

者
」

と
あ

る
の

は
「

介
護

予
防

認
知
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

症
対

応
型
共

同
生

活
介

護
に

つ
い

て
知

見
を

有
す
る
者
」
と
、
「
６
月
」
と
あ
る

の
は

「
２
月

」
と

、
第

５
６

条
中

「
介

護
予

防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業

者
」

と
あ
る

の
は

「
介

護
従

業
者

」
と

、
第

５
９
条
中
「
指
定
介
護
予
防
小
規
模

多
機

能
型
居

宅
介

護
事

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共

同
生

活
介
護

事
業

者
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す
る
。
 

症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
に

つ
い

て
知

見
を

有
す

る
者

」
と

、
「

６
月

」
と

あ
る

の
は
「
２
月
」
と
、
第

５
６

条
中

「
介

護
予

防
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

従
業

者
」
と
あ
る
の
は
「
介

護
従

業
者

」
と

、
第

５
９

条
中

「
指

定
介

護
予

防
小

規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
指

定
介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
共

同
生
活
介
護
事
業
者
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。
 

（
電

磁
的
記

録
等

）
 

（
電
磁
的
記
録
等
）
 

第
９

１
条
 

指
定

地
域

密
着

型
介

護
予

防
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
地
域
密
着
型

介
護

予
防
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
る

者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る

も
の
の

う
ち

、
こ

の
条

例
の

規
定

に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、

謄
本

、
抄
本

、
正

本
、

副
本

、
複

本
そ

の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
つ
て

認
識

す
る
こ

と
が

で
き

る
情

報
が

記
載

さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以

下
こ

の
条
に

お
い

て
同

じ
。

）
で

行
う

こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ

る
も

の
（
第

１
４

条
第

１
項

（
第

６
５

条
及
び
第
８
６
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を

含
む
。

）
及

び
第

７
６

条
第

１
項

並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
９
１
条
 

指
定
地
域
密
着

型
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

及
び

指
定

地
域

密
着

型

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の

提
供

に
当

た
る

者
は

、
作

成
、

保
存

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る
も
の
の
う
ち
、
こ

の
条

例
の

規
定

に
お

い
て

書
面

（
書

面
、

書
類

、
文

書
、

謄
本
、
抄
本
、
正
本
、

副
本

、
複

本
そ

の
他

文
字

、
図

形
等

人
の

知
覚

に
よ

つ
て

認
識
す
る
こ
と
が
で
き

る
情

報
が

記
載

さ
れ

た
紙

そ
の

他
の

有
体

物
を

い
う

。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。

）
で

行
う

こ
と

が
規

定
さ

れ
て

い
る

又
は

想
定

さ
れ

る
も
の
（
第
１
４
条
第

１
項

（
第

６
５

条
及

び
第

８
６

条
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第

７
６

条
第

１
項

並
び

に
次

項
に

規
定

す
る

も
の

を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、

書
面

に
代

え
て

、
当

該
書

面
に

係
る

電
磁

的
記

録
（

電
子

的
方
式
、
磁
気
的
方
式

そ
の

他
人

の
知

覚
に

よ
つ

て
は

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記

録
で

あ
つ

て
、

電
子

計
算

機
に

よ
る

情
報

処
理

の
用

に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

）
に

よ
り

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
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【
別
記
1
】
 

 

改
正

後
 

(
1
)
 
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業

所
に
中

欄
に

掲
げ

る
施

設
等

の
い

ず
れ

か
が
併

設
さ

れ
て
い

る
場

合
 

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密

着
型
特
定
施
設
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
又
は
介
護
医
療
院
 

介
護

職
員
 

(
2
)
 
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業

所
の
同

一
敷

地
内

に
中

欄
に

掲
げ

る
施

設
等
の

い
ず

れ
か
が

あ
る

場
合
 

(
1
)
の
項
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の

事
業
を
行
う
事
業
所
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

介
護
看
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
又

は
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
 

看
護

師
又
は

准
看

護
師
 

 

改
正

前
 

(
1
)
 
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業

所
に
中

欄
に

掲
げ

る
施

設
等

の
い

ず
れ

か
が
併

設
さ

れ
て
い

る
場

合
 

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密

着
型
特
定
施
設
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
指
定
介

護
療
養
型
医
療
施
設
（
医
療
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
２
０

５
号
）
第
７
条
第
２
項
第
４
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
有

介
護

職
員
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す
る
診
療
所
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
介
護
医
療
院
 

(
2
)
 
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業

所
の
同

一
敷

地
内

に
中

欄
に

掲
げ

る
施

設
等
の

い
ず

れ
か
が

あ
る

場
合
 

(
1
)
の
項
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の

事
業
を
行
う
事
業
所
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

介
護
看
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
又

は
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
 

看
護

師
又
は

准
看

護
師
 

 

【
別
記
2
】
 

 

改
正

後
 

登
録

定
員
 

利
用
定
員
 

２
６

人
又
は

２
７

人
 

１
６
人
 

２
８

人
 

１
７
人
 

２
９

人
 

１
８
人
 

 

改
正

前
 

（
新

設
）
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江
差
町
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
従

業
者
の

員
数

）
 

（
従
業
者
の
員
数
）
 

第
４

条
 
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

設
置

者
で
あ
る
指
定
介
護
支
援
事
業
者
は
、

当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご
と

に
１
以

上
の

員
数

の
指

定
介

護
予

防
支

援
の
提
供
に
当
た
る
必
要
な
数
の
保

健
師

そ
の
他

の
指

定
介

護
予

防
支

援
に

関
す

る
知
識
を
有
す
る
職
員
（
以
下
「
担

当
職

員
」
と

い
う

。
）

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

第
４
条
 
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、

当
該
指
定
に
係
る
事
業

所
（

以
下

「
指

定
介

護
予

防
支

援
事

業
所

」
と

い
う

。
）

ご
と
に
１
以
上
の
員
数

の
指

定
介

護
予

防
支

援
の

提
供

に
当

た
る

必
要

な
数

の
保

健
師
そ
の
他
の
指
定
介

護
予

防
支

援
に

関
す

る
知

識
を

有
す

る
職

員
（

以
下

「
担

当
職
員
」
と
い
う
。
）

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

２
 

指
定
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

で
あ

る
指

定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指

定
に

係
る
事

業
所

ご
と

に
１

以
上

の
員

数
の

指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
に
当
た

る
必

要
な
数

の
介

護
支

援
専

門
員

を
置

か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

（
管

理
者
）
 

（
管
理
者
）
 

第
５

条
 
指

定
介

護
予

防
支

援
事

業
者

は
、

当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
（
以
下
「
指

定
介

護
予
防

支
援

事
業

所
」

と
い

う
。

）
ご

と
に
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

第
５
条
 
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
と
に
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

地
域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

設
置

者
で

あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
が
前

項
の

規
定
に

よ
り

置
く

管
理

者
は

、
専

ら
そ

の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。

た
だ

し
、

指
定

介
護

予
防

支
援

事
業
所
の
管
理
に
支
障
が
な
い
場
合

は
、

当
該
指

定
介

護
予

防
支

援
事

業
所

の
他

の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
当
該
指
定

介
護

予
防
支

援
事

業
者

で
あ

る
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
の
職
務
に
従
事
す
る
こ

と
が

で
き
る

も
の

と
す

る
。
 

２
 

前
項
に
規
定
す
る
  
  

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
管
理
者
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

指
定

介
護

予
防

支
援

事
業

所
の

管
理

に
支

障
が

な
い

場
合

は
、
当
該
指
定
介
護
予

防
支

援
事

業
所

の
他

の
職

務
に

従
事

し
、

又
は

当
該

指
定

介
護
予
防
支
援
事
業
者

で
あ

る
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

職
務

に
従

事
す

る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。
 

３
 

指
定
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

で
あ

る
指

定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
が
第
１
項
の

（
新
設
）
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江
差
町
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

規
定

に
よ
り

置
く

管
理

者
は

、
介

護
保

険
法

施
行
規
則
（
平
成
１
１
年
厚
生
省
令

第
３
６
号
）
第
１
４
０
条
の
６
６
第
１
号
イ
(
3
)
に
規
定
す
る
主
任
介
護
支
援
専

門
員

（
以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

主
任

介
護

支
援
専
門
員
」
と
い
う
。
）
で
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

た
だ

し
、

主
任

介
護

支
援

専
門
員
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ

る
等

や
む
を

得
な

い
理

由
が

あ
る

場
合

に
つ

い
て
は
、
介
護
支
援
専
門
員
（
主
任

介
護

支
援
専

門
員

を
除

く
。

）
を

第
１

項
に

規
定
す
る
管
理
者
と
す
る
こ
と
が
で

き
る

。
 

４
 

前
項
の

管
理

者
は

、
専

ら
そ

の
職

務
に

従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ

し
、
次

に
掲

げ
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な
い
。
 

（
１

）
 
管

理
者

が
そ

の
管

理
す

る
指

定
介

護
予
防
支
援
事
業
所
の
介
護
支
援
専

門
員

の
職
務

に
従

事
す

る
場

合
 

（
２

）
 
管

理
者

が
他

の
事

業
所

の
職

務
に

従
事
す
る
場
合
（
そ
の
管
理
す
る
指

定
介

護
予
防

支
援

事
業

所
の

管
理

に
支

障
が
な
い
場
合
に
限
る
。
）
 

（
新
設
）
 

（
内

容
及
び

手
続

の
説

明
及

び
同

意
）
 

（
内
容
及
び
手
続
の
説

明
及

び
同

意
）
 

第
６

条
 
（

略
）

 
第
６
条
 
（
略
）
 

２
 

指
定
介

護
予

防
支

援
事

業
者

は
、

指
定

介
護
予
防
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際

し
、

あ
ら
か

じ
め

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族
に
対
し
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画

が
第

３
条
に

規
定

す
る

基
本

方
針

及
び

利
用

者
の
希
望
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
も

の
で

あ
る
こ

と
等

に
つ

き
説

明
を

行
い

、
理

解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

指
定
介
護
予
防
支
援
事

業
者

は
、

指
定

介
護

予
防

支
援

の
提

供
の

開
始

に
際

し
、
あ
ら
か
じ
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画

が
第
３
条
に
規
定
す
る

基
本

方
針

及
び

利
用

者
の

希
望

に
基

づ
き

作
成

さ
れ

る
も

の
で
あ
る
こ
と
等
に
つ

き
説

明
を

行
い

、
理

解
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

３
 

指
定
介

護
予

防
支

援
事

業
者

は
、

指
定

介
護
予
防
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際

（
新
設
）
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江
差
町
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

し
、

あ
ら
か

じ
め

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対
し
、
利
用
者
に
つ
い
て
、
病
院

又
は

診
療
所

に
入

院
す

る
必

要
が

生
じ

た
場

合
に
は
、
当
該
利
用
者
に
係
る
担
当

職
員

（
指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
で

あ
る

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
場
合

に
あ

つ
て
は

介
護

支
援

専
門

員
。

以
下

こ
の

章
及
び
次
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

氏
名

及
び
連

絡
先

を
当

該
病

院
又

は
診

療
所

に
伝
え
る
よ
う
求
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。
 

４
 

指
定
介

護
予

防
支

援
事

業
者

は
、

利
用

申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
申
出
が
あ

つ
た

場
合
に

は
、

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
文

書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
６
項
に
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

利
用

申
込

者
又

は
そ
の
家
族
の
承
諾
を
得
て
、
当
該

文
書

に
記
す

べ
き

重
要

事
項

を
電

子
情

報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の

情
報

通
信
の

技
術

を
使

用
す

る
方

法
で

あ
つ

て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条

に
お

い
て
「

電
磁

的
方

法
」

と
い

う
。

）
に

よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場

合
に
お

い
て

、
当

該
指

定
介

護
予

防
支

援
事
業
者
は
、
当
該
文
書
を
交
付
し

た
も

の
と
み

な
す

。
 

３
 

指
定
介
護
予
防
支
援
事

業
者

は
、

利
用

申
込

者
又

は
そ

の
家

族
か

ら
申

出
が

あ

つ
た
場
合
に
は
、
第
１

項
の

規
定

に
よ

る
文

書
の

交
付

に
代

え
て

、
第

６
項

に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該

利
用

申
込

者
又

は
そ

の
家

族
の

承
諾

を
得

て
、

当
該

文
書
に
記
す
べ
き
重
要

事
項

を
電

子
情

報
処

理
組

織
を

使
用

す
る

方
法

そ
の

他
の

情
報
通
信
の
技
術
を
使

用
す

る
方

法
で

あ
つ

て
次

に
掲

げ
る

も
の

（
以

下
こ

の
条

に
お
い
て
「
電
磁
的
方

法
」

と
い

う
。

）
に

よ
り

提
供

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
指

定
介

護
予

防
支

援
事

業
者

は
、

当
該

文
書

を
交

付
し

た
も
の
と
み
な
す
。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

（
２

）
 
電

磁
的

記
録

媒
体

（
電

磁
的

記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
人

の
知
覚

に
よ

つ
て

は
認

識
す

る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ

つ
て
、

電
子

計
算

機
に

よ
る

情
報

処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

第
３

５
条
第

１
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
を
も
つ

て
調

製
す
る

フ
ァ

イ
ル

に
第

１
項

に
規

定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を

交
付

す
る
方

法
 

（
２
）
 
磁
気
デ
ィ
ス

ク
、

シ
ー

・
デ

ィ
ー

・
ロ

ム
そ

の
他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
方

法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
を
も
つ

て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
第

１
項

に
規

定
す

る
重

要
事

項
を

記
録

し
た

も
の

を

交
付
す
る
方
法
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江
差
町
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

５
 

（
略
）
 

４
 

（
略
）
 

６
 

（
略
）
 

５
 

（
略
）
 

７
 

（
略
）
 

６
 

（
略
）
 

８
 

（
略
）
 

７
 

（
略
）
 

（
サ

ー
ビ
ス

提
供

困
難

時
の

対
応

）
 

（
サ
ー
ビ
ス
提
供
困
難

時
の

対
応

）
 

第
８

条
 
指

定
介

護
予

防
支

援
事

業
者

は
、

当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
の
通

常
の

事
業
の

実
施

地
域

（
当

該
指

定
介

護
予

防
支
援
事
業
所
が
通
常
時
に
指
定
介

護
予

防
支
援

を
提

供
す

る
地

域
を

い
う

。
以

下
同
じ
。
）
等
を
勘
案
し
、
利
用
申

込
者

に
対
し

自
ら

適
切

な
指

定
介

護
予

防
支

援
を
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

と
認

め
た
場

合
は

、
他

の
指

定
介

護
予

防
支

援
事
業
者
の
紹
介
そ
の
他
の
必
要
な

措
置

を
講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
８
条
 
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
当
該
事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
通

常
の
事
業
の
実
施
地
域

（
当

該
指

定
介

護
予

防
支

援
事

業
所

が
通

常
時

に
指

定
介

護
予
防
支
援
を
提
供
す

る
地

域
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
等

を
勘

案
し

、
利

用
申

込
者
に
対
し
自
ら
適
切

な
指

定
介

護
予

防
支

援
を

提
供

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認
め
た
場
合
は
、
他

の
指

定
介

護
予

防
支

援
事

業
者

の
紹

介
そ

の
他

の
必

要
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
利

用
料
等

の
受

領
）
 

（
利
用
料
等
の
受
領
）
 

第
１

２
条
 

指
定

介
護

予
防

支
援

事
業

者
は

、
指
定
介
護
予
防
支
援
（
法
第
５
８
条

第
４

項
の
規

定
に

基
づ

き
介

護
予

防
サ

ー
ビ
ス
計
画
費
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す

る
介

護
予
防

サ
ー

ビ
ス

計
画

費
を

い
う

。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
指
定
介
護
予
防

支
援

事
業
者

に
支

払
わ

れ
る

場
合

に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
を
提
供
し
た
際
に
そ

の
利

用
者
か

ら
支

払
を

受
け

る
利

用
料

（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
の
支
給
の

対
象

と
な
る

費
用

に
係

る
対

価
を

い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
額
と
、
介
護
予
防
サ

ー
ビ

ス
計
画

費
の

額
と

の
間

に
、

不
合

理
な

差
額
が
生
じ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

第
１
２
条
 

指
定
介
護
予
防

支
援

事
業

者
は

、
指

定
介

護
予

防
支

援
（

法
第

５
８

条

第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
計

画
費

（
同

条
第

１
項

に
規

定
す

る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画

費
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
が

当
該

指
定

介
護

予
防

支
援
事
業
者
に
支
払
わ
れ
る

場
合

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

を
提

供
し

た
際

に
そ

の
利
用
者
か
ら
支
払
を
受
け

る
利

用
料

（
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
計

画
費

の
支

給
の

対
象
と
な
る
費
用
に
係
る
対
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
 
 
 
と
、
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
計
画
費
の
額
と

の
間

に
、

不
合

理
な

差
額

が
生

じ
な

い
よ

う
に

し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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江
差
町
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

２
 

指
定
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

で
あ

る
指

定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
前
項
の

利
用

料
の
ほ

か
、

利
用

者
の

選
定

に
よ

り
通

常
の
事
業
の
実
施
地
域
以
外
の
地
域

の
居

宅
を
訪

問
し

て
指

定
介

護
予

防
支

援
を

行
う
場
合
に
は
、
そ
れ
に
要
し
た
交

通
費

の
支
払

を
利

用
者

か
ら

受
け

る
こ

と
が

で
き
る
。
 

（
新
設
）
 

３
 

指
定
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

で
あ

る
指

定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
前
項
に

規
定

す
る
費

用
の

額
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
利

用
者

又
は
そ

の
家

族
に

対
し

、
当

該
サ

ー
ビ

ス
内
容
及
び
費
用
に
つ
い
て
説
明
を

行
い

、
利
用

者
の

同
意

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

（
新
設
）
 

（
保

険
給
付

の
請

求
の

た
め

の
証

明
書

の
交

付
）
 

（
保
険
給
付
の
請
求
の

た
め

の
証

明
書

の
交

付
）

 

第
１

３
条
 

指
定

介
護

予
防

支
援

事
業

者
は

、
提
供
し
た
指
定
介
護
予
防
支
援
に
つ

い
て

前
条
第

１
項

の
利

用
料

の
支

払
を

受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
利
用
料
の
額
等

を
記

載
し
た

指
定

介
護

予
防

支
援

提
供

証
明

書
を
利
用
者
に
対
し
て
交
付
し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

 

第
１
３
条
 

指
定
介
護
予
防

支
援

事
業

者
は

、
提

供
し

た
指

定
介

護
予

防
支

援
に

つ

い
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利
用
料
の
支
払
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
利
用
料
の
額
等

を
記
載
し
た
指
定
介
護

予
防

支
援

提
供

証
明

書
を

利
用

者
に

対
し

て
交

付
し

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
指

定
介
護

予
防

支
援

の
業

務
の

委
託

）
 

（
指
定
介
護
予
防
支
援

の
業

務
の

委
託

）
 

第
１

４
条
 

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
設

置
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業

者
は

、
法
第

１
１

５
条

の
２

３
第

３
項

の
規

定
に
よ
り
指
定
介
護
予
防
支
援
の
一

部
を

委
託
す

る
場

合
に

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
１
４
条
 

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
は
、
法
第
１
１
５
条
の
２

３
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

指
定

介
護

予
防

支
援

の
一

部
を
委
託
す
る
場
合
に

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

遵
守

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
１

）
 
委

託
に

当
た

つ
て

は
、

中
立

性
及

び
公
正
性
の
確
保
を
図
る
た
め
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
１
４
０
条
の
６
６
第
１
号
ロ
(
2
)
に
規
定
す
る
地
域
包

（
１
）
 
委
託
に
当
た
つ
て

は
、

中
立

性
及

び
公

正
性

の
確

保
を

図
る

た
め

地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

運
営
協

議
会

（
介

護
保

険
法

施
行

規
則

（
平

成
１

１
年

厚

生
省
令
第
３
６
号
）
第
１
４
０
条
の
６
６
第
１
号
ロ
(
2
)
に
規
定
す
る
地
域
包
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江
差
町
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

括
支

援
セ
ン

タ
ー

運
営

協
議

会
を

い
う

。
）
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。
 

括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営

協
議

会
を

い
う

。
）

の
議

を
経

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ

と
。
 

（
２

）
・
（

３
）

 
（

略
）
 

（
２
）
・
（
３
）
 

（
略
）
 

（
４

）
 
委

託
す

る
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
者
に
対
し
、
指
定
介
護
予
防
支
援

の
業

務
を
実

施
す

る
介

護
支

援
専

門
員

が
、
第
３
条
、
こ
の
章
及
び
次
章
（
第

３
２

条
第
２

９
号

の
規

定
を

除
く

。
）

の
規
定
を
遵
守
す
る
よ
う
措
置
さ
せ
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

こ
と

。
 

（
４
）
 
委
託
す
る
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

に
対

し
、

指
定

介
護

予
防

支
援

の
業
務
を
実
施
す
る
介
護
支
援
専
門
員
が
、
第
３
条
、
こ
の
章
及
び
次
章
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
を
遵
守
す
る
よ
う
措
置
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

。
 

（
掲

示
）
 

（
掲
示
）
 

第
２

３
条
 

指
定

介
護

予
防

支
援

事
業

者
は

、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
の
見
や

す
い

場
所
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
担

当
職
員
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申

込
者

の
サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
（
以
下
こ
の
条
に

お
い

て
単
に

「
重

要
事

項
」

と
い

う
。

）
を

掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
２
３
条
 

指
定
介
護
予
防

支
援

事
業

者
は

、
指

定
介

護
予

防
支

援
事

業
所

の
見

や

す
い
場
所
に
、
運
営
規

程
の

概
要

、
担

当
職

員
の

勤
務

の
体

制
そ

の
他

の
利

用
申

込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
重
要
事
項
を
記
載
し
た
書

面
を

当
該
指

定
介

護
予

防
支

援
事

業
所

に
備

え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も

関
係

者
に
自

由
に

閲
覧

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え

る
こ

と
が
で

き
る

。
 

２
 

指
定
介
護
予
防
支
援
事

業
者

は
、

前
項

に
規

定
す

る
重

要
事

項
を

記
載

し
た

書

面
を
当
該
指
定
介
護
予

防
支

援
事

業
所

に
備

え
付

け
、

か
つ

、
こ

れ
を

い
つ

で
も

関
係
者
に
自
由
に
閲
覧

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

、
同

項
の

規
定

に
よ

る
掲

示
に

代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 

指
定
介

護
予

防
支

援
事

業
者

は
、

原
則

と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

に
掲

載
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
新
設
）
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記
録
の
整
備
）
 

第
３

０
条
 

（
略

）
 

第
３
０
条
 

（
略
）
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江
差
町
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

２
 

指
定
介

護
予

防
支

援
事

業
者

は
、

利
用

者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提

供
に

関
す
る

次
に

掲
げ

る
記

録
を

整
備

し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
５
年
間
保
存
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

２
 

指
定
介
護
予
防
支
援
事

業
者

は
、

利
用

者
に

対
す

る
指

定
介

護
予

防
支

援
の

提

供
に
関
す
る
次
に
掲
げ

る
記

録
を

整
備

し
、

そ
の

完
結

の
日

か
ら

５
年

間
保

存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

（
２

）
 
個

々
の

利
用

者
ご

と
に

次
に

掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
介
護
予
防
支
援

台
帳
 

（
２
）
 
個
々
の
利
用

者
ご

と
に

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

介
護

予
防

支
援

台
帳
 

ア
 

介
護
予

防
サ

ー
ビ

ス
計

画
 

ア
 

介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
計

画
 

イ
 

第
３
２

条
第

７
号

に
規

定
す

る
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
の
記
録
 

イ
 

第
３
２
条
第
７

号
に
規

定
す

る
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

結
果

の
記

録
 

ウ
 

第
３
２

条
第

９
号

に
規

定
す

る
サ

ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
等
の
記
録
 

ウ
 

第
３
２
条
第
９

号
に
規

定
す

る
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
の

記
録
 

エ
 

第
３
２

条
第

１
４

号
の

規
定

に
よ

る
評
価
の
結
果
の
記
録
 

エ
 
第
３
２
条
第
１
４
号
に
規
定
す
る
 
 
評
価
の
結
果
の
記
録
 

オ
 

第
３
２

条
第

１
５

号
に

規
定

す
る

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
の
記
録
 

オ
 

第
３
２
条
第
１

５
号
に

規
定

す
る

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
結

果
の

記
録
 

（
３

）
 
第

３
２

条
第

２
号

の
３

の
規

定
に

よ
る
身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用
者
の

行
動

を
制
限

す
る

行
為

（
同

条
第

２
号

の
２
及
び
第
２
号
の
３
に
お
い
て
「
身

体
的

拘
束
」

と
い

う
。

）
の

態
様

及
び

時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状

況
並

び
に
緊

急
や

む
を

得
な

い
理

由
の

記
録
 

（
新
設
）
 

（
４

）
 
第

１
７

条
の

規
定

に
よ

る
町

へ
の

通
知
に
係
る
記
録
 

（
３
）
 
第
１
７
条
に
規
定
す
る
 
 
町
へ
の
通
知
に
係
る
記
録
 

（
５

）
 
第

２
７

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

苦
情
の
内
容
等
の
記
録
 

（
４
）
 
第
２
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
苦
情
の
内
容
等
の
記
録
 

（
６

）
 
第

２
８

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採

つ
た

処
置
に

つ
い

て
の

記
録
 

（
５
）
 
第
２
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採

つ
た
処
置
に
つ
い
て
の

記
録
 

（
指

定
介
護

予
防

支
援

の
具

体
的

取
扱

方
針

）
 

（
指
定
介
護
予
防
支
援

の
具

体
的

取
扱

方
針

）
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江
差
町
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
３

２
条
 

指
定

介
護

予
防

支
援

の
方

針
は

、
第
３
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び

前
条

に
規
定

す
る

基
本

取
扱

方
針

に
基

づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

と
す

る
。
 

第
３
２
条
 

指
定
介
護
予
防

支
援

の
方

針
は

、
第

３
条

に
規

定
す

る
基

本
方

針
及

び

前
条
に
規
定
す
る
基
本

取
扱

方
針

に
基

づ
き

、
次

に
掲

げ
る

と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
す
る
。
 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 

（
略
）
 

（
２

）
の
２

 
指

定
介

護
予

防
支

援
の

提
供
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は

他
の

利
用
者

等
の

生
命

又
は

身
体

を
保

護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合

を
除

き
、
身

体
的

拘
束

等
を

行
つ

て
は

な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

（
２

）
の
３

 
前

号
の

身
体

的
拘

束
等

を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時

間
、

そ
の
際

の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記

録
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
新
設
）
 

（
３

）
～
（

１
１

）
 
（
略

）
 

（
３
）
～
（
１
１
）
 

（
略

）
 

（
１

２
）
 
担
当

職
員

は
、

介
護

予
防

サ
ー
ビ
ス
計
画
に
位
置
付
け
た
指
定
介
護

予
防

サ
ー
ビ

ス
事

業
者

等
に

対
し

て
、

介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
書
（
北
海
道

指
定

介
護
予

防
サ

ー
ビ

ス
等

の
事

業
の

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

等
を

定
め
る

条
例

（
平

成
２

４
年

北
海

道
条
例
第
９
６
号
。
以
下
「
北
海
道
指

定
介

護
予
防

サ
ー

ビ
ス

等
基

準
条

例
」

と
い
う
。
）
第
４
１
条
第
２
号
に
規
定

す
る

介
護
予

防
訪

問
看

護
計

画
書

を
い

う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
等
北
海

道
指

定
介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

等
基

準
条

例
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
計

画
の

提
出
を

求
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（
新
設
）
 

（
１

３
）
 
担
当

職
員

は
、

指
定

介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
し
て
、
介

 
（
１
２
）
 
担
当
職
員
は

、
指

定
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
に

対
し

て
、

介
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介
護
予
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支
援
事
業
者
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に
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要
な
事
項
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に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

護
予

防
サ
ー

ビ
ス

計
画

に
基

づ
き

、
介

護
予
防
訪
問
介
護
計
画
書
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
等
北
海
道
指
定
介
護
予
防
サ

ー
ビ

ス
等
基

準
条

例
に

お
い

て
位

置
付

け
ら
れ
て
い
る
計
画
の
作
成
を
指
導
す

る
と

と
も
に

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

状
況

や
利
用
者
の
状
態
等
に
関
す
る
報
告
を

少
な

く
と
も

１
月

に
１

回
、

聴
取

し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画

に
基

づ
き

、
介

護
予

防
訪

問
介

護
計

画
 

（
北

海
道

指
 

 
 

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

等
の

事
業

の
人

員
、

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

等
 

 
 

を
定
め
る
条
例
（
平
成

２
４

年
北

海
道

条
例

第
９

６
号

）
第

４
１

条
第

２
号

に
 

 
 

規
定
す
る
介
護
予
防
訪

問
介

護
計

画
を

い
う

。
）

等
同

条
例

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に

お
い

て
位

置
付

け
ら

れ
て

い
る

計
画

の
作

成
を

指
導

す
 

 
 

る
と
と
も
に
、
サ
ー
ビ

ス
の

提
供

状
況

や
利

用
者

の
状

態
等

に
関

す
る

報
告

を
 

 
 

少
な
く
と
も
１
月
に
１

回
、

聴
取

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
１

４
）
 
（
略

）
 

（
１
３
）
 

（
略
）
 

（
１

４
）
の

２
 
担

当
職
員

は
、

指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
利
用

者
に

係
る
情

報
の

提
供

を
受

け
た

と
き

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用

者
の

服
薬
状

況
、

口
腔く

う

機
能

そ
の
他

の
利
用
者
の
心
身
又
は
生
活
の
状
況
に
係

る
情

報
の
う

ち
必

要
と

認
め

る
も

の
を

、
利
用
者
の
同
意
を
得
て
主
治
の
医
師

若
し

く
は
歯

科
医

師
（

以
下

こ
の

条
に

お
い
て
「
主
治
の
医
師
等
」
と
い

う
。

）
又
は

薬
剤

師
に

提
供

す
る

も
の

と
す
る
。
 

（
新
設
）
 

（
１

５
）
 
（
略

）
 

（
１
４
）
 

（
略
）
 

（
１

６
）
 
担
当

職
員

は
、

第
１

４
号

に
規
定
す
る
実
施
状
況
の
把
握
（
以
下

「
モ

ニ
タ
リ

ン
グ

」
と

い
う

。
）

に
当

た
つ
て
は
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
、

指
定

介
護
予

防
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
と

の
連
絡
を
継
続
的
に
行
う
こ
と
と
し
、

特
段

の
事
情

の
な

い
限

り
、

次
に

定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。
 

（
１
５
）
 

担
当
職
員

は
、

第
１

３
号

に
規

定
す

る
実

施
状

況
の

把
握

（
以

下

「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と

い
う

。
）

に
当

た
つ

て
は

、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

、

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
事

業
者

等
と

の
連

絡
を

継
続

的
に

行
う

こ
と

と
し

、

特
段
の
事
情
の
な
い
限

り
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら

な
い
。
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町
指
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介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

ア
 

少
な
く

と
も

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

開
始
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
３

月
に
１
回
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 、

利
用
者

に
面

接
す
る

こ
と

。
 

ア
 

少
な
く
と
も
サ

ー
ビ
ス

の
提

供
を

開
始

す
る

月
の

翌
月

か
ら

起
算

し
て

３

月
に
１
回
及
び
サ
ー

ビ
ス
の

評
価

期
間

が
終

了
す

る
月

並
び

に
利

用
者

の
状

況
に
著
し
い
変
化
が

あ
つ
た

と
き

は
、

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

、
利

用
者

に
面
接
す
る
こ
と
。
 

イ
 

ア
の
規

定
に

よ
る

面
接

は
、

利
用

者
の
居
宅
を
訪
問
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

行
う

こ
と
。

た
だ

し
、

次
の

い
ず

れ
に

も
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
、
サ
ー

ビ
ス

の
提
供

を
開

始
す

る
月

の
翌

月
か

ら
起
算
し
て
３
月
ご
と
の
期
間
（
以

下
こ

の
イ
に

お
い

て
単

に
「

期
間

」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も

連
続

す
る
２

週
間

に
１

回
、

利
用

者
の

居
宅
を
訪
問
し
、
面
接
す
る
と
き

は
、

利
用
者

の
居

宅
を

訪
問

し
な

い
期

間
に
お
い
て
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置

等
を

活
用
し

て
、

利
用

者
に

面
接

す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

（
ア

）
 
テ

レ
ビ

電
話

装
置

等
を

活
用
し
て
面
接
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、

文
書

に
よ
り

利
用

者
の

同
意

を
得

て
い
る
こ
と
。
 

（
イ

）
 
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
主

治
の
医

師
、

担
当

者
そ

の
他

関
係
者
の
合
意
を
得
て
い
る
こ
と
。
 

・
 
利

用
者

の
心

身
の

状
況

が
安

定
し
て
い
る
こ
と
。
 

・
 
利

用
者

が
テ

レ
ビ

電
話

装
置

等
を
活
用
し
て
意
思
疎
通
を
行
う
こ
と

が
で

き
る
こ

と
。

 

・
 
担

当
職

員
が

、
テ

レ
ビ

電
話

装
置
等
を
活
用
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
で

は
把

握
で
き

な
い

情
報

に
つ

い
て
、
担
当
者
か
ら
提
供
を
受
け
る
こ

と
。
 

（
新
設
）
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町
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

ウ
 

サ
ー
ビ

ス
提

供
期

間
が

終
了

す
る

月
及
び
利
用
者
の
状
況
に
著
し
い
変
化

が
あ

つ
た
と

き
は

、
利

用
者

の
居

宅
を

訪
問
し
、
利
用
者
に
面
接
す
る
こ

と
。
 

（
新
設
）
 

エ
 

利
用
者

の
居

宅
を

訪
問

し
な

い
月

（
イ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
テ
レ
ビ

電
話

装
置
等

を
活

用
し

て
利

用
者

に
面

接
す
る
月
を
除
く
。
）
に
お
い
て

は
、

可
能
な

限
り

、
指

定
介

護
予

防
通

所
介
護
事
業
所
（
指
定
介
護
予
防
サ

ー
ビ

ス
等
の

事
業

の
人

員
、

設
備

及
び

運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
等

に
係
る

介
護

予
防

の
た

め
の

効
果

的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準

（
平

成
１
８

年
厚

生
労

働
省

令
第

３
５

号
）
第
９
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る

指
定

介
護
予

防
通

所
介

護
事

業
所

を
い

う
。
）
又
は
指
定
介
護
予
防
通
所
リ

ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

（
同

省
令

第
１
１
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指

定
介

護
予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事
業
所
を
い
う
。
）
を
訪
問
す
る

等
の

方
法
に

よ
り

利
用

者
に

面
接

す
る

よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
当
該
面
接

が
で

き
な
い

場
合

に
あ

つ
て

は
、

電
話

等
に
よ
り
利
用
者
と
の
連
絡
を
実
施

す
る

こ
と
。
 

イ
 

利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
な
い
月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
お
い
て

は
、
可
能
な
限
り
、

指
定
介

護
予

防
通

所
介

護
事

業
所

（
指

定
介

護
予

防
サ

ー
ビ
ス
等
の
事
業
の

人
員
、

設
備

及
び

運
営

並
び

に
指

定
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
等
に
係
る
介
護
予

防
の
た

め
の

効
果

的
な

支
援

の
方

法
に

関
す

る
基

準

（
平
成
１
８
年
厚
生

労
働
省

令
第

３
５

号
）

第
９

７
条

第
１

項
に

規
定

す
る

指
定
介
護
予
防
通
所

介
護
事

業
所

を
い

う
。

）
又

は
指

定
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

事
業
所

（
同

省
令

第
１

１
７

条
第

１
項

に
規

定
す

る
指

定
介
護
予
防
通
所
リ

ハ
ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

を
い

う
。

）
を

訪
問

す
る

等
の
方
法
に
よ
り
利

用
者
に

面
接

す
る

よ
う

努
め

る
と

と
も

に
、

当
該

面
接

が
で
き
な
い
場
合
に

あ
つ
て

は
、

電
話

等
に

よ
り

利
用

者
と

の
連

絡
を

実
施

す
る
こ
と
。
 

オ
 

少
な
く

と
も

１
月

に
１

回
、

モ
ニ

タ
リ
ン
グ
の
結
果
を
記
録
す
る
こ
と
。
 

ウ
 

少
な
く
と
も
１

月
に
１

回
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
結

果
を

記
録

す
る

こ
と

。
 

（
１

７
）
 
（
略

）
 

（
１
６
）
 

（
略
）
 

（
１

８
）
 
（
略

）
 

（
１
７
）
 

（
略
）
 

（
１

９
）
 
（
略

）
 

（
１
８
）
 

（
略
）
 

（
２

０
）
 
（
略

）
 

（
１
９
）
 

（
略
）
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江
差
町
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
２

１
）
 
担
当

職
員

は
、

利
用

者
が

介
護
予
防
訪
問
看
護
、
介
護
予
防
通
所
リ

ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ

ン
等

の
医

療
サ

ー
ビ

ス
の
利
用
を
希
望
し
て
い
る
場
合
そ
の

他
必
要
な
場
合
に
は
、
利
用
者
の
同
意
を
得
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
主
治
の
医
師
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
２
０
）
 

担
当
職
員
は
、

利
用

者
が

介
護

予
防

訪
問

看
護

、
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
等

の
医

療
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

を
希

望
し

て
い

る
場

合
そ

の

他
必
要
な
場
合
に
は
、

利
用

者
の

同
意

を
得

て
主

治
の

医
師

又
は

歯
科

医
師

（
以
下
「
主
治
の
医
師

等
」

と
い

う
。

）
の

意
見

を
求

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
２

１
）
の

２
 
前

号
の
場

合
に

お
い

て
、
担
当
職
員
は
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

計
画

を
作
成

し
た

際
に

は
、

当
該

介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
主
治
の
医
師
等

に
交

付
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
新
設
）
 

（
２

２
）
 
（
略

）
 

（
２
１
）
 

（
略
）
 

（
２

３
）
 
（
略

）
 

（
２
２
）
 

（
略
）
 

（
２

４
）
 
担
当

職
員

は
、

介
護

予
防

サ
ー
ビ
ス
計
画
に
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸

与
を

位
置
付

け
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

そ
の
利
用
の
妥
当
性
を
検
討
し
、
当
該

介
護

予
防
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

介
護

予
防

福
祉
用
具
貸
与
が
必
要
な
理
由
を
記
載

す
る

と
と
も

に
、

必
要

に
応

じ
て

随
時

、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
を
開
催
し
、

そ
の

継
続
の

必
要

性
に

つ
い

て
検

証
を

し
た
上
で
、
継
続
が
必
要
な
場
合
に
は

そ
の

理
由
を

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
２
３
）
 

担
当
職
員

は
、

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
介

護
予

防
福

祉
用

具
貸

与
を
位
置
付
け
る
場
合

に
あ

つ
て

は
、

そ
の

利
用

の
妥

当
性

を
検

討
し

、
当

該

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計
画
に
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
が
必
要
な
理
由
を
記
載

す
る
と
と
も
に
、
必
要

に
応

じ
て

随
時

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

を
開

催
し

、

そ
の
継
続
の
必
要
性
に

つ
い

て
検

証
を

し
た

上
で

、
継

続
が

必
要

な
場

合
に

は

そ
の
理
由
を
介
護
予
防

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
２

５
）
 
担
当

職
員

は
、

介
護

予
防

サ
ー
ビ
ス
計
画
に
特
定
介
護
予
防
福
祉
用

具
販

売
を
位

置
付

け
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、
そ
の
利
用
の
妥
当
性
を
検
討
し
、

当
該

介
護
予

防
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

特
定

介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
が
必
要
な
理

由
を

記
載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
２
４
）
 

担
当
職
員

は
、

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
特

定
介

護
予

防
福

祉
用

具
販
売
を
位
置
付
け
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

そ
の

利
用

の
妥

当
性

を
検

討
し

、

当
該
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計
画
に
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
が
必
要
な
理

由
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。
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江
差
町
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
２

６
）
 
（
略

）
 

（
２
５
）
 

（
略
）
 

（
２

７
）
 
（
略

）
 

（
２
６
）
 

（
略
）
 

（
２

８
）
 
指
定

介
護

予
防

支
援

事
業

者
は
、
法
第
１
１
５
条
の
４
８
第
４
項
の

規
定

に
基
づ

き
、

同
条

第
１

項
に

規
定

す
る
会
議
か
ら
、
同
条
第
２
項
の
検
討

を
行

う
た
め

の
資

料
又

は
情

報
の

提
供

、
意
見
の
開
陳
そ
の
他
必
要
な
協
力
の

求
め

が
あ
つ

た
場

合
に

は
、

こ
れ

に
協

力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
新
設
）
 

（
２

９
）
 
指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者

は
、

法
第
１

１
５

条
の

３
０

の
２

第
１

項
の
規
定
に
よ
り
町
長
か
ら
情
報
の
提

供
を

求
め
ら

れ
た

場
合

に
は

、
そ

の
求

め
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

（
電

磁
的
記

録
等

）
 

（
電
磁
的
記
録
等
）
 

第
３

５
条
 

指
定

介
護

予
防

支
援

事
業

者
及

び
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
に
当
た

る
者

並
び
に

基
準

該
当

介
護

予
防

支
援

の
事
業
を
行
う
者
及
び
基
準
該
当
介
護
予

防
支

援
の
提

供
に

当
た

る
者

（
次

項
に

お
い
て
「
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者

等
」

と
い
う

。
）

は
、

作
成

、
保

存
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ

の
条

例
の
規

定
に

お
い

て
書

面
（

書
面

、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、

副
本

、
複
本

そ
の

他
文

字
、

図
形

等
人

の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

る
情

報
が
記

載
さ

れ
た

紙
そ

の
他

の
有

体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。

）
で
行

う
こ

と
が

規
定

さ
れ

て
い

る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
９
条
（
前

条
に

お
い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
及
び
第
３
２
条
第
２
６
号
（
前
条
に
お

第
３
５
条
 

指
定
介
護
予
防

支
援

事
業

者
及

び
指

定
介

護
予

防
支

援
の

提
供

に
当

た

る
者
並
び
に
基
準
該
当

介
護

予
防

支
援

の
事

業
を

行
う

者
及

び
基

準
該

当
介

護
予

防
支
援
の
提
供
に
当
た

る
者

（
次

項
に

お
い

て
「

指
定

介
護

予
防

支
援

事
業

者

等
」
と
い
う
。
）
は
、

作
成

、
保

存
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
の

う
ち

、
こ

の
条
例
の
規
定
に
お
い

て
書

面
（

書
面

、
書

類
、

文
書

、
謄

本
、

抄
本

、
正

本
、

副
本
、
複
本
そ
の
他
文

字
、

図
形

等
人

の
知

覚
に

よ
つ

て
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

る
情
報
が
記
載
さ
れ
た

紙
そ

の
他

の
有

体
物

を
い

う
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。
）
で
行
う
こ
と
が

規
定

さ
れ

て
い

る
又

は
想

定
さ

れ
る

も
の

（
第

９
条

（
前

条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合

を
含

む
。

）
及

び
第

３
２

条
第

２
６

号
（

前
条

に
お
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江
差
町
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

い
て

準
用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

並
び

に
次

項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む

。
）

並
び

に
次

項
に

規
定

す
る

も
の

を
除

く
。

）
に

つ
い
て
は
、
書
面
に
代

え
て

、
当

該
書

面
に

係
る

電
磁

的
記

録
（

電
子

的
方

式
、

磁
気
的
方
式
そ
の
他
人

の
知

覚
に

よ
つ

て
は

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
方

式
で

作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ

て
、

電
子

計
算

機
に

よ
る

情
報

処
理

の
用

に
供

さ
れ

る
も

の
を
い
う
。
）
に
よ
り

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
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江
差
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
３

条
 
（

略
）

 
第
３
条
 
（
略
）
 

２
・

３
 
（

略
）

 
２
・
３
 
（
略
）
 

４
 

指
定
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

は
、

事
業

の
運
営
に
当
た
つ
て
は
、
市
町
村
（
特

別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地

域
包

括
支
援

セ
ン

タ
ー

（
法

第
１

１
５

条
の

４
６
第
１
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括

セ
ン

タ
ー
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
、

老
人

福
祉
法
（
昭
和
３
８
年
法
律
第
１
３

３
号

）
第
２

０
条

の
７

の
２

に
規

定
す

る
老

人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
他
の
指
定

居
宅

介
護
支

援
事

業
者

、
指

定
介

護
予

防
支

援
事
業
者
（
法
第
５
８
条
第
１
項
に

規
定

す
る
指

定
介

護
予

防
支

援
事

業
者

を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
保
険
施

設
、

障
害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

（
平

成
１
７

年
法

律
第

１
２

３
号

）
第

５
１

条
の
１
７
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す

る
指

定
特
定

相
談

支
援

事
業

者
等

と
の

連
携

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
者

は
、

事
業

の
運

営
に

当
た

つ
て

は
、

市
町

村
（

特

別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

）
、

法
第

１
１

５
条

の
４

６
第

１
項

に
規

定
す

る
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
３
８
年
法
律
第
１
３

３
号
）
第
２
０
条
の
７

の
２

に
規

定
す

る
老

人
介

護
支

援
セ

ン
タ

ー
、

他
の

指
定

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

、
指

定
介

護
予

防
支

援
事

業
者

（
法

第
５

８
条

第
１

項
に

規
定
す
る
指
定
介
護
予

防
支

援
事

業
者

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

、
介

護
保

険
施

設
、
障
害
者
の
日
常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律

（
平
成
１
７
年
法
律
第

１
２

３
号

）
第

５
１

条
の

１
７

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
指
定
特
定
相
談
支
援

事
業

者
等

と
の

連
携

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

５
・

６
 
（

略
）

 
５
・
６
 
（
略
）
 

（
従

業
者
の

員
数

）
 

（
従
業
者
の
員
数
）
 

第
４

条
 
（

略
）

 
第
４
条
 
（
略
）
 

２
 

前
項
に

規
定

す
る

員
数

の
基

準
は

、
利

用
者
の
数
（
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援

事
業

者
が
指

定
介

護
予

防
支

援
事

業
者

の
指

定
を
併
せ
て
受
け
、
又
は
法
第
１
１

５
条

の
２
３

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
地

域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ
る

指
定

介
護
予

防
支

援
事

業
者

か
ら

委
託

を
受

け
て
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
所

に
お
い

て
指

定
介

護
予

防
支

援
（

法
第

５
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
介

２
 
前
項
に
規
定
す
る
員
数
の
基
準
は
、
利
用
者
の
数
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差
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

護
予

防
支
援

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
及

び
第

１
５
条
第
２
９
号
に
お
い
て
同

じ
。

）
を
行

う
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
事

業
所
に
お
け
る
指
定
居
宅
介
護
支
援

の
利

用
者
の

数
に

当
該

事
業

所
に

お
け

る
指

定
介
護
予
防
支
援
の
利
用
者
の
数
に

３
分

の
１
を

乗
じ

た
数

を
加

え
た

数
。

次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
４
４
又
は
そ

の
端

数
を
増

す
ご

と
に

１
と

す
る

。
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
３
５
又
は
そ

の
端
数
を
増
す
ご
と
に

１
と

す
る

。
 

３
 

前
項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
指

定
居

宅
介
護
支
援
事
業
所
が
、
公
益
社
団
法

人
国

民
健
康

保
険

中
央

会
（

昭
和

３
４

年
１

月
１
日
に
社
団
法
人
国
民
健
康
保
険

中
央

会
と
い

う
名

称
で

設
立

さ
れ

た
法

人
を

い
う
。
）
が
運
用
及
び
管
理
を
行
う

指
定

居
宅
介

護
支

援
事

業
者

及
び

指
定

居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る

電
子

計
算
機

と
接

続
さ

れ
た

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画
の
情
報
の
共
有
等
の
た
め
の
情

報
処

理
シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

、
か

つ
、

事
務

職
員
を
配
置
し
て
い
る
場
合
に
お
け

る
第

１
項
に

規
定

す
る

員
数

の
基

準
は

、
利

用
者
の
数
が
４
９
又
は
そ
の
端
数
を

増
す

ご
と
に

１
と

す
る

。
 

（
新
設
）
 

（
管

理
者
）
 

（
管
理
者
）
 

第
５

条
 
（

略
）

 
第
５
条
 
（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

３
 

第
１
項

に
規

定
す

る
管

理
者

は
、

専
ら

そ
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。

た
だ

し
、

次
に

掲
げ

る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

３
 

第
１
項
に
規
定
す
る
管

理
者

は
、

専
ら

そ
の

職
務

に
従

事
す

る
者

で
な

け
れ

ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

次
に

掲
げ

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

（
２
）
 
当
該
管
理
者
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
２
）
 
当
該
管
理
者
が
そ

の
管

理
す

る
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

と
同

一
の
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差
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
他
の
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合
（
そ
の
管
理
す
る
指
定

居
宅

介
護
支

援
事

業
所

の
管

理
に

支
障

が
な
い
場
合
に
限
る
。
）
 

敷
地
内
に
あ
る
他
の
事

業
所

の
職

務
に

従
事

す
る

場
合

（
当

該
指

定
居

宅
介

護

支
援
事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
の
管
理
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
る
。
）
 

（
内

容
及
び

手
続

の
説

明
及

び
同

意
）
 

（
内
容
及
び
手
続
の
説

明
及

び
同

意
）
 

第
６

条
 
（

略
）

 
第
６
条
 
（
略
）
 

２
 

指
定
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

は
、

指
定

居
宅
介
護
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際

し
、
あ
ら
か
じ
め
、
利
用
 
 
 
 
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

が
第

３
条
に

規
定

す
る

基
本

方
針

及
び

利
用

者
の
希
望
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
も

の
で

あ
り
、

利
用

者
は

複
数

の
指

定
居

宅
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
等
を
紹
介
す
る
よ
う

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
等
に
つ
き
説
明
を
行

い
、

理
解
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

２
 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
者

は
、

指
定

居
宅

介
護

支
援

の
提

供
の

開
始

に
際

し
、
あ
ら
か
じ
め
、
利
用
申

込
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

が
第
３
条
に
規
定
す
る

基
本

方
針

及
び

利
用

者
の

希
望

に
基

づ
き

作
成

さ
れ

る
も

の
で
あ
り
、
利
用
者
は

複
数

の
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
を

紹
介

す
る

よ
う

求
め
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と

、
前

６
月

間
に

当
該

指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

所
に

お
い
て
作
成
さ
れ
た
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

総
数

の
う

ち
に

訪
問

介
護

、
通

所
介

護
、
福
祉
用
具
貸
与
及

び
地

域
密

着
型

通
所

介
護

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
訪

問
介
護
等
」
と
い
う
。

）
が

そ
れ

ぞ
れ

位
置

付
け

ら
れ

た
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

数
が
占
め
る
割
合
、
前

６
月

間
に

当
該

指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

所
に

お
い

て
作

成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ

ス
計

画
に

位
置

付
け

ら
れ

た
訪

問
介

護
等

ご
と

の
回

数
の

う
ち
に
同
一
の
指
定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

又
は

指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
事

業
者
（
法
第
４
２
条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
指

定
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
を
い
う
。
）
に
よ
つ

て
提

供
さ

れ
た

も
の

が
占

め
る

割
合

等
に

つ
き

説
明

を
行

い
、
理
解
を
得
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

３
 

指
定
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

は
、

指
定

居
宅
介
護
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際

し
、

あ
ら
か

じ
め

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対
し
、
前
６
月
間
に
当
該
指
定
居

宅
介

護
支
援

事
業

に
お

い
て

作
成

さ
れ

た
居

宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
総
数
の
う
ち
に

（
新
設
）
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町
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

訪
問

介
護
、

通
所

介
護

、
福

祉
用

具
貸

与
及

び
地
域
密
着
型
通
所
介
護
（
以
下
こ

の
項

に
お
い

て
「

訪
問

介
護

等
」

と
い

う
。

）
が
そ
れ
ぞ
れ
位
置
付
け
ら
れ
た
居

宅
サ

ー
ビ
ス

計
画

の
数

が
占

め
る

割
合

及
び

前
６
月
間
に
当
該
指
定
居
宅
介
護
支

援
事

業
所
に

お
い

て
作

成
さ

れ
た

居
宅

サ
ー

ビ
ス
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
訪
問

介
護

等
ご
と

の
回

数
の

う
ち

に
同

一
の

指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
地

域
密

着
型
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

（
法

第
４

２
条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域

密
着

型
サ
ー

ビ
ス

事
業

所
を

い
う

。
）

に
よ

つ
て
提
供
さ
れ
た
も
の
が
占
め
る
割

合
に

つ
き
説

明
を

行
い

、
理

解
を

得
る

よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 

（
略
）
 

３
 

（
略
）
 

５
 

指
定
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

は
、

利
用

申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が

あ
つ

た
場
合

に
は

、
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
８
項
に

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
利

用
申

込
者

又
は
そ
の
家
族
の
承
諾
を
得
て
、
当

該
文

書
に
記

す
べ

き
重

要
事

項
を

電
子

情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他

の
情

報
通
信

の
技

術
を

利
用

す
る

方
法

で
あ

つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の

条
に

お
い
て

「
電

磁
的

方
法

」
と

い
う

。
）

に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の

場
合
に

お
い

て
、

当
該

指
定

居
宅

介
護

支
援
事
業
者
は
、
当
該
文
書
を
交
付

し
た

も
の
と

み
な

す
。
 

４
 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
者

は
、

利
用

申
込

者
又

は
そ

の
家

族
か

ら
の

申
出

が

あ
つ
た
場
合
に
は
、
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

文
書

の
交

付
に

代
え

て
、

第
７

項
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
当

該
利

用
申

込
者

又
は

そ
の

家
族

の
承

諾
を

得
て

、
当

該
文
書
に
記
す
べ
き
重

要
事

項
を

電
子

情
報

処
理

組
織

を
使

用
す

る
方

法
そ

の
他

の
情
報
通
信
の
技
術
を

利
用

す
る

方
法

で
あ

つ
て

次
に

掲
げ

る
も

の
（

以
下

こ
の

条
に
お
い
て
「
電
磁
的

方
法

」
と

い
う

。
）

に
よ

り
提

供
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該

指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
は

、
当

該
文

書
を

交
付

し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

（
２

）
 
電

磁
的

記
録

媒
体

（
電

磁
的

記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
人

の
知
覚

に
よ

つ
て

は
認

識
で

き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、

電
子

計
算
機

に
よ

る
情

報
処

理
の

用
に

供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
３
３
条
第

（
２
）
 
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、

シ
ー

・
デ

ィ
ー

・
ロ

ム
そ

の
他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
方

法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
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江
差
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

１
項

に
お
い

て
同

じ
。

）
に

係
る

記
録

媒
体
を
い
う
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る

フ
ァ

イ
ル
に

第
１

項
に

規
定

す
る

重
要

事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
も
つ
て
調
製
す
る

フ
ァ
イ
ル
に
第
１
項
に

規
定

す
る

重
要

事
項

を
記

録
し

た
も

の
を

交
付

す
る

方

法
 

６
 

（
略
）
 

５
 

（
略
）
 

７
 

第
５
項

第
１

号
の

「
電

子
情

報
処

理
組

織
」
と
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

者
の

使
用
に

係
る

電
子

計
算

機
と

、
利

用
申

込
者
又
は
そ
の
家
族
の
使
用
に
係
る

電
子

計
算
機

と
を

電
気

通
信

回
線

で
接

続
し

た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
 

６
 

第
４
項
第
１
号
の
「
電

子
情

報
処

理
組

織
」

と
は

、
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業

者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算

機
と

、
利

用
申

込
者

又
は

そ
の

家
族

の
使

用
に

係
る

電
子
計
算
機
と
を
電
気

通
信

回
線

で
接

続
し

た
電

子
情

報
処

理
組

織
を

い
う

。
 

８
 

指
定
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

は
、

第
５

項
の
規
定
に
よ
り
第
１
項
に
規
定
す
る

重
要

事
項
を

提
供

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
申
込
者
又

は
そ

の
家
族

に
対

し
、

そ
の

用
い

る
次

に
掲

げ
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容

を
示

し
、
文

書
又

は
電

磁
的

方
法

に
よ

る
承

諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

７
 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
者

は
、

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
第

１
項

に
規

定
す

る

重
要
事
項
を
提
供
し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

当
該

利
用

申
込

者
又

は
そ
の
家
族
に
対
し
、

そ
の

用
い

る
次

に
掲

げ
る

電
磁

的
方

法
の

種
類

及
び

内
容

を
示
し
、
文
書
又
は
電

磁
的

方
法

に
よ

る
承

諾
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
１

）
 
第

５
項

各
号

に
規

定
す

る
方

法
の

う
ち
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が

使
用

す
る
も

の
 

（
１
）
 
第
４
項
各
号

に
規

定
す

る
方

法
の

う
ち

指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
が

使
用
す
る
も
の
 

（
２

）
 
（

略
）

 
（
２
）
 
（
略
）
 

９
 

（
略
）
 

８
 

（
略
）
 

（
指

定
居
宅

介
護

支
援

の
具

体
的

取
扱

方
針

）
 

（
指
定
居
宅
介
護
支
援

の
具

体
的

取
扱

方
針

）
 

第
１

５
条
 

指
定

居
宅

介
護

支
援

の
方

針
は

、
第
３
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び

前
条

に
規
定

す
る

基
本

取
扱

方
針

に
基

づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

と
す

る
。
 

第
１
５
条
 

指
定
居
宅
介
護

支
援

の
方

針
は

、
第

３
条

に
規

定
す

る
基

本
方

針
及

び

前
条
に
規
定
す
る
基
本

取
扱

方
針

に
基

づ
き

、
次

に
掲

げ
る

と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
す
る
。
 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 

（
略
）
 

- 116 -



江
差
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
２

）
の
２

 
指

定
居

宅
介

護
支

援
の

提
供
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は

他
の

利
用
者

等
の

生
命

又
は

身
体

を
保

護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合

を
除

き
、
身

体
的

拘
束

そ
の

他
利

用
者

の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
以
下
「
身

体
的

拘
束
等

」
と

い
う

。
）

を
行

つ
て

は
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

（
２

）
の
３

 
前

号
の

身
体

的
拘

束
等

を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時

間
、

そ
の
際

の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記

録
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
新
設
）
 

（
３

）
～
（

１
４

）
 
（
略

）
 

（
３
）
～
（
１
４
）
 

（
略

）
 

（
１

５
）
 
介
護

支
援

専
門

員
は

、
第

１
３
号
に
規
定
す
る
実
施
状
況
の
把
握

（
以

下
「
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
」

と
い

う
。

）
に
当
た
つ
て
は
、
利
用
者
及
び
そ
の

家
族

、
指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

と
の
連
絡
を
継
続
的
に
行
う
こ
と
と

し
、

特
段
の

事
情

の
な

い
限

り
、

次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。
 

（
１
５
）
 

介
護
支
援

専
門

員
は

、
第

１
３

号
に

規
定

す
る

実
施

状
況

の
把

握

（
以
下
「
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
」

と
い

う
。

）
に

当
た

つ
て

は
、

利
用

者
及

び
そ

の

家
族
、
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

と
の

連
絡

を
継

続
的

に
行

う
こ

と
と

し
、
特
段
の
事
情
の
な

い
限

り
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば

な
ら
な
い
。
 

ア
 

少
な
く
と
も
１
月
に
１
回
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
利
用
者
に
面
接

す
る

こ
と
。
 

ア
 

少
な
く
と
も
１

月
に
１

回
、

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

、
利

用
者

に
面

接

す
る
こ
と
。
 

イ
 

ア
の
規

定
に

よ
る

面
接

は
、

利
用

者
の
居
宅
を
訪
問
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

行
う

こ
と
。

た
だ

し
、

次
の

い
ず

れ
に

も
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
少
な

く
と

も
２
月

に
１

回
、

利
用

者
の

居
宅

を
訪
問
し
、
利
用
者
に
面
接
す
る
と

き
は

、
利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

な
い

月
に
お
い
て
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置

等
を

活
用
し

て
利

用
者

に
面

接
す

る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

（
新
設
）
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江
差
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
ア

）
 
テ

レ
ビ

電
話

装
置

等
を

活
用
し
て
面
接
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、

文
書

に
よ
り

利
用

者
の

同
意

を
得

て
い
る
こ
と
。
 

（
イ

）
 
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
主

治
の
医

師
、

担
当

者
そ

の
他

の
関
係
者
の
合
意
を
得
て
い
る
こ
と
。
 

・
 
利

用
者

の
心

身
の

状
況

が
安

定
し
て
い
る
こ
と
。
 

・
 
利

用
者

が
テ

レ
ビ

電
話

装
置

等
を
活
用
し
て
意
思
疎
通
を
行
う
こ
と

が
で

き
る
こ

と
。

 

・
 
介

護
支

援
専

門
員

が
、

テ
レ

ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
た
モ
ニ
タ
リ

ン
グ

で
は
把

握
で

き
な

い
情

報
に
つ
い
て
、
担
当
者
か
ら
提
供
を
受
け

る
こ

と
。
 

ウ
 

少
な
く

と
も

１
月

に
１

回
、

モ
ニ

タ
リ
ン
グ
の
結
果
を
記
録
す
る
こ
と
。
 

イ
 

少
な
く
と
も
１

月
に
１

回
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
結

果
を

記
録

す
る

こ
と

。
 

（
１

６
）
～

（
２

８
）

 
（

略
）

 
（
１
６
）
～
（
２
８
）

 
（

略
）

 

（
２

９
）
 
指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
は
、
法
第
１
１
５
条
の
２
３
第
３
項
の

規
定

に
基
づ

き
、

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー
の
設
置
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防

支
援

事
業
者

か
ら

指
定

介
護

予
防

支
援

の
業
務
の
委
託
を
受
け
る
に
当
た
つ
て

は
、

そ
の
業

務
量

等
を

勘
案

し
、

当
該

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
行
う
指

定
居

宅
介
護

支
援

の
業

務
が

適
正

に
実

施
で
き
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。
 

（
２
９
）
 

指
定
居
宅

介
護

支
援

事
業

者
は

、
法

第
１

１
５

条
の

２
３

第
３

項
の

規
定
に
基
づ
き
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
指
定
介
護
予
防

支
援
事
業
者
か
ら
指
定

介
護

予
防

支
援

の
業

務
の

委
託

を
受

け
る

に
当

た
つ

て

は
、
そ
の
業
務
量
等
を

勘
案

し
、

当
該

指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
が

行
う

指

定
居
宅
介
護
支
援
の
業

務
が

適
正

に
実

施
で

き
る

よ
う

配
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い
。
 

（
３

０
）
 
（
略

）
 

（
３
０
）
 

（
略
）
 

（
掲

示
）
 

（
掲
示
）
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江
差
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
２

４
条
 

指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
は

、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
見
や

す
い

場
所
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
介

護
支
援
専
門
員
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の

利
用

申
込
者

の
サ

ー
ビ

ス
の

選
択

に
資

す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
（
以
下
こ

の
条

に
お
い

て
単

に
「

重
要

事
項

」
と

い
う

。
）
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
２
４
条
 

指
定
居
宅
介
護

支
援

事
業

者
は

、
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

の
見

や

す
い
場
所
に
、
運
営
規
程
の

概
要

、
介

護
支

援
専

門
員

の
勤

務
の

体
制

そ
の

他
の

利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

２
 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
重
要
事
項
を
記
載
し
た
書

面
を

当
該
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

に
備

え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も

関
係

者
に
自

由
に

閲
覧

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え

る
こ

と
が
で

き
る

。
 

２
 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
者

は
、

前
項

に
規

定
す

る
重

要
事

項
を

記
載

し
た

書

面
を
当
該
指
定
居
宅
介

護
支

援
事

業
所

に
備

え
付

け
、

か
つ

、
こ

れ
を

い
つ

で
も

関
係
者
に
自
由
に
閲
覧

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

、
同

項
の

規
定

に
よ

る
掲

示
に

代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 

指
定
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

は
、

原
則

と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

に
掲

載
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
新
設
）
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記
録
の
整
備
）
 

第
３

１
条
 

（
略

）
 

第
３
１
条
 

（
略
）
 

２
 

指
定
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

は
、

利
用

者
に
対
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提

供
に

関
す
る

次
に

掲
げ

る
記

録
を

整
備

し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
２
年
間
保
存
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

２
 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
者

は
、

利
用

者
に

対
す

る
指

定
居

宅
介

護
支

援
の

提

供
に
関
す
る
次
に
掲
げ

る
記

録
を

整
備

し
、

そ
の

完
結

の
日

か
ら

２
年

間
保

存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 

（
略
）
 

（
３

）
 
第

１
５

条
第

２
号

の
３

の
規

定
に

よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時

間
、

そ
の
際

の
利

用
者

の
心

身
状

況
並

び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録
 

（
新
設
）
 

（
４

）
 
第

１
８

条
の

規
定

に
よ

る
市

町
村

へ
の
通
知
に
係
る
記
録
 

（
３
）
 
第
１
８
条
に
規
定
す
る
 
 
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録
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江
差
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
５

）
 
第

２
８

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

苦
情
の
内
容
等
の
記
録
 

（
４
）
 
第
２
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
苦
情
の
内
容
等
の
記
録
 

（
６

）
 
第

２
９

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採

つ
た

処
置
に

つ
い

て
の

記
録
 

（
５
）
 
第
２
９
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 
 
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採

つ
た
処
置
に
つ
い
て
の

記
録
 

（
電

磁
的
記

録
等

）
 

（
電
磁
的
記
録
等
）
 

第
３

３
条
 

指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
及

び
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
当
た

る
者

並
び
に

基
準

該
当

居
宅

介
護

支
援

の
事
業
を
行
う
者
及
び
基
準
該
当
居
宅
介

護
支

援
の
提

供
に

当
た

る
者

（
次

項
に

お
い
て
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

等
」

と
い
う

。
）

は
、

作
成

、
保

存
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ

の
条

例
の
規

定
に

お
い

て
書

面
（

書
面

、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、

副
本

、
複
本

そ
の

他
文

字
、

図
形

等
人

の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

る
情

報
が
記

載
さ

れ
た

紙
そ

の
他

の
有

体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。

）
で
行

う
こ

と
が

規
定

さ
れ

て
い

る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
９
条
（
前

条
に

お
い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
及
び
第
１
５
条
第
２
７
号
（
前
条
に
お

い
て

準
用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

並
び

に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
３
３
条
 

指
定
居
宅
介
護

支
援

事
業

者
及

び
指

定
居

宅
介

護
支

援
の

提
供

に
当

た

る
者
並
び
に
基
準
該
当

居
宅

介
護

支
援

の
事

業
を

行
う

者
及

び
基

準
該

当
居

宅
介

護
支
援
の
提
供
に
当
た

る
者

（
次

項
に

お
い

て
「

指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

者

等
」
と
い
う
。
）
は
、

作
成

、
保

存
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
の

う
ち

、
こ

の
条
例
の
規
定
に
お
い

て
書

面
（

書
面

、
書

類
、

文
書

、
謄

本
、

抄
本

、
正

本
、

副
本
、
複
本
そ
の
他
文

字
、

図
形

等
人

の
知

覚
に

よ
つ

て
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

る
情
報
が
記
載
さ
れ
た

紙
そ

の
他

の
有

体
物

を
い

う
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。
）
で
行
う
こ
と
が

規
定

さ
れ

て
い

る
又

は
想

定
さ

れ
る

も
の

（
第

９
条

（
前

条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合

を
含

む
。

）
及

び
第

１
５

条
第

２
７

号
（

前
条

に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む

。
）

並
び

に
次

項
に

規
定

す
る

も
の

を
除

く
。

）
に

つ
い
て
は
、
書
面
に
代

え
て

、
当

該
書

面
に

係
る

電
磁

的
記

録
（

電
子

的
方

式
、

磁
気
的
方
式
そ
の
他
人

の
知

覚
に

よ
つ

て
は

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
方

式
で

作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ

て
、

電
子

計
算

機
に

よ
る

情
報

処
理

の
用

に
供

さ
れ

る
も

の
を
い
う
。
）
に
よ
り

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
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江
差
町
農
業
委
員
会
の
委
員
等
の
定
数
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
農

業
委
員

の
定

数
）
 

（
農
業
委
員
の
定
数
）
 

第
２

条
 
農

業
委

員
の

定
数

は
、

１
１

人
と

す
る
。
 

第
２
条
 
農
業
委
員
の
定
数

は
、

１
３

人
と

す
る

。
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江
差
町
港

湾
管

理
条
例

別
表

 
新
旧

対
照

表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

別
表
（

第
９

条
関

係
）
 

 １
 

け
い
船

岸
壁

使

用
料
（
入

港
料

を

含
む

。
）
 

入
港

船
舶
に

つ
き

次
の
区
分
計
算
に
よ
る
 

区
分
 

単
位
 

１
日
 

月
決
め
の

と
き
 

（
円
）
 

年
決
め
の

と
き
 

（
円
）
 

総
ト

ン
数
１

ト
ン

未
満

の
も
の
 

１
隻
 
期

間
を
定
め
な
い

で
利
用
す
る
船
舶

等
１
ト
ン
当
た
り

5
5円

 

8
00

5
,7
0
0

総
ト

ン
数
１

ト
ン

以
上

３
ト
ン

未
満

の
も

の
 

１
隻
 

1
,3
0
0

8
,7
0
0

総
ト

ン
数
３

ト
ン

以
上

５
ト
ン

未
満

の
も

の
 

１
隻
 

1
,5
0
0

1
1,
4
00

総
ト

ン
数
５

ト
ン

以
上
1
0
ト
ン
未
満

の
も

の
 

１
隻
 

2
,6
0
0

1
9,
7
00

総
ト
ン
数
1
0
ト
ン

以
上
1
5
ト
ン
未
満

の
も

の
 

１
隻
 

3
,9
0
0

2
8,
5
00

総
ト
ン
数
1
5
ト
ン

以
上
2
0
ト
ン
未
満

の
も

の
 

１
隻
 

5
,1
0
0

3
6,
0
00

総
ト
ン
数
2
0
ト
ン

以
上
3
0
ト
ン
未
満

の
も

の
 

１
隻
 

9
,5
0
0

6
6,
0
00

別
表
（
第
９
条
関
係
）
 

 １
 

け
い
船

岸
壁
使

用
料
（
入

港
料
を

含
む
。
）
 

入
港

船
舶
に

つ
き

次
の

区
分

計
算

に
よ

る
 

区
分
 

単
位

１
日
 

月
決

め
の

と
き
 

（
円

）
 

年
決

め
の

と
き
 

（
円

）
 

総
ト
ン

数
１

ト
ン

未
満
の

も
の
 

１
隻

期
間

を
定
め

な
い

で
利

用
す
る

船
舶

等
１

ト
ン
当

た
り

5
5円

 

8
00

5
,7
0
0 

総
ト
ン

数
１

ト
ン

以
上
３

ト
ン

未
満

の
も
の
 

１
隻

1
,3
0
0

8
,7
0
0 

総
ト
ン

数
３

ト
ン

以
上
５

ト
ン

未
満

の
も
の
 

１
隻

1
,5
0
0

1
1,
4
00
 

総
ト
ン

数
５

ト
ン

以
上
1
0
ト
ン
未
満

の
も
の
 

１
隻

2
,6
0
0

1
9,
7
00
 

総
ト
ン
数
1
0
ト
ン

以
上
1
5
ト
ン
未
満

の
も
の
 

１
隻

3
,9
0
0

2
8,
5
00
 

総
ト
ン
数
1
5
ト
ン

以
上
2
0
ト
ン
未
満

の
も
の
 

１
隻

5
,1
0
0

3
6,
0
00
 

総
ト
ン
数
2
0
ト
ン

以
上
3
0
ト
ン
未
満

の
も
の
 

１
隻

9
,5
0
0

6
6,
0
00
 

- 122 -

shuusuke.miyatsu
テキストボックス
資料29



総
ト
ン
数
3
0
ト
ン

以
上
5
0
ト
ン
未
満

の
も

の
 

１
隻
 

1
5,
3
00

9
0,
8
00

総
ト
ン
数
5
0
ト
ン

以
上
1
0
0
ト
ン
未
満

の
も

の
 

１
隻
 

1
8,
8
00

1
45
,
30
0

総
ト
ン
数
1
0
0
ト
ン

以
上
3
0
0
ト
ン
未
満

の
も

の
 

１
隻
 

7
,
0
5
0
円

但
し
、
５
日
を
超
え
る

入
港
の
場
合
は
、
１
月

毎
に
５
日
分
と
み
な

す
。
 

総
ト
ン
数
3
0
0
ト
ン

以
上
5
0
0
ト
ン
未
満

の
も

の
 

１
隻
 

1
3,
3
90
円

総
ト
ン
数
5
0
0
ト
ン

以
上

の
も
の
 

１
隻
 
1
3,
3
90
円
に
10
0

ト
ン
増
毎
に

2
,3
5
0円

を
加
算

し
た
額
 

備
考
 

１
 
2
4
時
間
未
満
は
１
日
と
し
、
６
月
を
超
え
１
年
未
満
は
１
年
と
す
る
。

２
 
無

動
力

船
（

１
ト

ン
未

満
の

も
の
を
除
く
。
）
は
、
動
力
船
の
２
分

の
１

の
額
と

す
る

。
 

３
 
１

ト
ン

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
１
ト
ン
と
し
て
計

算
す

る
。
 

４
 
本
表
に
よ
り
積
算
さ
れ
た
合
計
額
に
1
0
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場

合
は

そ
の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

る
も
の
と
す
る
。
 

２
 

物
揚
場

及
び

荷

捌
地

使

用
料
（
上

屋
を

含

む
。

）
 

港
湾

内
、
船

揚
場

、
津

花
船

揚
場

を
含
む
。
 

１
 
１
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
１
日
ご
と
に
3
円
 

備
考

 
１
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
は

１
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
 

２
 
電

柱
及

び
広

告
料

な
ど
 

電
柱
１
本
に
つ
き
 
年
 
2
5
0
円
 

広
告
料
１
カ
所
に
つ
き
 
年
 
1
,
1
7
0
円
 

備
考

 
１
年

未
満

は
１

年
と

す
る

。
 

総
ト
ン
数
3
0
ト
ン

以
上
5
0
ト
ン
未
満

の
も
の
 

１
隻

1
5,
3
00

9
0,
8
00
 

総
ト
ン
数
5
0
ト
ン

以
上
1
0
0
ト
ン
未
満

の
も
の
 

１
隻

1
8,
8
00

1
45
,
30
0 

総
ト
ン
数
1
0
0
ト
ン

以
上
3
0
0
ト
ン
未
満

の
も
の
 

１
隻

7
,
0
5
0
円

但
し
、
５
日
を
超
え
る

入
港

の
場
合

は
、

１
月

毎
に

５
日
分

と
み

な

す
。
 

総
ト
ン
数
3
0
0
ト
ン

以
上
5
0
0
ト
ン
未
満

の
も
の
 

１
隻

1
3,
3
90
円

総
ト
ン
数
5
0
0
ト
ン

以
上
の

も
の
 

１
隻

1
3
,
3
9
0
円
に
1
0
0

ト
ン

増
毎
に

2
,3
5
0円

を
加
算

し
た

額
 

備
考
 

１
 
2
4
時
間
未
満
は
１
日
と
し
、
６
月
を
超
え
１
年
未
満
は
１
年
と
す
る
。 

２
 

無
動
力

船
（

１
ト

ン
未

満
の

も
の

を
除

く
。

）
は

、
動

力
船

の
２

分

の
１

の
額
と

す
る

。
 

３
 

１
ト
ン

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

そ
れ

ぞ
れ

１
ト

ン
と

し
て

計

算
す

る
。
 

４
 
本
表
に
よ
り
積
算
さ
れ
た
合
計
額
に
1
0
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場

合
は

そ
の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

物
揚
場

及
び
荷

捌
地
使

用
料
（
上

屋
を
含

む
。
）
 

港
湾
内
、
船

揚
場

、
津

花
船

揚
場

を
含

む
。
 

１
 
１
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
１
日
ご
と
に
3
円
 

備
考
 

１
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
は

１
平

方
メ

ー
ト

ル
と

す
る

。
 

２
 

電
柱
及

び
広

告
料

な
ど
 

電
柱
１
本
に
つ
き
 
年
 
2
5
0
円
 

広
告
料
１
カ
所
に
つ
き
 
年
 
1
,
1
7
0
円
 

備
考
 

１
年

未
満

は
１

年
と

す
る

。
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３
 

海
浜
地

占
用

料
 

1
0
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
 
年
 
5
0
円
 

（
１

年
未
満

は
月

額
と

し
、

１
月

未
満
は
１
月
と
す
る
。
）
 

４
 

水
域
占

用
料
 

1
0
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
 
年
 
5
0
円
 

（
１

年
未
満

は
月

額
と

し
、

１
月

未
満
は
１
月
と
す
る
。
）
 

５
 

土
砂
採

取
料
 

１
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
 

1
4
3
円
 

 

（
１

立
方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

端
数

が
あ
る
と
き
、
１
立
方
メ
ー
ト
ル
と
し
て

計
算

す
る
。

）
 

６
 

工
事
許

可
料
 

１
 
軽

易
な

工
事

に
し

て
臨

時
的

な
工
事
ま
た
は
仮
設
工
事
１
件
に
つ
き

2
,3
5
0円

 

２
 

前
号
以
外
の
工
事
１
件
に
つ
き
 

4
,
7
0
0
円
 

３
 

作
業
１
件
に
つ
き
 

2
,
3
5
0
円
 

４
 
設
計
変
更
の
許
可
手
数
料
１
件
に
つ
き
 
1
,
1
7
0
円
 

附
 

則
 

こ
の

条
例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。
 

 

３
 

海
浜
地

占
用
料
 

1
0
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
 
年
 
5
0
円
 

（
１
年

未
満

は
月

額
と

し
、

１
月

未
満

は
１

月
と

す
る

。
）
 

４
 

水
域
占

用
料
 

1
0
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
 
年
 
5
0
円
 

（
１
年
未
満

は
月

額
と

し
、

１
月

未
満

は
１

月
と

す
る

。
）
 

５
 

土
砂
採

取
料
 

１
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
 
年
 
5
0
円
 

（
１
年

未
満

は
月

額
と

し
、

１
月

未
満

は
１

月
と

す
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

）
 

６
 

工
事
許

可
料
 

１
 

軽
易
な

工
事

に
し

て
臨

時
的

な
工

事
ま

た
は

仮
設

工
事

１
件

に
つ

き
 

2
,3
5
0円

 

２
 

前
号
以
外
の
工
事
１
件
に
つ
き
 

4
,
7
0
0
円
 

３
 

作
業
１
件
に
つ
き
 

2
,
3
5
0
円
 

４
 
設
計
変
更
の
許
可
手
数
料
１
件
に
つ
き
 
1
,
1
7
0
円
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江
差
町
給
水
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
給

水
装
置

の
定

義
）
 

（
給
水
装
置
の
定
義
）
 

第
３

条
 
こ

の
条

例
に

お
い

て
、

「
給

水
装

置
」
と
は
需
用
者
に
水
を
供
給
す
る
た

め
に

江
差
町

水
道

事
業

管
理

者
の

権
限

を
行
う
町
長
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い

う
。

）
の
施

設
し

た
配

水
管

か
ら

分
岐

し
て

設
け
ら
れ
た
給
水
管
及
び
こ
れ
に
直

結
す

る
給
水

用
具

を
い

う
。
 

 

第
３
条
 
こ
の
条
例
に
お
い

て
、

「
給

水
装

置
」

と
は

需
用

者
に

水
を

供
給

す
る

た

め
に
江
差
町
水
道
事
業

管
理

者
（

以
下

「
管

理
者

」
と

い
う

。
）

の
施

設
し

た
配

水
管
か
ら
分
岐
し
て
設

け
ら

れ
た

給
水

管
及

び
こ

れ
に

直
結

す
る

給
水

用
具

を
い

う
。
 

（
給

水
装
置

の
新

設
等

の
申

込
）

 
（
給
水
装
置
の
新
設
等

の
申

込
）

 

第
５

条
 
給

水
装

置
を

新
設

、
改

造
、

修
繕

（
法
第
１
６
条
の
２
第
３
項
の
国
土
交

通
省

令
で
定

め
る

給
水

装
置

の
軽

微
な

変
更

を
除
く
。
）
又
は
撤
去
し
よ
う
と
す

る
者

は
、
管

理
者

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
あ
ら
か
じ
め
管
理
者
に
申
し
込

み
、

そ
の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
５
条
 
給
水
装
置
を
新
設

、
改

造
、

修
繕

（
法

第
１

６
条

の
２

第
３

項
の

厚
生

労

働
省
令
で
定
め
る
給
水

装
置

の
軽

微
な

変
更

を
除

く
。

）
又

は
撤

去
し

よ
う

と
す

る
者
は
、
管
理
者
の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
あ

ら
か

じ
め

管
理

者
に

申
し

込

み
、
そ
の
承
認
を
受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 （
給

水
装
置

の
基

準
違

反
に

対
す

る
措

置
）
 

 （
給
水
装
置
の
基
準
違

反
に

対
す

る
措

置
）
 

第
３

８
条
 

（
略

）
 

第
３
８
条
 

（
略
）
 

２
 

管
理
者

は
、

水
の

供
給

を
受

け
る

者
の

給
水
装
置
が
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業

者
の

施
行
し

た
給

水
装

置
工

事
に

係
わ

る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
の
給
水

契
約

の
申
込

み
を

拒
み

、
又

は
そ

の
者

に
対
す
る
給
水
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

た
だ
し

、
法

第
１

６
条

の
２

第
３

項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
給
水
装
置

の
軽

微
な
変

更
で

あ
る

と
き

、
又

は
当

該
給

水
装
置
の
構
造
及
び
材
質
が
そ
の
基

準
に

適
合
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

と
き

は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

 

２
 

管
理
者
は
、
水
の
供
給

を
受

け
る

者
の

給
水

装
置

が
指

定
給

水
装

置
工

事
事

業

者
の
施
行
し
た
給
水
装

置
工

事
に

係
わ

る
も

の
で

な
い

と
き

は
、

そ
の

者
の

給
水

契
約
の
申
込
み
を
拒
み

、
又

は
そ

の
者

に
対

す
る

給
水

を
停

止
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
た
だ
し
、
法
第
１

６
条

の
２

第
３

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

給
水

装
置

の
軽
微
な
変
更
で
あ
る

と
き

、
又

は
当

該
給

水
装

置
の

構
造

及
び

材
質

が
そ

の
基

準
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
を

確
認

し
た

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
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江
差
町
給
水
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
過

料
）
 

（
過
料
）
 

第
４

０
条
 

管
理

者
は

次
の

各
号

の
一

に
該

当
す
る
者
に
対
し
、
１
０
，
０
０
０
円

以
下

の
過
料

を
科

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

第
４
０
条
 

管
理
者
は
次
の

各
号

の
一

に
該

当
す

る
者

に
対

し
、

１
０

，
０

０
０

円

以
下
の
過
料
を
科
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
１

）
 
第

５
条

の
承

認
を

受
け

な
い

で
、

給
水
装
置
を
新
設
、
改
造
、
修
繕

（
法

第
１
６

条
の

２
第

３
項

の
国

土
交

通
省
令
で
定
め
る
給
水
装
置
の
軽
微
な

変
更

を
除
く

。
）

又
は

撤
去

し
た

者
 

（
１
）
 
第
５
条
の
承

認
を

受
け

な
い

で
、

給
水

装
置

を
新

設
、

改
造

、
修

繕

（
法
第
１
６
条
の
２
第

３
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
給

水
装

置
の

軽
微

な

変
更
を
除
く
。
）
又
は

撤
去

し
た

者
 

（
２

）
～
（

４
）

 
略
 

（
２
）
～
（
４
）
 

略
 

附
 

則
 

 

こ
の

条
例
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す
る
。
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江
差
町
水
道
の
布
設
工
事
監
督
者
の
配
置
基
準
及
び
資
格
基
準
並
び
に
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
基
準
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
水

道
技
術

管
理

者
の

資
格

）
 

（
水
道
技
術
管
理
者
の

資
格

）
 

第
４

条
 
法

第
１

９
条

第
３

項
に

規
定

す
る

条
例
で
定
め
る
水
道
技
術
管
理
者
が
有

す
べ

き
資
格

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

第
４
条
 
法
第
１
９
条
第
３

項
に

規
定

す
る

条
例

で
定

め
る

水
道

技
術

管
理

者
が

有

す
べ
き
資
格
は
、
次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

（
１

）
～
（

５
）

 
（

略
）
 

（
１
）
～
（
５
）
 

（
略
）
 

（
６

）
 
国

土
交

通
大

臣
及

び
環

境
大

臣
の

登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
水
道
に
関

す
る

講
習
の

課
程

を
修

了
し

た
者

 

（
６
）
 
厚
生
労
働
大

臣
 

 
 

 
 

 
の

登
録

を
受

け
た

者
が

行
う

水
道

に
関

す
る
講
習
の
課
程
を
修

了
し

た
者

 

附
 

則
 

 

こ
の

条
例
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す
る
。
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江
差
町
公
共
下
水
道
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
目

的
）
 

（
目
的
）
 

第
１

条
 
こ

の
条

例
は

、
下

水
道

法
（

昭
和

３
３
年
法
律
第
７
９
号
。
以
下
「
法
」

と
い

う
。
）

の
規

程
に

基
づ

き
、

江
差

町
公
共
下
水
道
の
管
理
及
び
使
用
並
び

に
、

施
設
の

構
造

の
技

術
上

の
基

準
及

び
管

理
に
関
し
、
法
令
そ
の
他
別
に
定
め

る
も

の
の
ほ

か
、

必
要

な
事

項
を

定
め

、
町

民
の
衛
生
環
境
の
向
上
と
公
共
水
域

の
水

質
保
全

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。
 

 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
下

水
道

法
（

昭
和

３
３

年
法

律
第

７
９

号
。

以
下

「
法

」

と
い
う
。
）
の
規
程
に

基
づ

き
、

町
が

設
置

す
る

公
共

下
水

道
の

管
理

及
び

使
用

並
び
に
、
施
設
の
構
造

の
技

術
上

の
基

準
及

び
管

理
に

関
し

、
法

令
そ

の
他

別
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

必
要

な
事

項
を

定
め

、
町

民
の

衛
生

環
境

の
向

上
と

公
共

水
域
の
水
質
保
全
に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。
 

（
排

水
設
備

の
設

置
）
 

（
排
水
設
備
の
設
置
）
 

第
３

条
 
公

共
下

水
道

の
供

用
が

開
始

さ
れ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
公
共
下
水

道
の

排
水
区

域
内

の
排

水
設

備
設

置
義

務
者
は
、
遅
滞
な
く
排
水
設
備
を
設
置

し
、

終
末
処

理
場

に
流

入
さ

せ
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
理
者
の
権
限

を
行

う
町
長

（
以

下
「

町
長

」
と

い
う

。
）

が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
場

合
は

こ
の
限

り
で

な
い

。
 

 

第
３
条
 
公
共
下
水
道
の
供

用
が

開
始

さ
れ

た
場

合
に

お
い

て
は

、
当

該
公

共
下

水

道
の
排
水
区
域
内
の
排

水
設

備
設

置
義

務
者

は
、

遅
滞

な
く

排
水

設
備

を
設

置

し
、
終
末
処
理
場
に
流

入
さ

せ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

町
長

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
特

別
の

理
由

が
あ

る
と

認
め

た
場

合
は
こ
の
限
り
で
な
い

。
 

（
使

用
料
の

徴
収

）
 

（
使
用
料
の
徴
収
）
 

第
２

８
条
 

町
長

は
、

公
共

下
水

道
の

使
用

に
つ
い
て
、
使
用
者
か
ら
使
用
料
を
徴

収
す

る
。
 

第
２
８
条
 

町
は
、
公
共
下

水
道

の
使

用
に

つ
い

て
、

使
用

者
か

ら
使

用
料

を
徴

収

す
る
。
 

２
 

略
 

 

２
 

略
 

附
 

則
 

 

こ
の

条
例
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す
る
。
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江
差
町
公
共
下
水
道
利
用
促
進
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
目

的
）
 

（
目
的
）
 

第
１

条
 
こ

の
条

例
は

江
差

町
が

経
営

す
る

公
共
下
水
道
事
業
（
以
下
「
公
営
企

業
」

と
い
う

。
）

が
公

共
下

水
道

処
理

区
域

（
以
下
「
処
理
区
域
」
と
い
う
。
）

に
家

屋
を
有

す
る

者
の

既
設

の
便

所
を

水
洗

便
所
に
改
造
す
る
た
め
、
及
び
排
水

設
備

を
設
置

す
る

た
め

に
要

す
る

資
金

（
以

下
「
資
金
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

管
理

者
の
権

限
を

行
う

町
長

（
以

下
「

町
長

」
と
い
う
。
）
の
指
定
す
る
金
融
機

関
（

以
下
「

取
扱

金
融

機
関

」
と

い
う

。
）

に
融
資
の
斡
旋
を
行
い
、
或
い
は
自

己
資

金
に
よ

り
改

造
を

行
う

者
に

対
し

て
奨

励
金
（
以
下
「
奨
励
金
」
と
い

う
。

）
の
交

付
を

行
う

た
め

に
必

要
な

事
項

を
定
め
、
も
つ
て
江
差
町
公
共
下
水

道
の

利
用
促

進
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
町
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
が
公
共

下
水

道
処

理
区

域
（

以
下

「
処

理
区

域
」

と
い

う
。

）
 

に
家
屋
を
有
す
る
者
の
既
設

の
便

所
を

水
洗

便
所

に
改

造
す

る
た

め
、

及
び

排
水

 

設
備
を
設
置
す
る
た
め
に
要

す
る

資
金

（
以

下
「

資
金

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

 

町
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
指

定
す

る
金

融
機

 

関
（
以
下
「
取
扱
金
融
機
関

」
と

い
う

。
）

に
融

資
の

斡
旋

を
行

い
、

或
い

は
自

 

己
資
金
に
よ
り
改
造
を
行
う

者
に

対
し

て
奨

励
金

（
以

下
「

奨
励

金
」

と
い
 

う
。
）
の
交
付
を
行
う
た
め

に
必

要
な

事
項

を
定

め
、

も
つ

て
江

差
町

公
共

下
水

 

道
の
利
用
促
進
を
図
る
こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

 
 

（
資

金
の
融

資
斡

旋
条

件
）
 

（
資
金
の
融
資
斡
旋
条

件
）
 

策
５

条
 
資

金
の

融
資

斡
旋

条
件

は
、

次
の

と
お
り
と
す
る
。
 

策
５
条
 
資
金
の
融
資
斡
旋

条
件

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

（
１

）
 
法

第
１

１
条

の
３

第
１

項
に

規
定

す
る
期
間
内
に
融
資
す
る
資
金
に
つ

い
て

は
、
利

息
の

一
部

を
公

営
企

業
が

予
算
の
範
囲
内
で
助
成
す
る
。
な
お
公

営
企

業
が
助

成
す

る
利

息
に

つ
い

て
規

則
で
定
め
る
。
 

（
１
）
 
法
第
１
１
条
の
３

第
１

項
に

規
定

す
る

期
間

内
に

融
資

す
る

資
金

に
つ

い
て
は
、
利
息
の
一

部
を
町

 
 

 
が

予
算

の
範

囲
内

で
助

成
す

る
。

な
お

町

 
 
 
が
助
成
す
る
利

息
に

つ
い

て
規

則
で

定
め

る
。
 

（
２

）
～
（

４
）

 
略
 

 

（
２
）
～
（
４
）
 

略
 

附
 

則
 

 

こ
の

条
例
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す
る
。
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江差･上ノ国下⽔道管理センターの建設⼯事委託資料 
 
１．経過・現状 
   江差・上ノ国下⽔道管理センターにおいて、平成１４年度に下⽔道の供⽤が始ま

ってから２１年経過し、経年劣化による故障の発⽣もみられる。平成３０年度に策
定した江差町公共下⽔道事業ストックマネジメント計画に基づき機器等の更新を
実施するものであり、⽇本下⽔道事業団と令和５年４⽉２６⽇に委託協定を締結し
ている。 

 
２．委 託 概 要 
   ⼯事の発注から監督管理、精算報告までの全部 
   ・江差・上ノ国下⽔道管理センターの汚泥管理棟及び⽔処理棟の建築付帯 

設備更新（外壁・建具改修、電灯設備、場外の電灯設備等） 
 

３．事 業 費 
（変更前）  ７２，８８０千円     （変更後）  ６２，７２０千円 
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公の施設に係る指定管理者の候補者選定の概要 

 

１ 施設の名称 名 称：江差追分会館・江差山車会館 

所在地：江差町字中歌町 193 番地 3 

２ 指定の期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日（５年間） 

３ 指定管理者の 

候補者 

団体名：有限会社エイチケーサービス 

住 所：江差町字豊川町 113 番地 1 

４ 募集方法 公 募  非公募 

５ 管理業務内容 (1)追分会館、山車会館の維持及び管理に関すること。 

(2)追分会館、山車会館観覧料の収受に関すること。 

(3)来館者の対応に関すること。また、これらの業務に付随する業務。 

(4)追分会館の舞台管理に関すること。 

(5)追分会館の使用の許可申請に関すること。 

６ 指定管理料参考額 
 １８６，１９０，０００円 

 ※単年度指定管理料 37,238,000 円 

７ 審査方式 

指定管理者選定委員会において、申請者からの申請書類の審査を実施し、

指定管理者としての適格性を有していると判断した上で、申請者を指定管

理者の候補者として選定した。 

８ 選定委員会委員名 
副町長、教育長、総務課長、まちづくり推進課長、財政課長、 

追分観光課長、社会教育課長 

９ 審査経過 

令和5年12月20日    第１回選定委員会 

           （選定方法及び募集要項の確認） 

令和5年12月28日    公募開始 

（町掲示板、町ホームページ、町広報紙掲載） 

令和6年 1月18日    第２回選定委員会 

           （基準上限額の確認） 

令和6年 1月23日    現地説明会 

令和6年 2月 6日    応募者より申請書類を受理 

令和6年 2月16日    指定管理に係る審査及び聞取り調査実施 

           （応募者より指定管理に関する説明、選定委員よ

            り聞き取り調査を実施） 

令和6年 2月16日    第３回選定委員会 

           （応募者の審査及び検討の結果、各委員合意によ

り指定管理者として選定） 

10 委員会意見  当該団体は、新たな候補者だが、管理運営にあたっては、前指定管理者

の経験、知識、ノウハウ等を有しているスタッフを配置することとなって

おり、安定した管理運営が期待できるほか、新しい視点でのサービスの充

実に努めるとともに、地域住民に愛着を持ってもらえる施設としていくた

めの企画運営など、町が目指す姿に寄り添っていることが評価されるもの

である。 
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公の施設に係る指定管理者の候補者選定の概要 

 

１ 施設の名称 名 称：江差町文化会館 

所在地：江差町字茂尻町７１番地 

２ 指定の期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日（５年間） 

３ 指定管理者の候補者 団体名：有限会社エイチケーサービス 

住 所：江差町字豊川町 113 番地 1 

４ 募集方法 公 募  非公募 

５ 管理業務内容 (1)文化会館の使用の許可申請に関すること 

(2)文化会館条例第１項前段に掲げる事業の計画及び実施に関すること 

(3)文化会館の維持管理に関すること 

(4)上記に掲げるもののほか、これらの業務に付随する内容 

(5)自主事業の実施に関すること 

６ 指定管理料参考額 
 ２１８，２９５，０００円 

 ※単年度指定管理料 43,659,000 円 

７ 審査方式 

指定管理者選定委員会において、申請者からの申請書類の審査を実施

し、指定管理者としての適格性を有していると判断した上で、申請者を指

定管理者の候補者として選定した。 

８ 選定委員会委員名 
副町長、教育長、総務課長、まちづくり推進課長、財政課長、 

追分観光課長、社会教育課長 

９ 審査経過 

令和5年12月20日    第１回選定委員会 

           （選定方法及び募集要項の確認） 

令和5年12月28日    公募開始 

（町掲示板、町ホームページ、町広報紙掲載） 

令和6年 1月18日    第２回選定委員会 

           （基準上限額の確認） 

令和6年 1月23日    現地説明会 

令和6年 2月 6日    応募者より申請書類を受理 

令和6年 2月16日    指定管理に係る審査及び聞取り調査実施 

           （応募者より指定管理に関する説明、選定委員よ

            り聞き取り調査を実施） 

令和6年 2月16日    第３回選定委員会 

           （応募者の審査及び検討の結果、各委員合意によ

り指定管理者として選定） 

10 委員会意見  当該団体は、管理運営にあたっては、前指定管理者の経験、知識、ノウ

ハウ等を有しているスタッフを配置することとなっており、安定した管理

運営が期待できるほか、新しい視点でのサービスの充実に努めるととも

に、地域住民に愛着を持ってもらえる施設としていくための企画運営な

ど、町が目指す姿に寄り添っていることが評価されるものである。 
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氏  名   山
やま

 田
だ

 清
きよ

 美
み

 

 

 

生年月日   昭和３４年１０月２６日生（６４歳） 

 

 

住  所   檜山郡江差町字本町１７０番地３ 

 

 

最終学歴   昭和５５年 ３月   北海道女子短期大学初等教育学科卒業 

 

 

主な職歴   昭和５５年 ６月   江差町立江差小学校附属あすなろ幼稚園教諭 

        

平成３０年 ４月   江差町立江差小学校附属あすなろ幼稚園園長 

        

       令和 ２年 ３月   定年退職 

 

 

公職歴等   令和 ４年 ７月から現在   人権擁護委員 
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氏  名  中 野 孝 弘 

 

 

生年月日  昭和４７年１２月９日生（５１歳） 

 

 

住  所  檜山郡江差町字田沢町５５９番地４ 

 

 

最終学歴  平成 ３年 ３月  北海道江差高等学校卒業 

 

 

職 歴 等  平成 ３年 ４月  ㈱道拓開発 

      平成 ５年 ４月～ 檜山南部森林組合総務係長 

      令和 ５年 １月～ 檜山南部森林組合総務課長 

 

 

公 職 等  平成 ９年～    江差町消防団第５分団員 

      平成２０年～    江差町消防団第５分団班長 

      平成２３年～    江差町消防団第５分団部長 

      平成３１年～    江差町消防団第５分団分団長 

      平成２４年 ４月～ 人権擁護委員（１期目） 

      平成２７年 ４月～ 人権擁護委員（２期目） 

      平成３０年 ４月～ 人権擁護委員（３期目） 

      令和 ３年 ４月～ 人権擁護委員（４期目） 
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